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序     文 
 

独立行政法人国際協力機構は、国立女性開発センター（National Centre for Women Development：

NCWD）をカウンターパートとして、2007 年 1 月から 3 年間の技術協力プロジェクト「女性の生

活向上のための女性センター活性化支援」を実施しました。 

今般、ナイジェリア連邦共和国政府より要請された技術協力プロジェクト「女性の生活向上の

ための女性センター活性化支援・フェーズ 2」が採択されたのを受け、本プロジェクトを円滑か

つ効果的に進めるため、国際協力機構は 2010 年 1 月～2 月に詳細計画策定調査団を派遣しました。

ナイジェリア連邦共和国政府関係者との協議の結果、フェーズ 1 と同様に国立女性開発センター

をカウンターパートに、上記プロジェクトの成果を全国レベルで普及･定着させることを目的とし

て、2010 年 9 月から技術協力プロジェクトを実施することで合意しました。 

本報告書は、詳細計画策定調査の結果を取りまとめ、プロジェクトの円滑な実施及び運営に資

するためのものです。 

ここに、調査の実施にあたり、ご協力とご支援を頂いた内外の関係者各位に対し、心より感謝

の意を表します。 

 

平成 22 年 6 月 

 

独立行政法人国際協力機構 
公共政策部長 中川 寛章 
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第１章 詳細計画策定調査の概要 
 

１－１ 要請の背景 

ナイジェリア連邦共和国（以下、「ナイジェリア」と記す）の貧困率は全国レベル 54％（2004

年生活水準調査）と高く、2015 年までに貧困率 21％というミレニアム開発目標の達成が危惧され

ている。また、他のアフリカ諸国と比較して、特に成人識字率や推定所得などのジェンダー格差

が目立っている。ナイジェリア政府は連邦女性社会開発省（Federal Ministry of Women Affairs and 
Social Development：FMWA）の設立、国家ジェンダー政策の策定など、マクロレベルでのジェン

ダー平等推進のための基本的な政策・制度的枠組みを整備しているが、政治・経済の意思決定に

参画できるのは少数のエリート女性に限られ、コミュニティレベルでの圧倒的多数の貧困層女性

との二極化が顕著になっている。ナイジェリアでは、宗教及び伝統・慣習の影響によりコミュニ

ティや世帯における意思決定に女性が参加することが少なく、一般的に男性が世帯収入の用途を

決定し、女性や子どもの健康や教育などのニーズは優先されていないなど、コミュニティや世帯

レベルの女性の役割は限定的である。収入を得るためのスキルの習得、女性が経済活動に携わる

ことへの男性/コミュニティの理解や、女性の移動の拡大、社会的ネットワークの構築など包括的

なエンパワーメントが必要とされている。 

ナイジェリアでは、1980 年代後半から全国に女性センター（Women Development Center：WDC）

が設置され、草の根レベルの女性の生活向上、女性のエンパワーメント実現のため積極的な役割

が期待されている。しかしながら、1990 年代後半以降は不適切な運営管理や資金不足といった問

題が顕在化し、多くの WDC が十分なサービスを提供できていないことが明らかになっていた。

それに対し、FMWA の付属機関である国立女性開発センター（National Center for Women 

Development：NCWD）は JICA の支援を得て「女性の生活向上のための女性センター活性化支援

プロジェクト・フェーズ 1」（以下、フェーズ 1）を通じて、カノ州の 6 センターを対象にセンタ

ー活性化のためのパイロット活動の実施及び WDC 活性化のためのガイドラインづくりを行って

いる。フェーズ 1 を通じて、WDC がコミュニティで好意的に認識され、女性のエンパワーメン

トにつながるグッドプラクティスが多く確認されている。今後、宗教・文化的にも多様なナイジ

ェリアにおいて、女性センター活性化の活動を普及・定着させていくうえで更なる支援が必要と

されており、2010 年 1 月にフェーズ 1 が終了することから、カノ州でのパイロット事業の成果の

より一層の定着及びパイロット事業を通じて蓄積された WDC 活性化におけるグッドプラクティ

スを他州においても普及・展開し、全国レベルで WDC 活性化を普及・定着させることを主目的

としてフェーズ 2 の実施が要請された。 

 

１－２ 調査目的 

（１）専門家業務報告書及び 2009 年に実施した終了時評価調査の結果を踏まえ、WDC 活性化

の行政メカニズムを明確化することを目的として、関係者への聞き取り及びステークホル

ダー分析ワークショップ実施を通じて、関係する行政機関の役割、権限、予算、キャパシ

ティ及び実施体制等の行政機能に関する必要な情報を収集する（行政機能に関する調査は、

ナイジェリアの 3 層の行政構造のすべての層を対象に行う）。 

 

（２）先に実施した終了時評価調査の結果を踏まえ、関係者への聞き取りからフェーズ 2 の協
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力の枠組み、成果品の活用状況、現状の課題等に関する更に必要な情報を収集する。 

 
（３）関係機関が参加するプロジェクト・サイクル・マネジメント（PCM）ワークショップを

実施し、関係者でプロジェクトの基本枠組み（上位目標、プロジェクト目標、アウトプッ

ト）、実施体制、評価指標、投入等について整理する。 

 
（４）当該プロジェクトについて、評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立

発展性）の観点から事前評価を行う。 
 

（５）調査結果に基づき、目標を達成するために必要な具体的なアプローチ、活動内容を整理

し、ナイジェリア側関係者と協議のうえ、討議議事録（R/D）案、プロジェクト・デザイン・

マトリックス（PDM）（案）を作成する。 
 

（６）想定されるわが国の投入内容とナイジェリア側の投入内容を確認したうえで、本調査の

ミニッツ（M/M）を作成し、合意･署名する。 

 

１－３ 団員構成 

担当分野 氏 名 所 属 調査日程 

団長/総括 武藤 亜子 国際協力機構公共政策部ジェンダー平等推進

課 課長 

2010.2.20-2.26

ジェンダー主

流化 

田中 由美子 国際協力機構国際協力専門員（ジェンダーと開

発） 

2010.2.14-2.20

企画協力 藤井 佑美 国際協力機構公共政策部ジェンダー平等推進

課 ジュニア専門員 

2010.2.14-2.26

地方行政機能 佐々木 雅子 （株）タックインターナショナル 主任研究員 2010.1.24-2.14

評価分析 田中 恵理香 グローバルリンクマネジメント（株） 研究員 2010.2.6-2.26 
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１－４ 調査日程 

日順 月/日 曜 時 団長/総括 ジェンダー主

流化 

企画協力 評価分析 地方行政機能 

1 1/24 日      成田発（ロンド

ン経由） 

2 AM アブジャ着 

 

1/25 月 

PM 

    

NCWD 

3 AM NCWD 

 

1/26 火 

PM 

    

FMWA 

4 AM 自治体連合 

（ALGON） 

 

1/27 水 

PM 

    

カノ州へ移動 

5 AM SMWA 聞き取り

 

1/28 木 

PM 

    

Bichi WDC 訪問

6 1/29 金      Kumbotso WDC

聞き取り 

7 1/30 土      資料整理・分析

8 1/31 日      資料整理・分析

9 2/1 月      SMLG 

10 AM Gyadi-Gyadi 

 

2/2 火 

PM 

    

Dawakin Tofa 

WDC 

11 2/3 水      Stakeholder WS 

12 2/4 木      アブジャへ移動

13 2/5 金      調査団中間報告

（JICA-NET） 

14 2/6 土     成田発（ロン

ドン経由） 

資料整理･分析 

15 AM アブジャ着 資料整理･分析 

 

2/7 日 

PM 

   

団内打合せ 

16 AM PDM 協議（NCWD） 

 

2/8 月 

PM 

   

DFID 

17 2/9 火     UNIFEM 

18 2/10 水     ActionAid 

19 AM UNFPA、NCWD 

 

2/11 木 

PM 

   

カノ州へ移動  

20 AM SMWA アブジャ発 

 

2/12 金 

PM 

   

 ロンドン着 
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21 2/13 土     資料整理 ロンドン発 

22 2/14 日   成田発（ロンドン経由） 資料整理 成田着 

23 AM アブジャ着 Gwale WDC 

 NCWD 表敬・協議 Dambatta 

WDC 

 

2/15 月 

PM 

 

カノ州へ  

 

24 団内打合せ 

 

AM 

SMWA 

 

2/16 火 

PM 

 

マーケット視察 

 

25 SMLG（JICA Desk Officer） 

 

AM 

Gezawa WDC/LGA、SMLG（PS 表敬） 

 

2/17 水 

PM 

 

PDM 協議（SMWA） 

 

26 SMLG 

 Dawakin Kudu WDC 

 

AM 

Wudil WDC/LGA 

 

2/18 木 

PM 

 

PDM 協議（SMWA） 

 

27 2/19 金  成田発（ロンド

ン経由） 

Gwale 協同組合  

28 AM アブジャ着 カノ発 アブジャ着 

 PM 団内打合せ 

 

2/20 土 

PM  ア ブ ジ ャ 発

インドへ 

 

 

29 2/21 日  資料整理･分析  資料整理･分析  

30 2/22 月  NCWD  NCWD  

31 2/23 火  PCM ワークシ

ョップ 

 PCM ワークショップ  

32 2/24 水  M/M 協議  M/M 協議  

33 2/25 木  M/M 協議  M/M 協議  

34 2/26 金  アブジャ発  アブジャ発  

35 2/27 土  成田着  成田着  

ALGON：Association of Local Governments of Nigeria（ナイジェリア地方自治体連合） 

SMWA：State Ministry of Women Affairs and Social Development（州女性社会開発省） 

SMLG：State Ministry of Local Governments（州地方自治省） 

DFID：Department for International Development（英国国際開発省） 
UNIFEM ：United Nations Development Fund for Women（国連女性開発基金） 

UNFPA：United Nations Population Fund（国連人口基金） 
LGA：Local Government Area（地方政府/地方自治体） 
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１－５ 主要面談者 

所属先 役 職 名 前 

Director-General Ms. Famima L. Hassan 

Director of Department of Planning, 
Research and Statistics 

Mr. Omar Sadeeq 

Director, Department of Training and 
Development 

Dr. Tyoor F. M. Terhemba 

WDC Project Coordinator Mr. George Wayeng 

国立女性開発センター

（National Center of Women 

Development：NCWD） 

Research officer Ms. Jummai Modu Ngaram 

Director, Department of Women 
Affairs 

Mrs. E. O. Adeyemi 連邦女性社会開発省（Federal 
Ministry of Women Affairs and 

Social Development：FMWA） Deputy Director of Women Affairs 

(Economic Service) 

Mrs. C. C Nyam 

Director, Technical Services Mr. Chris Ohuabunwa ナイジェリア地方自治体連

合（Association of Local 

Governments of Nigeria：

ALGON）National Secretary 

Director, International Relations Mrs. Evan Enekwe 

Commissioner Ms. Maimuna Kabir Khalil 

Director, Department of Women 

Affairs 

Ms. Binta U. Na-Abba 

Director, Dept. Aministration and 

General Services 

Mr. Anwalu Gudaura 

Deputy Director, Department of 

Women Affairs 

Mr. Aminu Sa’ad Kuwara 

Principal Gyadi-Gyadi Women 

Vocational Centre 

Ms. Hajana Shehu Minijibiz 

州女性社会開発省（State 

Ministry of Women Affairs and 

Social Development：SMWA） 

Training Unit Ms. Binta Musa Tofa 

Permanent Secretary Mr. Abdul Malik Yakubu 

Deputy Director of Local Government 
Inspection 

Mr. Unaru Adamu J 

州地方自治省（State Ministry 

of Local Government：SMLG） 

 

JICA Desk Officer Ms. Halima Sani Abubakar 

Chairman, Gezawa LGA Mr. Abdullah Yahaya Kara 

WDO, Gezawa LGA Ms. Maiji Wdda Budayi 

Gezawa LGA/WDC 

Center Head, Gezawa WDC Ms. Zaina Adamu 

WDO, Gwale Ms. Khudia Imam 

Deputy WDO, Gwale LGA Ms. Rabi Moha 

Gwale LGA/WDC 

 

Center Head, Gwale WDC Ms. Duduwa Yohoya 

WDO, Dambatta LGA Ms. Liez Fatima Osman Dambatta WDC 

Center Head, Dambatta WDC Ms. Aisha Sabo Idris 
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Head of Community Development 

Dep., Dawakin Kudu LGA 

Mr. Abdllazak Adamu 

Community Development Officer, 
Dawakin Kudu LGA 

Mr. Tijyani Abdulkadir 

Social Welfare Officer, Dawakin Kudu 

LGA 

Mr. Alkasim Muhd Tdiwa 

WDO, Dawakin Kudu LGA Ms. Harira Da’u 

Dawakin Kudu LGA/WDC 

 

Head of Center, Dawakin Kudu WDC Ms. Karimatsu Idris 

Chairman, Wudil LGA Mr. Musa Adamu Darki 

Head of Community Development 
Dep., Wudil LGA 

Ms. Mariana Buktar 

WDO, Wudil LGA Ms. Hamisu Abdu 

Head of Center, Wudil WDC Ms. Maryam Ado 

Wudil LGA/WDC 

 

Deputy Head of Center, Wudil WDC  

WDO, Dawakin Tofa WDC Ms. Nafi Mahammad 

Yakaseer 

Dawakin Tofa WDC 

 

Head of Center, Dawakin Tofa WDC Ms. Amida Sanll 

英国国際開発省（DFID）Kano 

Office 

Social Development Advisor Ms. Jummai Bappah 

国連女性開発基金

（UNIFEM） 

Programme Coordinator (Gender and 

HIV&AIDS) 

Ms. Kemi Ndieli 

国連人口基金（UNFPA）  Ms. Hannatu Yaro 

ActionAid Women’s Rights Advisor Ms. Adanma Maduako 

所 長 美馬 巨人 JICA ナイジェリア事務所 

企画調査員 和田 美穂 
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第２章 プロジェクト実施の背景と開発課題の現状 
 

２－１ ナイジェリア概要1 

ナイジェリアは、アフリカの西部に位置し、面積約 92 万 km2、人口約 1 億 4,809 万人で、アフ

リカ最大の人口（アフリカ人口の約 15％）を有する。1960 年に英国より独立し、現在は大統領を

元首とする連邦共和国となっている。 

独立後、内乱（ビアフラ戦争：1068－1970 年）を経験し、また軍事クーデターが相次いだが、

1999 年に新憲法が制定され、以後民政に移管されている。2007 年の 4 月に実施された大統領選挙

によりヤラドゥア現政権が誕生した2。次期大統領選挙は、2011 年に予定されている。 
行政機構は、連邦制をとっており、中央の連邦政府、36 の連邦州とアブジャ首都圏（Federal 

Capital Territory：FCT）、全国で 774 の地方自治区（Local Government Area：LGA）という 3 層構

造になっている。 

社会面では、250 以上のエスニック・グループがあるといわれており、宗教は、おおむね、北

部ではイスラム教、南部ではキリスト教が多くなっているが、民族・宗教は複雑である。このた

め、全国で 6 つ（北西、北東、北中、南西、南東、南南）に区分されている地政学的ゾーンのバ

ランスに配慮した行政が行われている。 

産業は、以前は農産物を輸出する農業国であったが、1970 年ごろより石油の輸出が増加し、現

在は石油輸出国機構（Organization of Petroleum Exporting Countries：OPEC）第 6 位の産油国とな

っている。GDP の 52％、総輸出額の約 99％を原油関連（石油・ガス）が占めている（2006 年）3。 

外交的には、アフリカ連合（African Union：AU）、西アフリカ諸国経済共同体（Economic 

Community of West African States：ECOWAS）等を通じ、積極的な外交を展開している。 

主な経済・社会指標は以下のとおりである。国連開発計画（United Nations Development 

Programme：UNDP）の人間開発指数は、182 カ国・地域中 158 位となっている。参考までに、人

間開発指数が 129 位とアフリカ諸国のなかでは上位にランクされている南アフリカ共和国のデー

タを表２－１にあわせて掲載する。 

 

                                                        
1 本項については、外務省「ODA 国別データブック 2008」、JICA「ナイジェリア国女性の生活向上のための女性センター活性

化支援プロジェクト事前調査報告書」（2006）等を参考にした。 
2 現地調査中に、ヤラドゥア大統領の健康上の理由により副大統領が大統領代行となることが発表された。 
3 外務省「ODA 国別データブック 2008」 
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表２－１ 主要経済社会指標（2007 年） 

指  標 ナイジェリア 南アフリカ 

人間開発指数（順位） 0.511（158 位） 0.683（129 位）

1 人当たり GNP US$1,969 US$9,757

出生時平均余命 47.7 歳 51.5 歳

成人識字率 72.0％ 88.0％

低体重児比率（5 歳未満児） 29％ 12％

新生児死亡率（出生 1,000 人当たり）* 86 ―

5 歳未満児死亡率（出生 1,000 人当たり）* 138 ―

妊産婦死亡率（出生 10 万件当たり）** 800 ―

出所：Human Development Report 2009 
*FMWA “Nigeria Gender Statistics Book 2008”。何年の統計かは不明。 

** FMWA “Nigeria Gender Statistics Book 2008”。2005 年の推計値。 
 

地域格差が著しいナイジェリアにおいては、国平均の社会経済指標とともに、地域ごとの特徴

を把握することが重要となっている。表２－２は、人間開発指数を用いて地域格差を示したもの

である。貧困度合いが高いといわれている北東ゾーンの指標は、2009 年の人間開発指数が 182 カ

国・地域中で最下位であったニジェールよりも低い指標となっている。 

 

表２－２ ゾーンごとの人間開発指数（2008－2009 年） 

ゾーン 人間開発指数 備 考 

北 中 0.490  

北 西 0.420  

北 東 0.332 ※参考：HDR 2009 ニジェールの指数（0.340）

南 西 0.523  

南 東 0.471  

南 南 0.573  

出所：UNDP “Human Development Report Nigeria 2008-2009” 
 

２－２ ナイジェリアにおけるジェンダー平等推進の現状と課題 

２－２－１ ナイジェリアにおけるジェンダー平等の現状 

ここでは、ジェンダー平等に関する指標を、いくつか挙げる。 
ナイジェリアは、国連開発計画（UNDP）のジェンダー開発指数（GDI）は、155 カ国・地域

中 133 位4、世界経済フォーラムのジェンダー格差指数（GGI）では、134 カ国中 108 位となっ

ており5、ジェンダーを取り巻く状況には多くの課題を抱えている。 

ジェンダー状況を測る代表的な指標である男女別成人識字率、年齢別・男女別識字率は、表

２－３、表２－４のとおりである。1991 年以降、男女とも識字率は向上しているものの、依然

                                                        
4 UNDP “Human Development Report 2009” 
5 World Economic Forum “The Global Gender Gap Report 2009” 
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として、男性に比較し女性の識字率は低い。一方、年齢別・男女別識字率の推移を見ると、男

女とも、若年層ほど識字率が高くなっており、また、若年層ほど、男女の差が小さくなってい

ることが分かる。2006 年の男性識字率を 100 とした場合の女性識字率は、60 歳以上で 41％、

30～39 歳で 89％、15～19 歳で 95％となっており（表２－４より計算）、今後識字率における男

女格差は縮小していくものと見込まれる。 

 
           表２－３ 男女別成人識字率の推移       （単位：％） 

年 平 均 女 性 男 性 

1991 57.0 44.0 55.0 

1999 49.0 41.0 59.0 

2005 62.0 54.6 70.1 

2006 75.7 69.6 81.7 

出所：FMWA “Nigeria Gender Statistics Book 2008” 

（原出典は、年により異なる） 

 

          表２－４ 年齢別・男女別識字率（2006 年）    （単位：％） 

年齢層（歳） 平 均 女 性 男 性 

平均 （66.7） （47.3） （56.9） 

15～19 78.6 71.8 75.5 

20～29 80.0 58.7 57.4 

30～39 71.2 46.6 52.4 

40～49 66.5 38.0 43.7 

50～59 57.3 27.7 31.9 

60 歳以上 42.8 13.1 31.9 

出所：FMWA “Nigeria Gender Statistics Book 2008” 

 

男女別初等教育純就学率は、表２－５のとおりとなっている。全国平均及び就学率が最も高

い州、最も低い州のデータを示す。初等教育においては、全般に女子の純就学率が男子より低

くなっている。地域格差が大きくなっており、就学率の高い州でも低い州でも、女子の就学率

が男子より低いが、低い州においてより男女格差が著しい。就学率が低い地域は、主にナイジ

ェリア北部のハウサ語圏（カノ州も含む）に多く、例えば、貧困地域のハウサ族の女性（17～

22 歳）の 97％は、2 年未満の教育しか受けていなく、これは世界でも最も低い数値となってい

る。低就学率の背景には、14 歳もしくはもっと早い年齢での早婚や、保護者が通常学校への信

頼感が低いためイスラム宗教学校を優先する傾向などが挙げられる6。 

 

                                                        
6 UNESCO “Global Monitoring Report 2010”より 
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         表２－５ 男女別初等教育純就学率（2006 年）     （単位：％） 

 平 均 女 子 男 子 

全国平均 61.5 59.8 63.0 

エキティ州 89.1 88.5 89.6 

ザンファラ州 26.1 21.4 30.1 

出所：FMWA “Nigeria Gender Statistics Book 2008”より作成 
 

世帯主の男女別による貧困率は、表２－６のとおりである。平均すると、女性が世帯主の世

帯は、男性が世帯主の世帯より、貧困率が低くなっている。これは、女性が世帯主の場合の方

が世帯構成人員数が少なく、また、世帯主になる女性は、男性世帯主一般より教育程度が高い

傾向にあるためと分析されている（FMWA “Nigeria Gender Statistics Book 2008）。ただし、同じ

統計で、自分で貧困だと感じている者の割合は、全国平均で、男性 74.7％、女性 81.9％と女性

の方が高くなっている。 

 

            表２－６ 世帯主の男女別貧困率（2007 年）      （単位：％） 

 平 均 女性が世帯主の世帯の貧困率 男性世帯主の世帯の貧困率 

平 均 54.7 41.0 56.3 

都市部 43.1 37.4 43.9 

農村部 63.8 44.4 65.8 

出所：FMWA “Nigeria Gender Statistics Book 2008”より作成 

 

表２－７は、世帯においてだれが決定権をもつかを示している。多くの事項に関し、男性の

みが決定権をもっており、例えば、妻の健康という、女性自身のことに関しても、自分で決定

できる女性が少ないことが分かる。 

 

           表２－７ 家庭問題の意思決定（2004 年）        （単位：％） 

 女性のみで決める 男性と女性で決める 男性のみで決める 

妻の健康 12.8 10.3 73.4 

家族の大きな買い物 7.1 12.4 77.5 

日々の買い物 19.0 13.9 64.5 

親戚への訪問 17.7 20.4 59.7 

食 事 33.5 11.7 51.0 

子どもの健康 9.3 17.3 66.8 

子どもの教育 4.8 16.5 67.7 

出所：FMWA “Nigeria Gender Statistics Book 2008 
 

全体として、識字率等においては、男女格差の改善が見られるものの、意思決定等、社会的・

心理的関係においては、女性のエンパワーメントが依然として遅れているといえる。また、就

学率に見られるように、ジェンダー平等の度合いは地域差も大きい。 
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２－２－２ ナイジェリア政府の政策 

2007 年に選出されたヤラドゥア大統領は、7 ポイント・アジェンダと称する政権公約を掲げ

ている。これは、電力・エネルギー、安全、土地改革、食糧安全保障、教育、富の創出、交通

とインフラストラクチャーの 7 分野で改革に取り組もうとするものである。 
また、2020 年までの長期開発計画として「Vision2020」が策定されている7。ジェンダーに関

しては、戦略イニシアティブとして、女性の政治的エンパワーメントのメカニズムを機能させ

ること、官民ともにジェンダーに対応できる枠組み（gender-responsiveness framework）を確立

すること、2015 年までに管理職の女性の割合を 30％に引き上げること、の 3 点を挙げている。

そのための具体的取り組みとして、差別のない法的枠組みの推進、女性と子どもに関する国際

的・地域的条約及び協定の実施、ジェンダーに基づく暴力に対応するためのガイドライン作り、

女性に害のある伝統的慣行の撤廃、農村社会における伝統的・宗教的・文化的障壁に関するア

ドボカシー、国家・州レベルのジェンダーマシーナリーの強化、基礎教育におけるジェンダー

平等の推進、雇用・土地・融資等生産財への女性のアクセスの拡大、女性起業家の育成及び組

合参加・設立の推進、起業・職業技能の開発支援、ジェンダー平等に関する政策やプログラム

推進のための財源の確保、ジェンダーデータベースの構築等が挙げられている。 

なお、国家開発計画としては、貧困削減戦略ペーパー（Poverty Reduction Strategy Paper：PRSP）

に相当する「国家経済強化開発戦略（National Economic Empowerment and Development Strategy：

NEEDS）2004-2007」が策定されており、これに基づいて、各州で「州経済強化開発戦略（State 

Economic Empowerment and Development Strategy：SEEDS）」が策定されていた。NEEDS に続く

2008 年からの開発計画として、NEEDS2 策定の準備が進められていたが、現地調査の聞き取り

によれば、2007 年のヤラドゥア政権の発足とともに、Vision2020 のなかに吸収されることにな

った模様である。 

ジェンダー平等に関する政策としては、2006 年に策定された国家ジェンダー政策（National 

Gender Policy）がある。これは、ジェンダー政策の上位目標を、ジェンダー平等と持続可能な

人的・経済的開発を推進すること、としており、そのための優先課題、戦略を定めたものであ

る。同政策では、ジェンダー平等に関連する機関の役割についても記載しており、おおむね、

FMWA は、ジェンダーに関する全体的な政策枠組みを策定しジェンダー平等に関する調整を行

う機関、NCWD は、女性のエンパワーメントに関するプログラムを計画・実施し、ジェンダー

平等や女性のエンパワーメントに関する調査・研究・研修を行う機関、となっている。また、

現地調査の聞き取りによれば、WDC 活性化は NCWD のマンデートであり、2006 年 11 月に全

国女性評議会（National Council of Women Affairs：NCWA）が採択したコミュニケによれば、全

国の WDC の活性化に関するガイドライン作成は NCWD の役割となっている。なお、国家ジェ

ンダー政策を具体的な実施に移すための文書として、2008 年に戦略的実施枠組み計画（National 

Gender Policy Strategic Implementation Framework and Plan）が策定されている。 

 

２－２－３ ドナー機関の取り組み 
（１）概 況 

ナイジェリア国ジェンダー関連分野における主なドナー機関は、DFID、カナダ国際開発

                                                        
7 現地調査時点では、まだファイナライズされておらず、入手できたのは、2009 年 10 月のドラフトである。 



－12－ 

庁（Canadian International Development Agency：CIDA）、米国国際開発庁（United States Agency 

for International Development：USAID）、UNIFEM 等で、NGO（ActionAid、Oxfam 等）も支

援を行っている。ジェンダードナー会合（Donor Coordinating Group on Gender）を開催して

おり、国連機関、二国間機関、NGO が出席している。 
なお、現地調査の聞き取りでは、WDC に協力している援助機関は、JICA 以外に確認で

きなかった。カノ州の SMWA では、DFID が 10 の WDC で安全保障と法に関するエンパワ

ーメントの活動を行っている。いずれも JICA のプロジェクト・フェーズ 1 の対象 WDC で

はない。また、DFID では、州政府に対する行政支援のなかで、LGA の機材購入に協力し

ている8。 

今次調査では、UNIFEM、UNFPA、ActionAid を訪問した。また、DFID とは、事務所を

訪問することはできなかったが、別途カノ州の担当官と面談する機会があり、簡単に話を

聞いた。ここでは、ジェンダー平等に関するドナー機関の取り組みを、現地調査中に面談

した機関については面談内容を中心に、その他のドナーについては既存資料やウェブサイ

トで情報収集した内容を、簡単にまとめる。 
 

（２）国際機関の取り組み 

ナイジェリア国国連開発支援枠組み（United Nations Development Assistance Framework：

UNDAF 2009-2012）では、ガバナンスとアカウンタビリティの強化、経済的エンパワー

メント（生産性と雇用の促進）、社会サービス提供の変革、紛争と不安定の軽減、の 4 つ

の重点分野を挙げており、ジェンダーに関しては、「社会サービス提供の変革」に関連し

て、クロスカッティング・イシューとして取り組むこととしている。このため、各機関と

も、保健・教育等のセクターのなかで、ジェンダーに配慮した支援を行っている。 

現地調査での聞き取りによれば、国連機関では、事業の実施にあたっては、各国連機関、

国家計画委員会（National Planning Commission：NPC）、関連する連邦政府機関で協議を行

い、それぞれの事業を実施する対象地域を決定している。最終的には連邦政府が決定する

ことになっているということであった。 
 

１）UNIFEM 

国連女性開発基金（United Nations Development Fund for Women：UNIFEM）では、

現在、次期カントリー・プランを策定中であるが、現地調査での聞き取りによれば、

全体的な方針には、これまでと大きな変化はないとのことで、民主的ガバナンス、経

済的エンパワーメント、ジェンダーと HIV/AIDS（ヒト免疫不全ウイルス/後天性免疫

不全症候群）、ジェンダーに基づいた暴力（Gender-based violence）の 4 点を重点分野

としている。 

ガバナンスについては、女性の政治機会の拡大に関するキャパシティを向上させる

ための活動、2011 年の選挙に向け、有権者・立候補者双方の政治的権利を拡大するた

めのデータベースの整備等を行っている。女性の政治進出を促進するためのアファー

                                                        
8 調査団滞在中に、DFID により LGA に対して供与された機材の供与式があった。のちに面談したカノ州にある DFID 北部事

務所の担当官によれば、この機材に関しては、州政府関係者も「DFID が資金供与した」という言い方をするものの、実際

は、州政府の予算で購入したものであり、DFID ではそのための計画・予算策定等に関する技術支援を行ったもの、とのこ

とである。 
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マティブアクションを展開しているが、現在のところ、まだ実際的な結果を生むには

至っておらず、女性議員の数は少ないままにとどまっている9。 
経済的エンパワーメントでは、政策レベルでは、これまで NEEDS・SEEDS に沿っ

た形で、州レベルでジェンダーの視点を組み込んだ経済プロセスを実現するための支

援をしてきており、Vision2020 に関しても、どのようにかかわれるかを現在検討中で

ある。具体的な活動としては、コギ州の LGA でキャッサバ栽培のモデルを開発して

いるほか、5 州（アクイボン、アダマワ、イモ、カドナ、エキティ）10で経済モデルの

開発を行っている。 
HIV/AIDS については、国家エイズ委員会（National Agency for the Control of AIDS：

NACA）、州エイズ委員会（State Action Committee on Control of AIDS：SACA）を対象

に、よりジェンダーに配慮した効果的なシステムを構築することを支援しており、ジ

ェンダー・アドバイザー・スタッフや NACA のなかにあるジェンダー・テクニカル・

コミッティのキャパシティ強化等を図っている。 

暴力については、協力の枠組みを策定したところで、エボニ、クロスリバースの 2
州でパイロット事業を実施している。LGA レベルで、暴力対策委員会を設置し、警察、

保健従事者、弁護士、地域リーダー、女性リーダーらが協力する「one-stop-shop」の

ような形の暴力被害者救済のシステムを構築しようとしている。州 DV 法が制定され

ている州では、DV 被害の登録ができるが、国家レベルの DV 対策法が制定されてい

ないので、家庭内暴力に関するアドボカシーを行っている。 

 

２）UNFPA 

国連人口基金（United Nations Population Fund：UNFPA）では、ジェンダー平等、リ

プロダクティブ・ヘルス（RH）、人口と開発の 3 つの事業を中心に実施している。う

ち、現地調査にて、ジェンダー平等に関する取り組みを中心に聞き取りを行った。 

ジェンダー平等に関しては、政治的エンパワーメントとジェンダーに基づく暴力

（Gender-based Violence：GBV）の 2 つの分野で事業を実施している。政治的エンパワ

ーメントでは、北東部、北西部、南西部、FCT から 12 州をパイロットとしており、

女性の経済的エンパワーメントの強化、議員、コミュニティリーダー、青少年らに対

する啓発（sensitization）を行っている。GBV 分野では、GBV に関するリサーチと GBV

シェルターの活動を行っている。シェルターは、暴力被害者にシェルターを提供する

とともに女性のエンパワーメントを図るもので、意識の向上、研修、法的支援、医療

ケア等を行っている。医療ケアについては RH の活動で拠点として特定した施設（12
州で約 300 カ所）と協力している。活動は、FMWA、NPC、連邦保健省、州政府機関

等が協力して取り組んでおり、UNFPA が各機関の調整を行っている。 

 

３）UNICEF 

国連児童基金（United Nations Children’s Fund：UNICEF）では、DFID との協調によ

                                                        
9 2009 年現在、女性議員の割合は、上院で 9％、下院で 7.8％である（Vision 2020）。UNIFEM の担当者によれば、女性は家庭

にという伝統が依然として根強いほか、現行の政党制度は男性の方が参加しやすいしくみになっているとのことであった。 
10 南部の「問題を抱えている」州では、支援を行っていないとのことである。政治・社会状況、治安等に配慮したものと思

われる。 
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る女子教育案件（Girls Education Programme）のなかでジェンダー平等に取り組んでい

る。また、ナイジェリアにおける開発パートナーの資料11では、水と衛生等の分野等

のなかでジェンダーに配慮した取り組みを計画中であるが（2009 年 5 月時点）、現地

調査で訪問しなかったこともあり、詳細については明らかにできなかった。 
 

（３）二国間機関 
ジェンダー平等分野に関する主なドナー機関は、DFID、USAID 等である。CIDA が、

「Gender Equality Support Pilot Project（GESPP）2006–2009」を実施していたが、2009 年で

終了したため、現地調査時点では既に担当者がおらず、訪問しなかった。 

 
１）DFID 

英国国際開発省（Department for International Development：DFID）の対ナイジェリ

ア国重点分野は、ガバナンス、保健、教育となっている12。DFID では、アブジャ、カ

ノ、他 2 州の計 4 カ所に事務所をもっており、カノ州にある北部事務所では、12 名程

度が勤務している。 

ジェンダー平等に関するプログラムとして「Nigeria Gender Equality Action Plan 

2009/12」を実施している。内容は、①経済機会へのアクセス拡大、②公共サービスへ

のアクセス拡大、政治的・社会的エンパワーメントの拡大、③将来の行動計画に向け

たキャパシティの拡大、となっている。「公共サービスへのアクセス拡大」の一部と

して、初等・中等教育における女子就学率の拡大のため、3 州で教育セクター支援プ

ログラムを実施しているほか、4 州で UNICEF 等と協調した女子教育プロジェクトを

実施している。また、「将来の行動計画に向けたキャパシティの拡大」のコンポーネ

ントとして、USAID との協調による教育データ調査を実施しているほか、統計局支援、

経済社会政策分析に係る政府能力の強化等に取り組んでいる。 

カノ州では、クロスカッティング・イシューとしてジェンダー平等に取り組んでお

り、教育、保健分野でプロジェクトを実施している。それぞれ州教育省、保健省をパ

ートナーとし、サービス・プロバイダーに事業を委託して実施している。前述した女

子教育プロジェクトのなかでは、カノ州では世界銀行と協調しパイロットベースでグ

ラントの配布を行っている（2009/10 年）。また、カノ州 SMWA によれば、州内 10 の

WDC で安全保障と法に関するエンパワーメントの活動を行っている。 
 

２）USAID 

米国国際開発庁（United States Agency for International Development：USAID）の

「Country Strategic Plan 2004-2009」13では、戦略目標（Strategic Objective：SO）として、

ガバナンスの強化（SO11）、生計の向上（SO12）、社会サービスの活用向上（SO13）、

HIV/AIDS の低減（SO14）、の 4 点を挙げている。全国 6 ゾーンすべてで案件を実施し

                                                        
11 Development Partners’ Support for the National Gender Policy (May 2009) 
12 http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.dfid.gov.uk/countries/africa/nigeria.asp 
13 現地調査では USAID の訪問は行っておらず、入手できた最新の計画である。「Country Strategic Plan 2004-2009」では、前期

の計画における SO の番号の対応を示したうえ、連番で SO 番号が付されており、類似した戦略目標がある程度継続してい

くものと考えられる。 
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ており、対象州については、選定基準を設け決定している。 

ジェンダーについては、クロスカッティング・イシューとして、それぞれの戦略目

標のなかでの取り組みを行っており、SO11 では、NGO と協力して女性のエンパワー

メント、SO12 では、女性の生産向上と技術支援、SO13 では、女子の初等教育就学支

援、適切な方法による母子罹患率・死亡率の低減、SO14 では、キャンペーンによる

行動変容に取り組んでいる。 
カノ州では 4 つの戦略目標に関する取り組みを実施しているが、USAID が 1 つの州

で 4 つの戦略目標すべてに関連する活動を実施しているのはカノ州のみである。 
 

３）CIDA 
カナダ国際開発庁（Canadian International Development Agency：CIDA）の現在の重

点分野は、民主的ガバナンス、民間セクター開発、保健、基礎教育、男女平等、持続

可能な環境となっている14。 

ジェンダー平等に関しては、「Gender Equality Support Pilot Project（GESPP）
2006–2009」を実施している。これは、政府機関及び関連ステークホルダーに対して、

ジェンダー平等推進のための政策、プログラムの計画・実施を支援するもので、2006

年 4 月から、8 件のサブプロジェクトをそれぞれ分離した予算で実施した。現地調査

時点で、同プロジェクトは終了しており、ジェンダーに関する後続のプロジェクトは

特に実施していない模様であった。 

 

（４）NGO 

ナイジェリアのジェンダー平等に関し、ActionAid、Oxfam 等、多くの NGO が活動して

いる。 

 

１）ActionAid 

国際 NGO の ActionAid では、国家ジェンダー政策（National Gender Policy）に関連

した協力を中心に実施している。 

国家ジェンダー政策については、その実施を促進するため、戦略的実施枠組み計画

（Strategic Implementation Framework and Plan）が策定されており、そのなかで、5 年

間の枠組みのなかで各年に何を行うかをそれぞれの責任機関とともに明示している。

これは、FMWA のみならず、各省庁（州、地方自治体レベル含む）と援助機関が協力

して推進していくことになっており、本来は FMWA が関係機関を巻き込み各機関を調

整しながら実施していくべきであるが、現状では FMWA はその機能を十分に果たして

いるとはいえない。ActionAid の担当官によれば、援助機関はこれを問題視しており、

実施計画の見直しを行い、関連省庁が関与を高めていくためのコンセプトペーパーを

作っているとのことである。 
ActionAid では、国家ジェンダー政策実施促進のため、FMWA の調整機能の支援を

                                                        
14 CIDA の支援については、 

http://www.canadainternational.gc.ca/nigeria/development-developpement/index.aspx?menu_id=62&menu=L 等を参考

にした。 
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行っている。また、州レベルでの実施促進の支援のためには、例えば、国際女性デー

のタウンホール・ミーティングで、関連するステークホルダーを集めアドボカシーを

行ったりしている。ActionAid の担当官は、ジェンダーに関する政策の実施能力が弱い

要因として、政治的コミットメントが弱いこと、FMWA のキャパシティが弱いこと、

予算が不足していること、問題分析が不十分で課題に対応できていないこと、等を挙

げている。 
 

２－２－４ 日本の取り組み 
日本は、ナイジェリアに対し、当時のアバチャ軍事政権が民主化への動きに逆行する措置を

講じたため、1994 年 3 月以降、原則として緊急・人道援助を除き新規の援助を停止していたが、

1999 年 5 月の民政移管後、新規援助を再開した。 

現在の日本の対ナイジェリア国 ODA 基本方針は、農業・農村開発（保健医療、基礎教育、

農業）、地方インフラ整備（水供給、地方電化）を重点分野としたうえで、分野横断的視点とし

て、ジェンダーを重視していくこと、となっている15。 
平成 18 年 9 月改訂の「JICA 国別事業実施計画」では、援助重点分野として、外務省 ODA

基本方針と同様、「１．農業・農村開発」と「２．地方農村インフラ整備」を挙げている。うち、

１の「農業・農村開発」には、（１）基礎教育、（２）保健医療、（３）農業振興、２の「地方農

村インフラ整備」には、（１）水供給と（２）地方電化が含まれている。これらの重点分野のな

かでは、ジェンダーに関し、基礎教育において女子初等教育の促進、保健医療において妊産婦

死亡率の減少、妊婦及び乳幼児家庭の蚊帳使用の促進といったなかで、取り組みが行われてい

る。また、JICA 事業実施の基本的な考え方として、支援を行う際には、ナイジェリア政府がジ

ェンダーの視点から制度・政策を策定できるように、各分野の案件形成においてジェンダー主

流化を推進し、また女性を含む弱者のエンパワーメントに資する協力を実施する、としている。 

なお、現地調査時点で、平成 22 年度以降の国別事業実施計画を策定中であり、今後の重点分

野については流動的な面もあったものの、現在実施中の案件については引き続き支援していく

方針は変わらない、ということであった。 

ジェンダー分野に関しては、2004 年 3 月にジェンダー・イッシュー・アドバイザーの短期専

門家を NCWD に派遣し、NCWD と全国の WDC 活性化に向けた協力の可能性の検討を始めた。

その後、2005 年 6 月から 1 年間の NCWD へのジェンダー・イッシュー・アドバイザーの派遣、

集団研修「男女共同参画セミナーII」への FMWA、NCWD からの参加（2000 年、2005 年、2006
年）等の協力を経て、2007 年から 3 年間、技術協力プロジェクト「女性の生活向上のための女

性センター活性化支援プロジェクト」を実施した。 
同プロジェクトの終了時評価では、WDC の活性化が進み、カウンターパートの能力の向上

が見られるなど、所期の目標をおおむね達成しつつあるものの、終了時評価時点で策定が完了

していないためガイドラインを完成し普及を行う必要があること、カウンターパートのニーズ

把握・モニタリング等の能力に一層の向上が必要であること、WDC 活性化のための財源確保

のための調整及び調整能力の向上が必要であること、等が課題として指摘されている16。 

                                                        
15 外務省「国別 ODA データブック」（2008） 
16 JICA「ナイジェリア国女性の生活向上のための女性センター活性化支援プロジェクト終了時評価調査報告書」（2008） 



－17－ 

第３章 調査結果 
 

３－１ 調査の概要 

フェーズ 1 を通じて WDC がコミュニティで好意的に認識され、女性のエンパワーメントにつ

ながるグッドプラクティスが多く確認されている一方で、権限分担が複雑なナイジェリアの行政

システムのなかで、持続的な WDC 活性化のメカニズムを構築するためには、行政システムに関

するより詳細な情報を収集し、各関係機関の役割、権限及び実施体制等を整理・分析するととも

に、関連機関による本事業への積極的な関与を促進することが不可欠と認識された。そのため本

詳細計画策定調査において、WDC 活性化の行政メカニズムを明確化することを目的として行政

機能に係る調査が加えられた。 

行政機能に係る調査では関係者への聞き取り及びステークホルダー分析ワークショップ実施を

通じて、関係する行政機関の役割、権限、予算、キャパシティ及び実施体制等の行政機能に関す

る必要な情報を収集することが求められていた。しかし関係者による行政機能の現状のみならず

地方行政の全体像を理解するために、現地調査に先行して中央政府による地方統治の歴史的経緯

に係る文献調査を行っている。 

また関係者については連邦制をとるナイジェリアの 3 層の行政構造のすべての層、連邦レベル、

州レベル及び地方行政区（LGA）レベルを調査の対象としている。各層の主な関係機関は、連邦

レベルでは FMWA、NCWD、州レベルでは SMWA 女性局、SMLG、LGA レベルではコミュニテ

ィ開発局及び女性開発センターである。そのためそれらが現地調査の対象機関となっているが、

州レベル及び LGA レベルは全国規模での調査は行っておらず、カノ州でのみ調査を実施してい

るため調査結果には限界があるといえる。 

 

３－２ ナイジェリアの地方行政システムに関する概要 

連邦共和制をとるナイジェリアは現在、連邦政府（Federal Government）、36 の連邦州（State 

Governments）及びアブジャ連邦首都圏（Federal Capital Territory：FCT）から成る広域自治体、そ

の下位に基礎自治体である 774 の地方自治区（Local Government Area：LGA）の 3 層により構成

される。 
現在のナイジェリア国にあたる地域は 20 世紀初頭に英国によって植民地化されたが、それ以前

からいくつかに区分されるそれぞれの地域で部族主義による統治機能が存在していた。10 世紀か

ら 15 世紀までの間に北部地域ではイスラム教諸国の影響を受けた王国群が形成され、王を中心と

した中央集権的な政治組織が存在していた。また東部地域では部族の長老を中心とした村落の緩

やかな連合が形成されており、欧州諸国の進出以前から現在に至る地域・部族主義が形成されて

きたと考えられている。そして 15世紀から 19世紀までの欧州商人による奴隷貿易の時代を経て、

北部及び東部の部族間相互不信が助長されてきた歴史的経緯をたどっている。1960 年に英国より

独立を勝ち取り、1963 年にはコモンウェルスの一員である連邦共和制国家としてその新たな歴史

を踏み出したが、その後、1967 年にはビアフラ戦争と呼ばれる内戦が起き、軍事クーデターによ

る政権の奪取が繰り返されるなど混乱は続き、各政権下で民政移管の準備が進められながらも政

権は安定しなかった。しかし軍事政権下では民政化に向けた取り組みの一環として地方自治改革

政策が幾度か実施され、現在の地方行政制度が形成されてきている。これは国家の安定を図る地

域主義緩和策であったともみられている。 
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州レベルの行政区分は 1960 年の国家独立以前の歴史的経緯に基づいて当初は 3 州であったが、

1967 年以降数度にわたり分割・再編が繰り返され、増加されていった。1976 年に国家元首となっ

たオバサンジョは前政権の行政改革政策を引き継ぎ、その一環で同年に地方政府令を公布して連

邦・州・地方行政区の 3 層による連邦制をとることとした。そしてババンギダ政権下の 1988 年に

は地方行政区の議会設置や自治権の付与に係る改革が行われている。地方自治体の構成や機能は

これらの改革によってナイジェリア全土で統一した制度が導入されているといわれる。現在は地

政学的区分として 6 つのゾーン（北西、北東、北中、南西、南東、南南）に区分されている。各

地の地域特性を考慮しながらも国家の安定や地域間格差の改善を図ることが連邦政府にとって重

要であると考えられている17。 

また各州においては LGA に対し、ある程度集権的な制度によって政治的安定や行政の効率化、

一体化を図っているといえる。連邦政府、州政府及び LGA のそれぞれの権限・機能は現行の 1999

年ナイジェリア連邦共和国憲法に規定されている18。 
                                                        
17 ナイジェリア政府による資料が不十分なため正確な情報は得られていないが、現在ナイジェリア政府によって半ば公式に

用いられている 6 地域の地政学的区分はアバチャ政権下で起草された 1995 年憲法案によって正式に採用されることが予定

されていたが、アバチャの突然の死去によって同憲法案は葬り去られ、現行 1999 年憲法ではその規定は含まれていない。

しかしナイジェリア人研究者らの資料によると 1996 年ごろから 6 ゾーンの区分が用いられるようになったということであ

る。Urban and Regional Planning Decree 1992 (Decree 88 of 1992)やその後のアバチャ政権下 1997 年に打ち出された国家都市

開発政策による地域総合計画のなかで、地政学的区分による 6 ゾーンにおけるバランスのとれた経済的社会的開発が進め

られるようになったとの記述がある。 
2001 年に国際連合人間居住計画が開催したハビタットアジェンダに係る国連総会特別セッションにおける Sustainable 
Urban Development and Good Governance in Nigeria と題する報告のなかで都市開発や地域開発、保健や教育プログラムにお

いてナイジェリア政府が地政学的にバランスのとれた政策をとっており、すべてのゾーンで等しくプログラムを実施して

いるということが述べられている。またオバサンジョ政権によって 2003 年から 2007 年まで実施された National Economic 
Empowerment and Development Strategy（NEEDS）では Empowering people に向けた人材開発アジェンダのなかで Gender and 
Geopolitical Balance が掲げられていた。Geopolitical Balance に係る具体的な記述はないが、ある事業の実施を全ゾーンで行

うなどが述べられている。 
さらに憲法改正議論においては、現在の 36 州＋FCT 制を 6 ゾーンによる 6 州制とする意見や、大統領を 6 ゾーンから順番

に選出する案などが出されており、経済的社会的開発のバランスのみならず政治的バランスをとることが要求され議論さ

れている。2009 年連邦上院議員年次リトリートではそのテーマが Balancing Nigeria's Geo-Political Development Equation と

されるなど、6 ゾーンの開発にバランスをとることが政治的な課題となっているといえる。 
今回の調査でヒアリングを行った国連機関は政府の要請により協議によって 6 ゾーンのすべてから対象州を選び支援を行

っているという。これらのことからもナイジェリア政府はアバチャ政権以来 6 ゾーンの区分による Geopolitical Balance に

配慮した政策をとっているといえる。（下記資料を参照）。 
Ekwueme, Alex (2005) ‘What Nigeria Lost By Abacha's Untimely Death, Well-thought Out Provisions of The 1995 Constitution’ 
Gender and Development Action (2009) ‘Current Issues in Constitution Debates and Women’culled from 

http://www.gadanigeria.org/projects.php (accessed January 2010) 
Ojowu, Ode (2005) "The Needs/Seeds Process In Nigeria", presented at the workshop on programming of the National Economic 

Empowerment and Development Strategy (NEEDS),  National Planning Commission 
Osaghae, Eghosa E. and Suberu, Rotimi T. (2005)'A History of Identities, Violence, and Stability in Nigeria" Centre for Research on 

Inequality, Human Security and Ethnicity, University of Oxford, CRISE WORKING PAPER No. 6 
Thematic Committee (June 2001) ‘12.Sustainable Urban Development and Good Governance in Nigeria’ Istanbul + 5 

18 ナイジェリアの連邦制及び地方行政制度の歴史的変遷については以下の資料を参考にした。 
Adeyemo, D.O. (2005) ‘Local Government Autonomy in Nigeria: A Historical Perspective’, Journal of Social Sciences, 10(2):77-87 
Bamgbose, J. Adele (2008) ‘Intergovernmental Relations and Political Opposition in Nigeria’s Fourth Republic, 1999-2004’ Ozean 

Journal of Social Sciences 1(1) 
Ekweremadu, Ike (2009)‘Repositioning the Local Government System for Sustainable Development through Constitution Review’ 

presented at a seminar on “Repositioning Local Governments Administration to meet the Challenges of Vision 20-20-20”organized 
by ALGON on 6th July 2009 

Division for Public Administration and Development Management, Department of Economic and Social Affairs (2004) ‘Federal 
Republic of Nigeria Public Administration Country Profile’ United Nations 

Gboyega, Alex (2003)‘Democratization and Local Governance in Nigeria Since 1999’ 
Harriman, Temi (2006)‘Is There a Future for Democracy in Nigeria?’, Lecture text delivered at the Department of International 

Development, Oxford University on 5th June 
Igbuzor, Otive ‘Constitution Making and the Struggle for Resource Control in Nigeria’culled from 

http://www.dawodu.com/igbuzor1.htm (accessed December 2009) 
Igbuzor, Otive ‘Local Government Reform and Constitutional Review in Nigeria’culled from http://www.dawodu.com/otive1.htm 

(accessed 10 December 2009) 
Olanipekun, J.M. (1988) ‘Local Government in Nigeria’ Africa Leadership Forum 
岩崎美紀子「分権と連邦制」1998 ぎょうせい 
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財政面を見てみると、国家収入の連邦政府、州政府及び LGA への再配分は次のようになって

いる。規定配分（Statutory Allocation）として付加価値税による収入を除く全国家歳入が連邦政府

52.68％、州政府 26.72％、LGA20.60％の割合で配分される。付加価値税の配分（Distribution of Value 

Added Tax）は連邦政府が 15％、州政府が 50％、LGA が 35％の割合で配分される。このほか

Conditional Grants も別途配分されている。国家の収入源は主に原油、天然ガス、石油、ロイヤル

ティ、土地使用料、企業収入税等である。また連邦政府の独自財源として国営企業の収入がある

が、これは地方への配分はなく連邦政府機関への配分金となる19。 

2008 年の国家歳入は 5 兆 4,460 億 3,247 万 9,115 ナイラであったが、規定配分と付加価値税、そ

の他を合わせて、連邦政府に 2 兆 2,126 億 7,718 万 6,071 ナイラ（約 40.6％）、36 州政府及び FCT

に 1 兆 9,924 億 7,691 万 3,627 ナイラ（約 36.6％）、774LGA に 1 兆 506 億 5,633 万 1,819 ナイラ（約

19.3％）が配分されている（残り約 4％は法令によりその他の国家的支出に配分されている）20。 

36 州政府及び FCT 並びに 774LGA への配分金は連邦財務省による配分公式に従って行われて

いる。配分公式は公平配分割合、人口比、土地面積比、社会開発要素、域内収入自助努力、環境

配慮の要素等によっており、規定配分と付加価値税配分では公式に用いられる要素が異なる。 
配分金は州政府及び LGA へは連邦勘定（Federal Account）より、連邦省庁・機関へは連邦予算

（Federal Budget）より毎月送金されており、毎月の配分金報告が基本的には翌月に連邦財務省連

邦勘定配分委員会（Federation Account Allocation Committee：FAAC）から発表され同省のホーム

ページでも公開されている。それを見ると送金額には各月でばらつきがあるが、各月の歳入額の

違いによるものと考えるのが妥当である。 

州政府への配分金は国家的プロジェクトの対象地となっている州の場合はその予算が控除額と

して表示され規定配分より減算されるなど、純配分額も表示されている。連邦財務省の資料を見

ると 2008 年の 36 州への配分のうち最も配分額が多い州はリバーズ州（2,513 億 7,681 万 579.53

ナイラ）で、上位 6 位までを経済的に優位に立つ南南部及び南西部の州が占め、7 位に人口最多

の北部カノ州（579 億 7,496 万 7,573.24 ナイラ）が入っている。各州では主に地方税（所得税や

印税、道路税など）や登録料、使用料徴収による独自収入（Internally Generated Revenue：IGR）

があり、ナイジェリア中央銀行の報告によれば 2005 年の 36 州の総収入に占める IGR の割合は約

10％である21。 

また LGA への配分金は連邦勘定よりいったん、州政府に送られる。カノ州の場合、SMLG が

LGA への財務指導の権限を有しており、州政府の IGR からの配分金を含め、更に独自の配分公式

を用いて算出されて毎月 27 日をめどに各 LGA に送金される仕組みとなっている。2008 年の連邦

勘定からのカノ州内 44LGA に対する規定配分と付加価値税の配分金の合計送金額は 782 億 7,661

万 1,483.76 ナイラであるが、カノ州でさまざまな基金への LGA からの拠出金が差し引かれ、更

                                                        
19 参考：Federal Ministry of Finance, ‘Guide to Understanding the Federal Budget I’, http://www.fmf.gov.ng/FMF_BudgetGuide1.aspx, 

as of January 2010  
20 参考：Press Release, Federal Ministry of Finance (2009)  ‘FG, States, LGS Share N5.446 Trillion From Federation Account In 2008’ 
21 州政府の収入状況に係る資料の入手は不可能であったが、州政府はその IGR の 10％を州内の LGA へ配分することが規定

されているため、LGA への配分金に係る資料により州政府の収入額を推定することができる。2009 年 3 月のカノ州配分金

資料によれば、44LGA への州政府からの配分総額は 5,249 万 6,216.08 ナイラとなっており、前月の州政府 IGR は 5 億 2,496
万 2,160 ナイラであったとみることが可能である。 
資料： 
Draft Annual Report & Financial Statements for the Year Ended 31st December 2008（入手元

http://www.cenbank.org/documents/reports.asp） 
Report on FAAC Meeting to State, Local Government Chairmen, Directors Personnel Management and Treasurers for the Month of 

March, 2009 
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に州政府の独自収入からの配分金やその他の配分金が加えられるため、実際に LGA に送金され

る額は異なると考えられる。本調査では断片的な資料の入手にとどまったため具体的な金額は不

明であるが、一例として、カノ州 44LGA のなかで連邦政府からの規定配分と付加価値税の配分

金が 44LGA の平均を毎月若干下回る LGA22で、2010 年度の予算に 21 億 1,649 万 9,914 ナイラ（約

13 億 4,186 万円、1 ナイラ＝0.634 円で換算）を計上している。同 LGA では総収入の約 70％を連

邦政府からの配分金に依存しており、州政府 IGR からの配分金が約 2％、独自収入（Locally 
Generated Revenue）が約 3％（6,458 万ナイラ）、その他の収入が約 25％と見積もられている。 

図３－１は WDC 活性化に係る 3 層の政治行政組織構造を示している。連邦政府、州政府及び

LGA のそれぞれの層で意思決定機関である議会と政策策定・執行を担う行政機関が存在し、相互

に関係しながら独立した機能権限が認められている。色付けして示した機関・組織が WDC 活性

化に直接関係するものと考えられるが、活動の推進には幅広く意思決定や計画策定、予算承認の

権限を有する機関への適切な働きかけが必要であり、それらの組織を視野に入れておく必要があ

る。 

各機関の役割や相互の関係については後述するが、セクターとしての利益23を追求するために

は各層の関係機関が調和した計画を有した縦断的な連携が必要であるとともに、各層で女性のエ

ンパワーメントの主管機関と総合的な計画策定や予算承認を行う他機関との横断的な連携もまた

必要である。これらについてはフェーズ 1 関係者の間でも十分に認識されているところである。 

 

 

 

                                                        
22 Bebeji Local Government。人口約 26 万 4,000 人（National Population Commission、2006 年発表）、2009 年の職員数は 403 人。

このうち保健医療従事者が 111 人、70 人が Personnel Management Department に所属しており、教育・社会サービスセクタ

ー（コミュニティ開発部）には 31 人のみ。上記予算のうち投資的支出は 51.52％となっている。 
23 ここで述べるセクター利益とは、他セクターと予算獲得において競合するなかでの適切な資金の確保（省益）、その資金に

よって実施運営されるプログラムやプロジェクトの数やその質の確保（社会的利益）、3 層の行政構造の中で調和的な計画

の実施を可能とする体制の構築（公共セクターの合理化による公共益）、また各層政府のプログラムやプロジェクトにおい

て最終目標となる女性（受益者・参加者）のエンパワーメントや生活向上の達成・改善（国益）について、ジェンダーとい

う横断的な課題でありながら 1 つのセクターとして、その行政活動によって生み出される利益を指すものと、広義に解釈さ

れることが望ましい。 



21  
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以下に、今回の調査で訪問しヒアリングを行った WDC の情報を取りまとめる。 

（１）Kumbotso WDC（フェーズ 1 パイロットサイト） 

スタッフ数 16 人（校長 1 人、副校長 1 人、WDO 1 人、講師 11 人、清掃人 1 人、守衛 1 人）

講師の資格・

能力 

講師 11 人のうち 8 人が正規スタッフ、残りはボランティア講師。校長は Diploma

保持者。副校長は National Certificate of Education 有資格者。セカンダリー卒業

生 3 人、そのほかは職業訓練受講経験者。 

コース概要 ＜種類＞ 縫製、編み物、刺しゅう、染色、ポマード製造、英語識字、ハウサ

語識字、算数、スナッククッキング、レザーワーク（サンダル・靴製造）、ビ

ーズ飾り、せっけん製造、ビジネスクラス 

＜期間＞ すべてのコースが 6 カ月で、1 月から 6 月までと 6 月から 12 月まで

の年 2 期制。 

＜受講者費用＞ 登録用紙代 100 ナイラ。1 コース 6 カ月間 100 ナイラ。 

受講者（生徒）

/卒業者数 

2010 年 1 月からのコース登録者 50 人程度。 

2009 年の卒業者数は 165 人。 

運営状況 ・パイロットサイトとなったことで机やキャビネットが供与されて事務室が整備

され、運営研修により、組織図や活動計画づくり、文書管理ができるように

なった。 

・LGA に月報と四半期報告書を提出する。各コース主任講師がハウサ語で作成

し、それを校長が英語で報告書にまとめて提出する。SMWA にもそのコピー

を送付。 

・校長は副校長、WDO と協力して Action Plan を作成する。 

・他 LGA の WDC と情報共有を行っている。 

・LGA 女性ユニット所属の WDO の役割はモニタリングとそのフィードバック。

予算・手続き ・スタッフの給与は LGA から本人に直接支給される。 

・LGA で WDC のための予算はなく、研修材料や施設の消耗品、機材購入など

は文書で申請し LGA から支給される。そのため WDC で直接購入することは

ない。 

・研修の一環でアクションプランを作成したが今のところ毎年定期的に作成する

ようにはなっていない。 

施設・設備状

況 

事務室：1 室（机・いす各 2 台、書類用のキャビネット 2 台） 

教室：編み物クラス用、縫製クラス用のみ 

屋根つきのオープンスペース：識字クラスやレザーワークのクラスで使用 

狭小キッチン小屋：クッカー、冷蔵庫、フリーザー各 1 台（電気がないためコ

ースがないときは未使用） 
倉庫（もとは識字クラス用の部屋。機材が増えたため倉庫として使用） 

ミシン 29 台、編み機 6 台、刺しゅう用ミシン 2 台、クッカー（3 口レンジ）1

台、ジェネレーター1 台、グラインダー（ライスクラッシングマシーン）1 台 
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（２）Dawakin Tofa WDC（ノンパイロットサイト） 

スタッフ数 WDO、校長、副校長、主任各 1 人。講師は 11 人（校長も講師） 

講師の資格・

能力 
校長を含めセカンダリー卒業者は 4 名、そのほかは Vocational Skill Certificate
をもっている。 

LGA に臨時で雇われている講師が多く、現状ではその指導能力が乏しいことが

問題。政治的任用が多い。 

コース概要 ＜種類＞ 縫製、編み物、リテラシーの 3 コース。リテラシーコースは講師 4

人で英語、ハウサ語、アラビック、算数、栄養（cooking）を教えている。 
＜期間＞ 6 カ月のコースで年 2 期制 

＜受講者費用＞ 登録用紙代 100 ナイラ。1 コース 6 カ月間 100 ナイラ。 
＜特徴＞ 6 カ月で全員卒業するが、理解度が低いと生徒本人の希望で受講料

を払って再度最初から受講できる。 

受講者（生徒）

/卒業者数 

2010 年 1 月からのコース登録者 72 人。 

運営状況 ・毎月と四半期に一度 WDO が LGA に報告書を提出 

・校長と講師の 1 人が Bichi WDC に 2 週間研修を受けに行くなど、他 WDC と

交流がある。 

予算・手続き ・予算はなく、物品購入などは Chairman あてに年に 2 回レターを出し LGA に

申請する。 

・講師の給与は LGA から直接支払われる。 

施設・設備状

況 

事務室：1 室（机が 1 台とソファーが 3 台） 

教室：2 室（識字クラス用） 

屋根付きオープンスペース：編み物コースと縫製コース（ミシン 2 台、編み機

2 台） 

キッチン小屋 

 

（３）Gwale WDC（フェーズ 1 パイロットサイト） 

スタッフ数 合計約 30 人（マネジメントスタッフ 5 名、インストラクターと庶務を合わせ

て 25 人） 

講師の資格・

能力 

インストラクターの多くはパートタイム勤務。識字教育インストラクターは大

衆教育省（Ministry of Education for Mass）と協議して採用する。 

コース概要 ＜種類＞ 識字（基礎コースから中等教育程度レベルに相当する上級レベルま

で 4 コース）、裁縫、編み物、せっけん作り、ポマード作り、染色、食品栄養

等 

＜期間＞ 識字は各コースとも 9 カ月。職業訓練は各コース 6 カ月。 
＜受講者費用＞ 識字教材は受講者が自分で購入 

受講者（生徒）

/卒業者数 

全部で約 320 人。うち 250 人が識字コース。識字コース受講者は WDC に登録

する前は全く学校に行ったことがない者がほとんど。 
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運営状況 ・他 WDC と 3 カ月に 1 回くらい SMWA が招集する会議などで情報交換を行っ

ている。 
・JICA が供与した機材は卒業生に貸与している。卒業生のフォローアップ調査

を、家庭訪問するなどして実施している。 
・LGA 内に 100 程度ある組合のうち 10 程度にモニタリングに行き助言を行っ

ている。 

予算・手続き ・識字教室のカリキュラムは大衆教育省と協議して決める。 

施設・設備状

況 
2 階建て 
事務室：1 室 

教室 5：識字教室が 4、職業訓練用の大部屋が 1 

 
（４）Dambatta WDC（フェーズ 1 パイロットサイト） 

スタッフ数 15 人（WDO、校長、副校長各 1 人、インストラクター12 人） 

講師の資格・

能力 

インストラクターは月給制の常勤。 

担当 WDO はフェーズ 1 で本邦研修に参加。また、同 WDO は、NCWD が主催

のエンパワーメント研修、研修スキル向上コース等に参加したことがある。 

コース概要 ＜種類＞ 裁縫、編み物、食品栄養、革製品、枕 

＜受講者費用＞ 入学時に登録料として 200 ナイラ徴収。 

受講者（生徒）

/卒業者数 

現在 50 人程度。2009 年は 66 人が卒業。 

機材に限りがあるので、50 人程度に受入れを制限している。 

運営状況 ・コミュニティ開発局長（Head of Department, Department of Community 

Development：HOD）が月 2 回訪問し運営上の助言を行っている。 

・コミュニティを訪問しアドボカシー活動を行っている。 

・参加者を拡大するため、卒業生が機材の譲渡を要求する際、他の人を紹介し

て WDC に登録させれば要求に応じることとしている。 

・卒業生のフォローアップとして、センター長、副センター長、WDO の 3 人

で家庭訪問を行う。 

・他の WDC と情報交換を行っている。他 WDC のメンバーが訪問してくる。 

予算・手続き ・3 年ほど前に LGA に前渡金の支給を申請し、1 年前から、毎月 5,000 ナイラ

支給されている。出納簿があり、センター長が管理している。 

・生徒の登録料、製品の売上で運営。在学中に生徒が製作した製品の売上は

WDC の収入になる（卒業後は本人の収入）。 

施設・設備状

況 

ロの字型平屋建ての建物 

事務室：WDO 執務室、センター長室、スタッフルーム 

教室：職業訓練用の教室が 4 室。ミシン各教室に数台～十数台 

その他倉庫スペースあり 

敷地内に、妊産婦検診クリニックを併設。DFID 支援による保健プログラムに

より開始したもので、プログラム終了後、州保健省のスーパーバイズの下 LGA

が運営を行っている。 
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（５）Gezawa WDC（フェーズ 1 パイロットサイト） 

スタッフ数 校長 1 人、インストラクター6 人 

講師の資格・

能力 
インストラクターは JICA の研修を受講。 
2 科目以上を教えられるインストラクターがいる。 

一方、校長からは読み書きの能力が十分でないインストラクターがいるとコメ

ントがあり。 

コース概要 ＜種類＞ 識字、編み物、裁縫、バス用品、芳香剤、革製品 

＜期間＞ 識字コースは 1 年、職業訓練は半年 

受講者（生徒）

/卒業者数 

現在 45 人程度。 

2009 年で全コースを合わせ、150 人程度が卒業。 

運営状況 ・WDO が全業務に責任をもち、SMWA、LGA と調整を行う。SMWA に四半期

報告を提出し、LGA に月例報告を提出。 

予算・手続き ・LGA に申請し、前渡金が支給されるようになった。 

・卒業生支援として機材を供与し分割で払ってもらっている。これまでに、ミ

シン、粉引き機等を供与した。製品販売による収入で卒業生用の機材を購入

できるようにする予定。 

施設・設備状

況 

以前は民家を借りて活動していたが現在は独立した建物になっている。 

事務室：校長室 1 

教室：編み機とミシンを設置した教室が 2、調理室 1、更に 1 教室 

 

（６）Dawakin Kudu WDC（ノンパイロットサイト） 

スタッフ数 校長を含み 6 人 

コース概要 ＜種類＞ 識字、裁縫、編み物、せっけん作り、ポマード作り 

講師の資格・

能力 

講師の資格・能力に関する情報は未入手 

受講者（生徒）

/卒業者数 
32 人 

運営状況 ・WDO から SMWA、LGA に対して活動状況の報告を行っている。SMWA には

月 2 回程度訪問する。新しい生徒の勧誘と登録も WDO が行っている。 

・LGA の支援により卒業生をサポート。14 人の卒業生が、ミシン、製粉機、

パスタ製造機とパスタ用の小麦粉を無償で提供されている。機材の供与に加

え、初期活動経費として、卒業生 1 人当たり 5,000 ナイラが支給される。 

予算・手続き ・LGA からの前渡金はないが、費用が必要になった場合に申請し、通常 5,000

～1 万ナイラが配分される。 

施設・設備状

況 

事務室：1 室（校長室） 

教室：2 棟に分かれ、校長室と同じ棟にミシンと編み機の設置された教室が 1

室。1 棟はポマード作りの教室 

以前は果樹栽培、養鶏、畜産等を行っていたが、現在は実施していない。 
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（７）Wudil WDC（ノンパイロットサイト） 

スタッフ数 校長、副校長各 1 人、アラビア語講師 2 人、インストラクター3 人。保育係 1
人 

講師の資格・

能力 

インストラクターのうち 1 人はボランティア。 

担当の WDO は、National Education Certificate（初等 6 年＋中等 6 年＋3 年の教

育） 

コース概要 識字、編み物、裁縫、調理 

「Girls’ class」という未婚若年層の中途退学者向けの識字クラスあり 

受講者（生徒）

/卒業者数 

面談時出席者約 20 人 

運営状況 ・WDO と WDC 校長の間でモニタリング報告を行っている。WDO から HOD
に対しては必要に応じ報告を行う。 

予算・手続き ・前渡金はなく、WDC から申請があったときに必要なものを供与。HOD から

WDC に家具、機材、材料（布など）を供与している。 

施設・設備状

況 

会議スペースと教室が一緒になった広いスペースが 1 室 

 

今回の調査を通じ WDC 活性化の課題を検討するうえで考慮すべき背景として次の 3 点が考え

られた。 

1 点目は運営制度整備の問題である。WDC が 1980 年代後半から 1990 年代後半にかけて当時の

大統領夫人によるプログラムによって、施設設置にあたって運営制度を政府側で整えないまま、

LGA を支援して各地で設立したという経緯に由来する。本プロジェクト・フェーズ 1 において

WDC 活性化のためのガイドラインが作成されたことで、運営制度整備の基礎が整えられたとい

えるが、その活用については今後の課題であり、その際に WDC の運営、特に活動・予算計画の

策定及び財政面の管理がだれによってなされているか、といった視点を含める必要がある。 

2 点目は政治的な要因である。WDC の活動は軍事政権時代の大統領夫人の Pet Project との認識

が一部政治家等にもたれてしまっており24、民政移管ののちに政府によって設立が認められた各

政党の政治家には、軍事政権時代の遺産を引き継ぐことが各政党の利益に結びつくと考えられな

かった、ということが背景として考えられる。WDC の活動を推進する政治家の不在が行政組織

においても WDC の運営制度を整え、女性のエンパワーメントの場として活用する必要性や認識

を薄れさせることとなったと考えられる。 
                                                        
24 ナイジェリア連邦共和国第 6 回国会第 3 セッション No.46 上院投票及び議事録（2010 年 1 月 14 日付）には薬物・麻薬・金

融犯罪及び汚職防止・司法・人権・法律問題の合同委員会から、ババンギダ元大統領夫人の逝去に関連した動議が提出さ

れており、その中に次の記載がある。“the late Dr. Mrs. Maryam Babangida’s Better Life Programme for Rural Women made history 
by being the first national programme and pet project that brought women to the forefront of national discourse, provided economic 
empowerment and education for rural people.” 
またナイジェリア地方自治体連合（ALGON）におけるヒアリングの際にも、各地での WDC 設置が当時の大統領夫人によ

る Pet Project によって設置されたことで、またその後の政権交代によって地方政治家の WDC 運営に関する意識が低下して

しまったことが政治状況に精通する者の見方として述べられた。一般的に pet project の意味は pork barrel と同様、政治的に

利益を誘導する事業、あるいは「お気に入り」プロジェクトと考えられる。このようなプロジェクトの場合、統治体制が

軍政から民政へ変化したことのみならず、後続の大統領やその夫人による同事業に対する愛着度や政治的価値判断によっ

てそれまでの事業の成果が生かされることがなかったとみることができる。ババンギダ夫人によるベターライフプログラ

ムはナイジェリア各地に事務所を有する非政府組織としてババンギダ元大統領の退陣後も継続されているが、そのことも

また他の政治家が WDC 活性化に関心を失った要因とも考えられる。WDC が政治的に利用されることを回避しながら、地

元政治家の関心をどれだけ得られるかについて、課題が多いといえる。 
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考慮すべき背景として 3 点目に挙げられるのは政策や戦略の点である。FMWA も各州の SMWA

もプロジェクト開始以前には WDC 活性化のための具体的な計画を有しておらず、WDC が草の根

レベルでの女性のエンパワーメント推進の活動の場となるという認識があったか判然としないと

いうことである。ナイジェリアでは連邦制度による地方分権（主に州政府レベルに対する分権）

が当然のこととなっており、連邦政府機関が地方に出先機関を置いて中央の施策を地方展開する

制度をとっていない。そのため 3 層構造の連邦制度において縦断的にセクター利益を確保する戦

略が必要であるが、それがこれまできちんと打ち出されていなかったことが WDC の活性化を妨

げていると考えられる。 
さらに関係機関の機能上の問題点として、これまでの NCWD の役割が挙げられる。1995 年に

設立された NCWD は全国の WDC の本部として認識されているが、その本来の機能には LGA の

管轄下にある各地の WDC の運営を指導監督することは具体的には含まれておらず、厳密にいえ

ばその活性化に係る事業も本来自ら行い得る立場にはない。行政機構 3 層のそれぞれの層におい

て、その役割が調和したものであるべきとの認識はあるものの、連邦制度においては州政府、LGA

は連邦政府から自立した存在として認められているという背景がある。そのため女性のエンパワ

ーメントに係る国家レベルの政策フォーラムである全国女性評議会（National Council of Women 

Affairs：NCWA）において NCWD が WDC 活性化に係るガイドラインの作成やそのための事業を

実施することを認め決定したことは、NCWD の機能権限を考えるならば重要な手続きであったと

いえる。NCWA において公認されたことで NCWD は年度予算の準備において WDC 活性化のため

の活動に予算計上が容易になるとみられる。しかし連邦政府内において付属機関の予算確保は依

然困難であると考えられ、予算獲得は今後どのように改善されるかは不明である。 

上記の背景から次の点が今後の課題として挙げられる。 

① フェーズ 1 において作成されたガイドラインには WDC が SMWA 女性局傘下の半官組織

（Parastatal）となるべきこと、また LGA の女性ユニットが部局に昇格されるべきことが記

載されている。しかし、その実現後の WDC への予算の流れや責任の所在が明確にされて

おらず、これまで以上に WDC の予算確保に自助努力が求められる結果となり得る。WDC

ではこれまで WDO やセンター長がその運営・管理にあたっているが全体的な資金管理を

行ってきていないため、Parastatal となった際にはこれまでに求められた会計能力以上の財

務機能を備える必要がある。また LGA 女性セクションとの関係、その位置づけを明確に

する必要がある。 

② WDC活性化のためには地方行政官や地方議会議員にWDCに対する理解を深めるよう促す

必要がある。これまでフェーズ 1 において LGA チェアマンやコミュニティの人々をワー

クショップ等に招いて女性のエンパワーメントや WDC の運営に係る研修や調査等を行っ

ているが、その取り組みを継続して行うことで WDC に対する意識改革を促すことが今後

も求められる。各地の WDC 設立の起源であるベターライフプログラムを創始したババン

ギダ元大統領夫人は 2009 年 12 月に逝去されたが、同プログラムは世界 NGO 協会（World 

Association of Non-Governmental Organizations：WANGO）アフリカ地域事務所より 2007 年

Family & Peace Award を受賞しており、同プログラム関係者に対し WDC 活性化の活動への

理解や協力を求めるなども一案である。なお、2010 年 1 月 14 日に行われた第 6 回国会審

議では上院において、ババンギダ元大統領夫人の功績から同夫人を不朽のものとするため

に NCWD の組織名称変更を要求する決議（S. Res/3/62）を行っている。 
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③ 連邦制度においては連邦政府に対し州政府や LGA は自立的なガバナンスが求められてい

るところ、草の根レベルの女性の生活向上や女性のエンパワーメントという課題を各層で

調和的に取り組むための体制を整えることが効果的である。全国的に調和した体制を整え

るためには国家レベルでその政策や戦略を全国的に周知させ、地方における関係者の賛同

を得ることが望ましい。この場合には草の根からのボトムアップと中央から地方へのトッ

プダウンの働きかけが同時に必要であり、さらに各層での自立的なガバナンスを損なわな

い配慮が必要である。現在 LGA レベルでチェアマンによるコミットメントが必要と認識

されながら具体的な手立てがなく、NCWD においてもその予算確保には課題が多い。各層、

各地でそれぞれに WDC のための予算を確保することは持続性のために必須である。上記

①の財務機能の課題と併せて、運営制度整備を再考する必要がある。 
 

最後に、各地の WDC は現在、職業訓練的な研修コースの提供を主に行っているが、WDC にお

いて WDO らがその役割を果たすための活動をどの程度行っているか、十分な情報を得ることが

できなかった。もしも WDC において研修コースの提供しか行っていないのであれば、WDO が

WDC においてどのような活動を行い得るか、あるいは行うべきか、WDO のみならず LGA コミ

ュニティ開発部内で具体的に実行可能な活動計画を検討することが求められる。 

 

３－４ WDC 運営に係る行政システムの現状と課題 

WDC 活性化には図３－１に色付けして示した機関がその関係機関・組織と考えられるが、現

地調査では FMWA 女性局、NCWD、カノ州 SMWA 女性局及び 2 カ所の WDC において、WDC 運

営に関連した質問を中心に地方行政機能に係る聞き取り調査を行った。また WDC における研修

に関連して指導者養成研修に係る調査も行っている。まずは各機関の現状と課題をまとめ、それ

らの連携の現状と課題、そして WDO の役割と課題について検討する。 

 

３－４－１ WDC 運営に係る各機関の現状と課題 

（１）連邦レベル 
１）連邦女性社会開発省女性局（FMWA） 

職員数 60 人（省総職員数は 580 人） 

組織の機能 ＜女性局からの回答＞25 
国家建設においてジェンダー公平性の推進、そのなかで、女性、男性、少女、

少年、また障害や HIV/AIDS などの疾病によって社会的に排除された人々を

含むその他すべての弱者グループの利益や利害関係が国家の開発プロセス

に統合されることを確保すること。 

業務・活動 

（日常・週間・

月間・年間の作

業や行事などに

ついて質問） 

・日常業務としては一般市民からのすべての情報への対応の遂行 

・年 2 回の評議会会合のオブザーブ 

・省による毎年の祝賀イベント：国際女性の日（3 月 8 日）、女性に対する暴

力撤廃運動の 16 日（毎年 11 月 25 日～12 月 12 日）、ニューヨークでの国

連女性の地位委員会出席（2 月～3 月） 

                                                        
25 FMWA の回答者は Mr. Femi Alaka (Desk Officer, Women Affairs Dept.)であるが、質問票に対し書面による回答のみ得られた。 
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予算・手続き ＜手続き＞ 予算は省財務会計局によって決定される。 

・女性局の予算準備は毎年 6 月及び 7 月に行われる。 
・国会での承認は翌年の第 1 四半期の間になされる。 

・支出は承認のあとになされる。 
・毎年 12 月に会計報告書が作成される。 

＜入手資料による予算情報＞ 2009 年の省予算総額は約 37 億ナイラ（約 23
億 5,000 万円）26。うち投資的支出は約 25 億ナイラ（約 15 億 6,000 万円）で

総 予 算 の 約 66 ％ 。 （ 参 考 ： 2009 Budget Details, 
www.budgetoffice.gov.ng/2009_budget/2009BudgetWA.pdf） 

人事・研修制度 シニアスタッフの採用は連邦人事院（Civil Service Commission）によってな

される。一方、ジュニアスタッフの採用については人事局長及び人事院の承

認を得て省によって行われる27。 

異動や出向、研修は省の総務局が主管している。 

WDC 活性化に

係る組織の課題 

FMWA 女性局は女性に係るすべての事項を取り扱い、特にジェンダー主流化

において他連邦省庁に対しその政策にジェンダー配慮を求めるなど主に国

家レベルでの政策策定、政策の実施を行っている。また女性の政治参画や女

性に対する暴力撤廃など国連を中心としたドナー支援によって、連邦レベル

の他省とともに 6 ゾーンのいくつかの州で行われる事業を監督している。ジ

ェンダーイシューに係る全国的政策フォーラムとして全国女性評議会

（NCWA）が 1989 年に設置されており、同局はその運営を担っている。連邦

政府機関であり国家レベルの政策策定を行う機関として存在し、地方におい

て直接的に事業を展開するという組織機能とはなっていない。しかし、連邦

政府は政治的配慮から、各連邦省庁に 6 つに区分される地政学的ゾーンに対

し、バランスのとれた経済的社会的開発を行うことを求めているため、同省

はドナーに対しても同様の配慮を求め、6 ゾーンすべてを対象とした事業実

施を望んでいる。 

 

                                                        
26 予算額についての円換算は目安として 2010 年 2 月現在の為替レート 1 ナイラ＝0.634 円で算出 
27 連邦政府公務員給与階級はレベル 1 からレベル 17 まであり、各レベルでステップ 1 からステップ 5 までに細分類される。

ジュニアスタッフはレベル 1 から 6 までを指し、シニアスタッフはレベル 7 以上を指す。採用については上記の区分とな

っているが、昇級・処分の権限についてはレベル 1 からレベル 13 までの職員に関し所属機関が有する。ジュニアスタッフ

は 2 年ごとに昇級し、レベル 7 からレベル 14 までは 3 年ごと、レベル 15 から 17 までは 4 年ごとに昇級する。また特別昇

級制度もあり、そのための評価基準も定められている。連邦人事院は公務員制度改革においてレベル間の給与格差是正や

業績管理・評価制度導入などに取り組んでいる（参考：コモンウェルス会議資料 ‘Leading Public Service Innovation: the Case 
of the Nigerian Civil Service and Federal Civil Service Commission by Director (Recruitment and Appointment), Federal Civil 
Service Commission (FCSC) 2003’）なお、高校卒業資格でレベル 4 から始まり、National Certificate of Education（3 年制の

Collage of Education 修了後取得）及び Diploma（高校卒業後 2 年で取得できる資格）保持者でレベル 6 から、大卒（Degree）
及び技術大学卒でレベル 8 からという階級分けとなっているという。局長クラスでレベル 14 ということのようである。 
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２）国立女性開発センター（NCWD） 

職員数 16～17 人（NCWD 総職員数は 115 人） 
フェーズ 1 でのプロジェクトチームメンバー計 9 人（研修開発局からのスタ

ッフを含む。開始当初は 13 人） 

組織の機能 NCWD は National Center for Women’s Development Decree 1995（Decree No.11 
of 1995）によって設置された、議長と 14 人の評議員から成る NCWD Council

によって運営される半官半民の機関（Parastatal）。 
 

＜NCWD の機能＞28 
NCWD 設置法によりナイジェリア女性のためのより高度な発展及び活動の

達成に向け意識を刺激し、またその目的達成のための国際協力を促進する責

務が与えられている。この目的達成のためにセンターは、 

① 女性による活動や業績に係る研究を促進する、 
② ナイジェリアにおける女性と開発に関するデータバンクとして務める、

③ すべてのセクターにおいて、まずは雇用、保健、農業、金融といった分

野における女性に影響を及ぼす政策立案を促進する、 

④ 技能開発、ジェンダーと社会開発イシュー、習得、所得創出活動に係る

研修の提供及び管理者やリーダーのための研修の場として仕える、 

⑤ ガイダンスやカウンセリング、都市部及び村落部の女性動員のためフォ

ーラムを提供する、そして 

⑥ 女性開発プログラムに従事する国立機関や地域機関、国際機関とそのマ

ンデートを履行するために接触を保つ。 

（参考：National Centre for Women Development 2010 Brochure of Courses） 

業務・活動 ・月例マネジメントミーティング及びスタッフミーティングへの出席 

・NPC に提出するための事業計画策定 

・「女性の殿堂（Women Hall of Fame）」事業に係る業務 
・ジェンダーデータベースに係る業務 

・WDC 活性化に係る活動 

予算・手続き ＜センター予算＞ 2009 年の NCWD 予算総額は約 2 億 1,000 万ナイラ。こ

のうち 1 億 7,500 万ナイラが Overhead cost（人件費を含めた Recurrent cost）

で、投資的予算は 3,500 万ナイラ。2010 年度予算には 4 億 8,300 万ナイラを

申請。 
・2009 年度補正予算で貧困対策と女性のエンパワーメントへの支出が決ま

り、NCWD も支出対象となった。WDC 活性化に使うが 2010 年 3 月までに

支出しなければならない。 

＜手続き＞ NCWD の予算は FMWA の中に組み込まれており、連邦政府の

予算手続きに従っている。毎年 6 月～7 月に予算準備に関するメモ（Call 

Circular）が各 MDA（Ministries, Departments and Agencies）に出され、それに

                                                        
28 2006 年 11 月の全国女性評議会で WDC 活性化に関するガイドライン作成や、そのための事業を実施することが新しい

NCWD の業務として追加された。 
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従って、各部署で Budget Meeting を開く。活動予算は活動計画に基づいてい

なければならない。活動計画は別途 NPC に提出しなければならない。部署

で予算案ができたら NCWD の Budget Officer に提出しチェックを受けて、省

の Budget Officer に送られる。そこでスクリーニングされて、9 月から 10 月

の間に連邦財務省の予算局に送られて最終チェックを受け、だいたい 11 月

ごろ予算案として執行評議会（内閣）に送られ、各委員会で審議を受ける。

これには 2～3 カ月を要し、最終的に国会（Joint Session）で承認を受けるの

は、制度上は 1 月中になされるべきだが例年 2 月後半くらい。 
・カウンターパートファンドについては 2007 年から連邦財務省に申請して

いる。2008 年は提出の遅れで受理されなかった。2009 年は 8 月には 2010
年度分を申請しており、結果待ちの状態であった。 

人事・研修制度 ・NCWD は Parastatal なので、連邦人事院の管轄にはなく、独自に直接採用

が可能。応募者の資格や能力で採用不採用が決まる。空席がある場合に採

用試験を行う。NCWD にある人事部（Personnel Management Department）

が主管している。 

・出向制度があり期間は最低 2 年。2 年ごとに延長の可能性もある。出向先

は FMWA や州政府。州政府への出向の場合、政治的任用がほとんどで、

アドバイザーなどの肩書で引き抜かれるので昇進となる。 

・職員研修制度があり、すべての職員が少なくとも年に 1 度は何らかの研修

を受けることができる。研修先は国内・海外さまざまで期間もまちまちで

ある。 

WDC 活性化に

係る組織の課題 

Parastatal としての位置づけによるためか、政府からの予算配分が適切に行わ

れていないのが現状。NCWA によって WDC 活性化に係る事業実施の承認を

受けたものの、十分な予算獲得や資金支出の改善には課題が多い。また現在

の 3 層の連邦制度における行政組織制度では 3 層間の縦断的な組織関係で州

政府、特に SMWA に対する技術的な助言や支援にとどまるため、3 層でそれ

ぞれに予算措置を伴った調和的な事業実施のためには各層でセクターを超

えた関係者を巻き込む必要があるが、連邦政府レベルのセクター機関として

は州政府レベル、LGA レベルでの働きかけに限界があると思われる。 

 

（２）州レベル 
１）カノ州女性社会開発省女性局（Kano State Ministry of Women Affairs & Social 

Development, Women Affairs Dept.） 

職員数 省総職員数は 293 人 

フェーズ 1 でのプロジェクトチームメンバー計 6 人（副局長 1、デスクオフ

ィサー1、スタッフ 4） 

組織の機能 ＜女性局＞ 

１．WDC 活性化 

２．社会経済開発への有意義な参加のための草の根レベルの女性の識字レベ
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ルの強化 

３．州内の協同組合グループのエンパワーメント 
４．女性配慮キャンペーン 

＜他局の機能＞ 
総務・人事局：職員福利厚生、昇進・昇給、その他人事一般 

社会福祉局：ファミリーケースワーク、その他の社会福祉、青少年福祉、医

療社会福祉サービス、カウンセリング及び矯正事業、帰還・送還行使、

貧窮者への支援 
子ども局：子どもへのサービス・保護、双子・三つ子・栄養不良児の親への

支援、子どもへの医療援助、成長した子どもの教育 
計画調査統計局：プロジェクトモニタリング、プロジェクト評価、統計デー

タ、省の予算準備、年間報告書 

業務・活動 ＜WDC 活性化に係る役割＞ 副局長：総合計画、モニタリングの監督、デ

スクオフィサー：調整・監督、スタッフ：実施運営 

＜プロジェクトチームの業務内容＞ モニタリング評価の実施、WDC から

の報告書に記載された問題への対処として LGA コミュニティ開発部との会

合、ワークショップの開催、WDC の卒業生（協同組合）に対するサポート、

その他事業の計画など。 

・州多目的女性センターを建設中。建設期間は 1 年ほどで、遅くとも 2011

年の初頭には完成の予定。 

＜権限＞ 

SMWA＆SD は LGA に対し女性のエンパワーメントやコミュニティ開発に係

る助言が可能であるが、予算関係では直接指導できる立場にない。 

予算・手続き ＜省予算＞ 2009 年度概算で人件費 8,642 万 3,000 ナイラ、人件費を除く経

常的支出 1 億 3,300 万ナイラ、投資的経費は不明。 

＜女性局の活動費＞ 2009 年のカウンターパートファンドは 340 万ナイラ

（約 230 万円）、州開発計画 Road Map for Economic Growth の Women and 

Youth Empowerment に 6 億ナイラ。このうち 2 億ナイラは女性のためのソフ

トローンの原資として大手銀行が管理。そのほか Opportunity, Industrialization 

Gender のために 500 万ナイラ、残額は Women Specific Activities for Economic 

Empowerment に充て州内 44LGAs の職業訓練センターや家内工業支援に配

分。州多目的女性センターの建設には 14 億ナイラが既に承認されており、

このうち 3 億ナイラは既に建設費用に支出済み。 

＜予算送金状況＞ 
・連邦財務省から州への配分金は毎月送金されており、州の自己収入もある

ため、基本的には州財務省から各省への支出が滞ることはない。 

人事・研修制度 2009 年実績で職員採用は 35 人、異動 3 人、出向 3 人、職員研修対象者 61 人

・州政府の人事は州人事院が主管しており省間の人事異動もある。 
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WDC 活性化に

係る組織の課題 

フェーズ 1 の成果により州政府レベルでの WDC 活性化の意識は高いといえ

る。予算についても事業実施への適切な手当てが見込まれる。しかし州女性

局が策定したジェンダー主流化・女性のエンパワーメントの今後の活動計画

には WDC 活性化が具体的に含まれていない。州女性局独自の活動と WDC
活性化プロジェクトをどのように結び付けていくか不明瞭である。また多目

的センターの用途や既存の Gyadi-Gyadi 女性職業訓練センターの指導者養成

機関としての再活用について州女性局はより明確な計画を検討することが

求められる。さらに同局は LGA 所属の WDO の州所属への転換について検討

中であるが、州政府に WDO の人材育成や LGA に対し WDO 採用基準を助言

するなどでも人材の能力強化は可能である。行政合理化のために機能権限が

州へ集中することに対する LGA による政治的反発があるかもしれず、慎重

に進めることが望まれる。 

 

２）カノ州地方自治省地方自治監査局（Kano State Ministry for Local Government, Local 

Government Inspection Dept.） 

職員数 本省同局には 6 人のみ。州を 8 ゾーンに分け各ゾーンに 2～3 人のスタッフ

を配置。 

組織の機能 ＜地方自治省の責務＞ 

１．LGA 統一人事制度（Unified Local Government Service）のためのスタッ

フ福利厚生を含めたすべての人事関連業務を取り扱う 

２．慎重な資源管理やすべての運営ガイドラインに対する追従を確実にする

ことによる全 44LGA の活動の調整 

３．州予算 1％の研修ファンドを利用することによりすべての人材開発イシ

ューを取り扱う 

４．カノ州 LGA 職員年金局の活動の監督 

５．LGA 職員住宅ローン局の運営 

＜地方自治監査局＞ 

同局は州内の地方自治の要であり、効率的なサービス提供や人々の切望や願

望に対する責務を達成するよう制度を整え、LGA が州政府や、あるいは連邦

政府により与えられる政策指示に適切に速やかに従うことを確実にする役

割を担っている。具体的には財務面での監督や州政府と LGA の交渉の窓口

となっている。 

業務・活動 

 

同局は省内で LGA の運営に対して中心的な役割を担う。プライマリー・ヘ

ルス・ケア、財務、監査のそれぞれのユニットで LGA に対する監督、調整

を行っているが、特に財務、監査のユニットは LGA 予算の監督窓口として

折衝を行い、LGA の全体的な運営状況をみている。 

・地方行政区への配分金や LGA からの会計報告に係る月例会合を開いてい

る。 

・LGA を対象としたプロジェクトも実施している。 
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予算・手続き ・2010 年度には LGA のコミュニティ開発に対して 500 万ナイラの予算を確

保しているため、それを WDC 活性化に用いることができる。 
＜LGA への配分金＞ 

LGA への配分は州政府を通じて行われ地方自治省が主管している。連邦政府

の配分金は人口比率や環境配慮などさまざまな要素で公式があり、割合が決

まっている。州政府は独自収入のうち 10％を LGA に配分している。連邦勘

定からの送金は毎月行われるので、州政府も LGA へ基本的に毎月 27 日には

送金する。 

人事・研修制度 ・LGA 職員のうちシニアスタッフ（レベル 7 以上）については LGA 統一人

事制度により同省が人事権限を有する。ジュニアスタッフや臨時スタッフ

の採用については LGA が権限を有する。 

WDC 活性化に

係る組織の課題 
今後地方自治局を巻き込むことで LGAにおける WDC予算獲得やジェンダー

計画策定に関する進展が期待できる。しかし 44LGA に対し個別の働きかけ

なのか、全体的な月例会合などでの助言にとどまるのか、どのような形で

LGA に対し WDC 活性化の予算確保を訴えていくのか、その方策については

不明である。一度通達しただけでは容易に事が運ばないことが予想されるた

め、地方自治局は女性局と連携して戦略を練ったうえで LGA に対し積極的

に働きかけることが求められる。 

 

（３）指導者養成研修に係る機関 

１）国立女性開発センター研修開発局（NCWD, Training & Development Dept.）29 

組織概要 研修開発局は技能習得、技術開発及びテーマ別能力形成に係るプログラムを

実施している。その他、ジェンダー学、起業家精神などの上質の活動志向研

修も提供している。 

センター設立以来受講者数は１万人を超える。 

組織の機能 研修受講者に対し研修修了時に受講証明書を授与する。また、NCWD はベニ

ン大学及びアブジャ大学との提携により「ジェンダー学」修士課程プログラ

ムを提供している。 

スタッフ 講師については、有識者・技能者データベースを有し、適任者を講師に招く

システム。専属講師数は不明。 

コース内容 １．「ジェンダー学」短期コースとして以下のコース 
（1）National Workshop on Gender Equity and Sustainable Development 

（2）Gender Data Gathering and Information Management System 
（3）Gender Mainstreaming 

（4）Gender Responsive Budgeting 
（5）Gender Mainstreaming in the Public Sector 

２．通常職業コース 

                                                        
29 ヒアリングでは十分な情報が得られなかったため National Centre for Women Development 2010 Brochure of Courses から取り

まとめた。 
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（1）Hospitality & Tourism Studies 

（2）Fashion & Design 
（3）Cosmetology Beauty Therapy 

（4）Interior & Out-Door Decoration 
（5）Gender and Information and Communication Technology（ICT） 

（6）Bead Making 
（7）Tie & Dye/Batik 

（8）Knitting 
（9）Shoe & Bag Making 

３．学術プログラム：Master of Art（MA）Degree in Gender and Peace Building

研修参加者 ジェンダー学に係る各短期コースの対象者は連邦政府省庁のジェンダー・デ

スクオフィサー、州政府・LGA レベルの WDO、女性の開発に係る団体職員、

コミュニティ・リーダー、市民社会の活動家、公共セクター・民間セクター

のプログラムオフィサー、軍関係職員、開発援助者などである。 

施設・設備 ・研修施設・設備については情報未入手 

＜有料施設＞ 

・1,200 人着席可能のオーディトーリアム 

・300 人着席可能なバンケットホール 

・70 人着席可能なコミッティルーム（2 室） 

・200 台収容可能な駐車場を備えた 65 室のゲストハウス（100 床可能なホス

テルを含む） 

・保育所 

WDC 活性化に

係る組織の課題 

プロジェクトによる特設コースの設置を求めるよりも、既存のジェンダー学

短期コースに州政府・LGA レベルの WDO が参加できるようにすることが望

ましいと考えられる。しかし研修開発局の既存コースにおいて WDC 活性化

ガイドラインを普及していくことには計画調査統計局が消極的なため、WDC

運営に係るスキルアップなどの研修については研修開発局を巻き込むこと

は難しいと思われる。また既存コースには職業訓練コースがあるがアブジャ

地域の女性を対象としており、地方の WDC 講師の育成を目的とはしていな

いため、WDC 講師の育成については各州で行うことが望ましい。 

 

２）カノ州女性職業訓練センター（Kano SMWA&SD, Gyadi-Gyadi Women Vocational Training 

Centre） 

組織概要 1979 年に当時の農村コミュニティ開発省（Ministry of Rural Community 

Development）Home Economics Unit によってコミュニティ開発政策の一環で

設置された。そのため 1980 年代以降の女性のエンパワーメントの取り組み

とは起源が異なる。農村コミュニティ開発省はその後の組織改編で地方自治

省やその他の省に移管されているので詳しい経緯は不明。同センターは 1987
年に女性局の傘下となった。 
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＜運営状況＞ 

・SMWA 女性局の傘下にあるため、予算は女性局で管理している。女性局の

研修担当者が窓口となっており、センターで必要な物品や修繕の必要があ

ればレターを提出し対応してもらう。予算としては出張費や食費、研修の

材料費などを申請する。 

・予算申請レターのほかに四半期報告書を提出する。 

組織の機能 同センターは当初、州内の各 LGA から 2 人ずつ、計 88 人の受講者を対象に、

また近隣の女性の参加も認めて、常時 100 人規模で職業訓練を提供すること

になっていた。毎年州女性局から LGA に参加者募集の案内を出しているが

LGA からの反応がなく、本来の機能を果たせていない。同センターの職業訓

練受講者が LGA で指導者となることを想定しており、本来は指導者養成校

の役割。 

スタッフ 校長 1 人、副校長 1 人、教務主任 1 人、事務員 1 人、備品係 1 人、教員 13

人、清掃人 4 人 

コース内容 特別コース：縫製コース及び編み物コース（期間は各 6 カ月） 

一般コース：識字、編み物、縫製、食物栄養の全般的なコース（期間は 1 年

間） 

＜開講状況＞ 1 月開始の受講者は近隣女性のみで 7～8 人（編み物コースに

2 人、残りは縫製コース）。LGA からの参加者はなし。 

施設・設備 足踏みミシン 17 台、電動ミシン 1 台（日本政府からの供与）、機械編み機 6

台（うち 2 台は日本政府からの供与）、日本政府が建設支援したトイレ棟が

あるがセンターは水不足のため現在使われていない。LGA からの参加者のた

めの宿舎が 3 棟。LGA が建設したキッチン小屋がある。敷地はかなり広く、

管理棟（校長室、副校長室、教務主任室、事務室等）、教室は 3 棟（かなり

広めの教室が各 2 室、うち 1 室は食物栄養コース用で 3 口レンジクッカー2
台、フリーザー1 台、七輪 2 台がありすべて日本政府から供与されている）。

その他にも小さめの教室棟、教員用の棟、家畜飼育用の小屋がある。 

特記事項 ＜NCWD との関係＞ 組織の起源が異なるため直接の関係がない。同センタ

ーは女性局を通じての関係となる。 

＜他機関との関係＞ 識字教育や職業訓練を行うため Agency for Mass 
Educationや National Directorate Employmentと関係を有す。またかつては Kano 

Agricultural Development Agency から家畜飼育や栄養学の講師を招いていた。

Ministry of Education とも関係を有する。 

WDC 活性化に

係 る 組 織 の 課

題 

施設が活用されていない現状は非常に惜しい。建物の老朽化や水・電気の不

足など設備上の改善が必要と考えられるが、州内の WDC 講師育成機関とし

て再生計画を検討することが、同センターを管轄する州女性局に求められ

る。しかし WDC 講師の再訓練や育成に対して LGA が研修費用を確保するこ

とを求める必要があることなどが課題となる。 
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３－４－２ WDC 運営に係る各機関連携の現状と課題 

各地の LGA コミュニティ開発部女性セクションはその管轄地内にある WDC を管理しており、

その女性セクションに所属する WDO が WDC の運営をセンター長と共に行っている。今回の

現地調査では LGA 役場には訪問せず、ステークホルダー分析ワークショップを開いて LGA コ

ミュニティ開発部から部長もしくはそのスタッフに参加してもらい、LGA の情報、特に予算の

流れに係る情報を収集した。図３－２はワークショップ参加者による WDC 活性化のためのス

テークホルダーの確認、その役割と関係を整理したものである。 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

図３－２ WDC 活性化のためのステークホルダー、その役割と関係の整理 
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WDC は女性のエンパワーメントや生活改善を目的とした「場」として、その役割にはいく

つかの要素が認められる。LGA は地域女性に対しそれらの「場」の提供を行うことで、その「場」

に含有される行政サービスを提供することとなる。 

まず第一に意識改革を促す「場」である。これは宗教的あるいは伝統的な風習から女性が家

庭から出られない環境にあるところで、女性が集まりやすい場を提供することにより、またそ

の場に参加することを促すことで参加する女性のみならず周囲の人々の意識を変えていくとい

う、根本的な要素である。もともと女性が家庭から出やすい環境にある場合にはこの活動は不

要であるかもしれない。 
第二に参加者が能力開発を行ったり知識を得る「場」である。趣味の範囲での技能研修（お

けいこ事）から本格的な職業訓練、ノンフォーマル教育としての、もしくは基礎教育に通じる

リテラシーコース、あるいはジェンダーに係る啓発活動など、さまざまな内容を含むことがで

きる。 
そして第三の「場」として、職業訓練ののちに受講者が生計向上のために始める家内工業や

市場での販売、協同組合の設立を支援することである。さらには他のセクターとの連携により

プライマリー・ヘルス・ケアやデイケアの機能を併設することにより、更に地域女性とその家

族の生活向上のための包括的な「場」を提供することができる。 

これらの行政サービスを含む「場」を提供することが LGA に求められているとして、上述

の活動は本来 WDO やコミュニティ開発部の役割に沿ったものである。またその活動の「場」

として WDC が認識されることが理想の姿と考える。しかし、WDC を第二の「場」として雇用

されている、特に技能研修の講師には、本来、その他の活動の「場」として WDO やセンター

長と共に活動の運営に参加する必要性はない。 

WDC を所有する LGA が WDC の存在の目的や「場」としての使途を明確にしなければ、WDC

の活動やそれにかかわる人々の役割は明確なものとはならない。第一の課題は LGA が WDC の

存在の目的や用途を十分に検討するよう働きかけることであると考える。 

上記活動は参加者自らの費用負担で実施可能なものもあれば、機材購入など資金を要するも

のもある。ここでだれが（もしくはどの組織が）どのような役割を担わなければならないかを

明確にする必要がある。現状をみる限り、WDC では登録料や研修参加費の徴収を行い、研修

材料等を購入するといったことで資金管理が行われている。これについては、フェーズ 1 の活

動においてパイロットサイトであった WDC では、帳簿の作成などの運営指導によってきちん

と管理されるようになっている。しかし多くの LGA ではその WDC の活動に対し予算を計上し

ておらず、特に計画・予算策定の面で具体的な WDC 運営の責任者が明確となっていない。セ

ンター長は講師の監督・指導を行い、WDO は WDC の活動をモニタリングして LGA コミュニ

ティ開発部長に報告し、そのフィードバックを WDC に対し行っており、管理という点では機

能しているといえる。しかし予算計画や予算執行という点で WDC を運営しているとはいい難

いように思われる。WDO には、LGA から WDC へ前渡金が認められれば、物品購入や施設の

修繕がより迅速に可能となるという意見もあり、資金管理を WDC で行う意思はあるようであ

る。また女性セクションには予算があるため WDO の活動については比較的支障がないと考え

られる。 

しかし現状では多くの LGA が WDC に対し全く予算を計上しておらず前渡金も認めていない。

このため WDC の活動、主に研修コースの提供において WDO がセンター長とともに予算案を
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つくり、それを上位に上げて承認を得ることが改善に向けた方策のひとつとして考えられる。

そうであったならば、WDO やセンター長には会計や文書管理のみならず、年間計画に基づい

た予算策定の知識やスキルが必要であろう。あるいはコミュニティ開発部の予算準備担当者が

作成しコミュニティ開発部の予算の一部として確保したうえで、毎月あるいは四半期ごとに

WDC に配分するという方策もある。現状では LGA のなかで WDC の位置づけや役割が明確と

なっていないのみならず、運営責任者もまた明確でない。いくつかの LGA ではコミュニティ

開発部長が WDC の活動に理解があり、定期的に WDC に運営指導を行っている例も見受けら

れ、ほとんどの WDO が計画や予算の承認プロセスを十分に理解しているものの、WDC が独自

の予算を確保するには、だれが、いつ、どのような作業や行動をしなければならないのかが明

確でないようである。そのため現状の WDC からの要請レターに応じて LGA が対処するという

方策がとられている。第二の課題は上記の現状を変えるためにだれが何をなすべきかを明確に

することであるということができる。 
次に、LGA内での関係者のWDCに対する理解が低いと各地で指摘されている背景には、WDC

設立の経緯や政治的な意図によるものや、あるいは LGA に女性のエンパワーメントや女性の

生活向上に関する明確な計画がないなど、さまざまな要因があると考えられる。そのため各地

で一様の運営方法をとることが必ずしも一様の成果を得るとは考えられない。自治の多様性は

考慮に入れるべきである。しかし WDO らからは、特に LGA チェアマンの理解を得ることが難

しいとの意見が出されていた。LGA チェアマンの WDC に対する認識を高めるには下位からの

陳情のみならず、同時に上位からの指導が必要と考えられる。この場合、SMWA は LGA 運営

に全般的な監督権限を有する州地方自治省（SMLG）の協力を得る必要があり、SMLG から LGA

チェアマンに働きかけることが成果をもたらすと考えられる。また SMWA は LGA コミュニテ

ィ開発部に対し助言が可能なため、コミュニティ開発部長に対しても同時にあるいは事前に働

きかけておく必要がある。第三の課題は SMLG 及び SMWA から LGA に対し WDC 活性化につ

いてどのような機会を設けて働きかけをしていくか、また LGA チェアマンの理解とコミット

メントをどれだけ得られるかということである。 

WDC 講師の能力の低さが問題として指摘されていることについて、職業訓練コース提供の

場と考えた場合、指導者の能力向上、あるいは有能な指導者の雇用の方策を再検討し制度を整

える必要がある。採用については LGA のなかで WDC 講師の臨時的雇用を減らし、階級と講師

数の定数を決定したうえできちんと予算化すべきである。また政治家による推薦が多いことか

ら、推薦枠数を決定するか、最低限の資格要件を決定したうえでそれを満たす応募者から雇用

するべきである。有資格者を雇用する他のポストと同様の LGA の人事制度に基づいて講師採

用がなされるよう働きかけることが必要である。また採用後の能力向上についても指導者向け

リフレッシュコースやスキルアップコースなどの短期研修を州政府や連邦政府レベルで提供し、

LGA や州政府の研修制度によって講師が研修受講を可能とする制度を整える必要がある。指導

者養成研修や指導者向けスキルアップコースなどが実施可能な機関が限られるが、研修費用が

確保されるならば民間組織の提供する研修を個別に受講することも可能であろう。第四の課題

は人事に係る WDC スタッフの採用・研修制度の整備である。制度整備にあたっては LGA 人事

部長の参加・主導が必要となる。 
最後に WDC で新規コースの開発が求められていることについて、現在、主に家内工業に結

び付く研修コースが広く提供されているが、作物栽培や家畜飼育、水産養殖といった女性が日
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常的に行っている作業について、知識やスキルを高めるコースの開設が要望されている。また

陶器製作といった技能も起業を考えた場合に人気があるという。実習費用などの経費を考えた

うえで具体的に可能性を検討する必要があるが、今後、これらのコースが各地で開設されるこ

とを想定して指導者育成コースの開設や標準カリキュラム・教材開発、専門機関との連携とい

ったことも検討課題といえる。 

ここまで挙げた WDC 運営に係る関係機関連携の課題を整理すると次のようになる。 
① LGA が WDC の存在の目的や用途を十分に検討するよう上位機関が働きかけること。 

② WDC の独自予算確保のための年間計画や予算策定を LGA コミュニティ開発部もしくは

WDC で行えるように LGA 内での責務の所在を明確にすること。 

③ SMLG 及び SMWA から LGA に対し WDC 活性化を助言する機会を設け働きかけをし、

LGA チェアマンの理解とコミットメントを得ること。 

④ LGA 人事部長を巻き込み、WDO や研修講師など WDC スタッフの採用・研修に係る人

事制度の整備を行うこと。 

⑤ 新規研修コース開発や新規コースのための指導者育成を行うために関係機関との連携を

図ること。 

 

以上、5 つの課題を検討したが、課題対処に向けた計画や必要な手続きを明確にし、また LGA

と州省庁との間で女性のエンパワーメントのために、あるいは地域の経済的社会的発展を目的と

して相互に有益な連携関係を構築することが求められる。しかし州女性局を中心としたプロジェ

クト運営ではさまざまな関係者の調整が非常に困難であることが考えられる。多くの関係者を巻

き込んだ州レベルでの事業実施における NCWD の関与は必要最低限に抑えることが望まれ、だ

れが連携のイニシアティブをとるのかということが問題となる。プロジェクトにおいては合同調

整委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）を設置することによって関係者間で意思決定を行

うことができる。そのため同様の組織を州レベル関係者間で設置することが望まれ、その運営を

女性局が行うことで調整を図ることは可能であろう。さらに LGA チェアマンの理解やコミット

メントを得るための働きかけは政治問題化することを避けることが肝要であるが、州政府の LGA
に対する対応はプロジェクトにおける活動の範囲を超えることも考えられる。 

さらに、WDC の活動が包括的なものとなれば、より多くの他機関との連携が必要となること

は大いに考えられる。WDC 活性化ガイドラインでも既に述べられているとおり、農業、教育、

保健、産業、中小企業などの主管官庁や貧困緩和プログラムといった関係機関との連携の方策は

その都度、相手機関と協議検討されるべきものであろう。これについては今後の課題として念頭

に置いておくことが望ましい。 

また、もし今後 WDC が LGA の管轄ではなく SMWA&SD の Parastatal となった場合には、す

べての課題は州政府レベルで女性局が主となって対処するべきものとなると思われる。ただし、

連邦政府の立場からは州政府が権力を地域で高めていくことを警戒し権力の分散化を図って

LGA の自治を推進してきたナイジェリア連邦制度の歴史的経緯と、州政府によって LGA は統

一した制度を導入し地域的集権的権力構造を容認している現状という背景があることを考えれ

ば、WDC が州政府の Parastatal となることで効率的効果的な運営が可能だとしても、統一的で

ありながら地域主義を抑えるために分権的国家を形成してきたあり方からは逆行するもののよ

うに考えられる。州政府が機能を一元化することを LGA が認めるならば民政移管から 10 年を
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経て政治的権力闘争よりも行政合理化の方向に進むという新たな国家形成の一助となることが

できると考え得るが、現実的には政治的要因等で課題が多く実現には時間を要することも考え

られる。 

地方の多様性が尊重されているナイジェリアにあっては、WDC の運営やその活性化の方策

においても州政府や LGA に判断を委ねる必要があるが、連邦政府と州政府の緩やかな関係に

おいて、連邦政府機関が WDC 活性化のモデルを示すことが地方における行政サービス提供の

効率化につながり、ひいては女性のエンパワーメントや女性の生活向上を促進させることにな

るであろう。また州政府 LGA 間の現在の関係においては州政府が州政府内のすべての LGA に

対し等しくその指導力を発揮することは地方行政能力の均等化に役立つものと考えられる。 

 
３－４－３ WDO の役割と課題 

ステークホルダー分析ワークショップにおいて、WDO の役割として以下のことが参加者に

より認識されている。 

 LGA における活動で女性の開発に係る調整を行う 
 女性に関するすべての事柄について SMWA & SD 及び LGA に報告する 

 政府や他の組織が導入する女性の発展のためのプログラムに女性を動員する 

 女性の啓発 

 WDC の重要性に関する女性のセンシタイゼーション 

 会議の開催 

 WDC においては、WDO は WDC の活動やそのサービスの質を監督する 

 職業訓練用材料の供給申請 

 WDC の維持管理 

 モニタリング＆監督 

 文書管理 

 コミュニティ開発部長への報告書作成 

 フィードバック 
 

WDC における具体的な業務を含む WDO のこれらの役割は、フェーズ 1 の活動を通じて WDO
に十分に理解されている。しかし WDC に対する予算が十分でないことや支出の自由がきかな

いことの解決方法として、コミュニティ開発部内でその解決策を検討し善処するという姿勢は

見られない。予算計画準備に関し何ら関与する余地が WDO に与えられていないことが現実と

して考えられる。そのため WDO は、予算決定を行う LGA チェアマンに対し WDC 活性化の認

識を高め、予算を付けてもらうために NCWD/JICA プロジェクトのなかでチェアマンへの啓発

をもっとやってほしいといった意見を出している。もちろん現状から LGA チェアマンの理解

を得る必要は大いにあるが、予算確保の手続きとして考えるならば、WDC の Planning & 

Budgeting に係る責任者を LGA において決定し、WDC のアクションプランに基づいて予算を

積み上げ、確保し、適切に支出される必要がある。どの段階でだれが何を行うべきかを明確に

することが WDC 運営に係る予算問題の解決の糸口となる。WDO の役割に WDC の財務管理を

含めることの妥当性は検討の必要があり、ここでの課題は WDC 運営に係る各機関連携の課題

として上述したとおりである。 
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３－５ 女性のエンパワーメントに向けた WDC の役割 

３－５－１ 貧困の 5 側面とエンパワーメントの概念整理 
フェーズ 1 では、貧困削減を最終的なねらいとし、貧困を 5 側面（経済面、健康面、社会面、

心理面、政治面）でとらえ30、女性のエンパワーメントをこれらの 5 側面に対応させ、女性の

エンパワーメントの 5 側面が高まるほど貧困の 5 側面が緩和されると仮説を立てている31。フ

ェーズ 1 は、WDC は女性のエンパワーメントの 5 側面を向上させるサービスを担う機能をも

ち得るという仮定の下、WDC 活性化を通じて、WDC に通う女性のエンパワーメントの 5 側面

を向上させることを目的としていた。これらの基本概念は、フェーズ 1 で実施された各種モニ

タリングでも根幹となる視点として調査項目として使われていたとともに、策定されたガイド

ラインにも記載され、関係者間でも共通の認識として根づいていることから、フェーズ 2 でも、

既述の貧困 5 側面及びそれに対応するエンパワーメントの 5 側面の基本概念を適用することと

した。 
フェーズ 1 では「WDC 活性化」は、①WDC のサービスの質の向上、②WDC に対するコミ

ュニティの肯定的認識の向上、③マネジメントの向上、の 3 点で定義された。第一の WDC の

サービスの質の向上に関しては、5 側面に対応した質の高いサービスを WDC が提供できるよ

うになることによって（WDC が提供しているサービス及び今後提供が可能なサービスと 5 側

面の女性のエンパワーメントの例は表３－１のとおり分類）、WDC へ通うことが女性のエンパ

ワーメントの向上に寄与することをめざす。しかしながら、どんなに良いサービスを提供でき

るようになっても、女性たちが WDC に通うことができる環境が整わなければ、サービスは受

益者である女性たちに届かない。よって、第二に、夫やコミュニティへの啓発活動を通じて夫

の理解やコミュニティの肯定的認識を高め、それによって女性たちが WDC により通いやすく

なる環境を整える。さらに、サービスの内容の充実だけではなく、良いサービスを適切かつ持

続的に提供するための WDC 運営管理に関するマネジメントの強化が求められる。第三のマネ

ジメントの向上は、WDC 運営に携わる校長や WDC を監督する立場にある女性開発オフィサー

のマネジメント能力の強化に取り組む。彼らが WDC の適切な環境整備や管理（年間計画の策

定、整理整頓、記録付け、売上帳簿付け、コースカリキュラムの運営、関係機関への報告）が

できるように指導を行い、さらには WDO が LGAs に必要な予算を申請できるようになること

で、予算措置の状況が改善すれば、WDC の持続的な活動が可能になると考えられる。 

このサービスの質、コミュニティの認識及びマネジメントの 3 点は、必ずしも独立したもの

ではなく相互補完的な位置づけにあり、これらの点を満たす活動を複合的にプロジェクトのな

かで実施することで WDC の活性化をめざしていた。 

 

                                                        
30 フェーズ 1 では、貧困の 5 側面は、R.Chambers(1989)に基づき、経済的貧困（economic poverty）、身体的弱さ（Physical weakness）、

孤立（isolation）、脆弱性（vulnerability）、決定権の欠如（powerlessness）であるとしている。 
31 JICA「ナイジェリア国女性の生活向上のための女性センター活性化支援プロジェクト事前調査報告書」（2006）、「技術協力

プロジェクト事業完了報告書」（2010）他 
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表３－１ WDC が提供するサービスとエンパワーメントの例（フェーズ 1） 

エンパワーメ

ント 
WDC が提供しているサービス 
（今後提供が可能なサービス） 

WDC 利用によって 
期待される変化 

経済的 識字教室、職業訓練（洋裁、編み物、料

理、養鶏、陶芸など）、クレジット情報 

個人の能力向上 

経済活動情報の習得 

身体的 保健・栄養のセミナー 
併設クリニックへのアクセス 

知識の習得 
習得した知識の実践 

社会的 各種情報へのアクセス 
協同組合への橋渡し 

外出機会の増加 
情報・知人が増える 

心理的 利用者を励ます、相談相手になる 

カウンセリング 

自信をもつ 

具体的な将来像が描ける 

政治的 交渉スキルの訓練 
家計管理研修 

世帯内での意思決定に参加・交渉

出所：フェーズ 1 技術協力プロジェクト実施完了報告書（2010） 

 

３－５－２ 「WDC 活性化モデル」について 

フェーズ 1 に実施されたエンパワーメント調査32では、それぞれの側面によって改善が見ら

れ、WDC 活性化が WDC に通う女性のエンパワーメントの 5 側面にさまざまなレベルで正のイ

ンパクトをもたらした報告がされている。フェーズ 1 で採用した、サービスの質の向上、コミ

ュニティの肯定的認識の向上及びマネジメントの向上をもって WDC 活性化を図り、WDC 活性

化を通じて女性のエンパワーメントを図るアプローチは、フェーズ 1 によって成果を出したこ

とから、一定の有効性と妥当性が実証されたと考察される。 

しかしながら、第３章３－３及び３－４にも詳しく記載されているとおり、全国の WDC が

ババンギダ大統領夫人のイニシアティブによる「Better Life for Family Programme」のなかで各

地に設置され、その後の政治的・行政的変遷のなかで、WDC 運営に関する行政制度が十分に

整わぬままに LGA 管轄下に置かれるようになったという背景やナイジェリア独自の州や LGA

の自治が強い行政構造から、WDC の運営にはさまざまな行政機関が複雑に関係しており、WDC
の持続的な活性化を図るためには、多数の行政機関に働きかけることが必要となっている。

WDC への予算権限を有する LGA（特に WDC を監督する部局であるコミュニティ開発部や LGA

の長であるチェアマン）が WDC 活性化の必要性やその意義を理解し、運営に必要な十分な経

費を適切なタイミングで支出しない限り、WDC でのさまざまな活動は持続しない。さらには、

LGA が WDC 活性化に必要な予算を計上しそれを確保できるようになるためには、LGA への予

算配分を行う SMLG に対しても、WDC 活性化の重要性や意義を啓発する必要がある。SMWA
（フェーズ 1 の州レベルにおけるカウンターパート）は、従来から草の根レベルの女性の識字

強化や協同組合のエンパワーメントなどに取り組んでおり、女性支援に関する知見やノウハウ

を有している。しかしながら、SMWA は、WDC 運営に携わる行政官やスタッフへの研修の実

施や女性支援という観点から LGA や WDC に対して助言はできるものの、WDC 運営に関する

人的・資金的な権限を有していないため、直接的な解決策を講じることができない。このよう

                                                        
32 Women’s Empowerment Survey Report 2009, NCWD/JICA WDC Activation Project 
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に、WDC 運営に関する資金的インプットの流れ（SMLG→LGAs→WDCs）と知的インプットの

流れ（SMWA→WDCs）に異なる行政機関が関係している。 
これらの WDC を取り巻く構造に対応するために、フェーズ 1 でも WDC に関係する行政機

関との連携を図るための働きかけを実施していたようであるが（専門家報告書等より）、例えば

SMLG への働きかけはプロジェクト中盤以降に実施されるようになったことなど、WDC 活性

化にかかわるすべての関係機関をプロジェクト開始段階から把握し、計画的に働きかけを行っ

たかどうかという点については、終了時評価報告書においても指摘されているとおり、フェー

ズ 2 への教訓を含むものである。本調査中におけるカノ州関係者（SMWA）への聞き取りにお

いても、WDC 活性化に関係する機関の連携は重要であるという点と、それらがまだ十分に取

り組まれていないことが課題であると認識している様子がうかがえた。WDC の効果的な活性

化やプロジェクトの持続的発展性の観点からいっても、行政機関との連携は非常に重要な活動

であるため、フェーズ 2 では、WDC 活性化を図る活動のひとつとしてとらえ、既述の 3 点に 4
番目として「WDC 活性化に関係する行政機関とのネットワーク強化」を加える。フェーズ 1

でも既に取り組まれていた活動ではあるが、フェーズ 2 では関係機関のネットワーク強化に関

する活動がプロジェクトの枠組みのなかで重要なコンポーネントであることをプロジェクト･

ドキュメント（PDM やマスタープラン）において可視化することで、プロジェクトに関係する

すべての人たちが連携の必要性を理解し、それに向かって取り組むことを促進することをねら

いとしている。 

フェーズ 2 では、これら 4 点の向上を図る活動パッケージを「WDC 活性化モデル」と称し、

プロジェクト開始の段階で、再度「WDC 活性化モデル」についてカウンターパートとともに

再考・整理し、関係者間で共通の認識をもつことができるように努めることが望ましい。それ

らの共通認識の確認を経たのちに、「WDC 活性化モデル」をカノ州ではフェーズ 1 対象外の

WDCs/LGAs への普及・定着、新規対象州では WDC 活性化モデルが機能することを実証し、モ

デルが対応しきれなかった部分（機能しなかった部分）もしくは所期の成果とは異なる成果を

もたらした部分については、その原因や背景に関して教訓やグッドプラクティスを抽出する。

地理ごとに文化的・社会的に異なる状況で生み出されたグッドプラクティスは、ガイドライン

の改訂の材料として使われ、ガイドラインがナイジェリア国内の地域の多様性に対応したもの

となるように質を高める。 

 

WDC 活性化モデル 

WDC 活性化モデルとは、下記の 4 つをめざす活動によって成り立つ活動パッケージをいう。

  ① サービスの質の向上 
② コミュニティの肯定的認識の向上 

③ マネジメントの向上 

④ 関係機関との連携強化 

 

３－５－３ 5 側面の女性エンパワーメント 

プロジェクトのコンセプトとしては、WDC のサービスは女性のエンパワーメントにかかわ

る 5 側面を充足させるものという認識であるが、実際に WDC が提供しているサービスは必ず
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しも 5 側面に均等に対応しているわけではなく、経済的・社会的・身体的エンパワーメントに

重きを置いた構造になっている。これは、フェーズ 1 の事前調査報告書でも説明されているよ

うに、「5 側面のうち、WDC が提供するサービスの直接の結果として特にエンパワーメントが

促進されると予想されるのは、識字や収入向上スキルの習得による経済的側面、保健や栄養の

知識の習得による身体的側面、WDC 職員や WDC 利用者同士の交流による社会的ネットワーク

構築による社会的側面の 3 側面である」とし、「心理的・政治的エンパワーメントは、WDC を

利用することによる間接的な結果としてのエンパワーメントと考えられる」としている33。フ

ェーズ 1 で心理的・政治的エンパワーメントに関係する活動を直接的に推進しなかったのは、

おそらく実践的ニーズがまったく満たされていない状況で戦略的ニーズを満たす活動をするこ

とが現実的ではないという考えの下、既存の性別役割分業上における「女性の役割」（家事・育

児）に関する知識・スキルや、女性が比較優位性をもつと社会で考えられているスキル（裁縫、

織り物、食品加工等）を高め、女性の状況を改善することを通じて、世帯内の意思決定への参

加や夫と交渉する力が強まるという考えがあると考えられる34。 

フェーズ 1 の立ち位置は非常に現実的ではあるものの、WDC がより積極的な意味で女性の

エンパワーメントに資するサービスを提供する機能をもつためには、女性の政治的・心理的エ

ンパワーメントの向上を「間接的な結果」という位置づけに限定するのではなく、政治的・心

理的エンパワーメントの側面に関係する活動を入れることは可能ではないかと考えられる。も

ちろん、経済的・社会的エンパワーメントを促進することなしに、政治的・心理的エンパワー

メントに傾倒することは現実的ではないが、例えばイスラム教の戒律が厳しいといわれている

北部（カノ州を含む）に比べて女性を取り巻く環境が進んでいるといわれるキリスト教圏の南

部の州が新規対象州となった場合、カノ州において取り組んだ女性のエンパワーメントよりも、

より積極的なアプローチが受け入れられやすい可能性はある。そういった意味で、フェーズ 2

では、対象州の社会や文化など女性を取り巻く環境や WDC に対するニーズなどを丁寧に把握

し、必要に応じて政治的・心理的エンパワーメントを高めるためのサービスの質を向上させる

ための活動を行うことも検討することができるのではないかと考えられる。 

 
３－５－４ 個人のエンパワーメントと集合としてのエンパワーメント35 

表３－１において記載されている「WDC 利用によって期待される変化」の具体事例でも分

かるように、フェーズ 1 で取り組んだ女性のエンパワーメントは、大きく分類すると個人のエ

ンパワーメントの向上に資する活動であるといえる。WDC の基本パッケージともいえる識字

教室や技術訓練（裁縫、編み物等）は、WDC に通う女性個々の潜在的な能力を高めるための

活動として位置づけられる。WDC での各種訓練を通じて技術を習得した女性に対する「卒業

生支援」（卒業生に対してミシンなどの機材を有償譲渡し、卒業生は機材を使って得た収入の一

部をローン返済に充てるというスキーム）も、女性（卒業生）個人の経済活動を支援するとい

                                                        
33 JICA「ナイジェリア国女性の生活向上のための女性センター活性化支援プロジェクト事前調査報告書」（2006） 
34 甲斐田きよみ「ナイジェリア国女性の生活向上たのめの女性センター活性化支援技術協力プロジェクト事業完了報告書」

（2010）他 
35 「エンパワーメントには、組織体による集合的な行為を通じて追求される場合と、個人によって達成される場合の二つが

考えられる。特定の女性がもつ様々な潜在能力が引き出されて、自律した主体としての自信を獲得し、選択の幅を広げて

いくことは個人のエンパワーメントである。これに対して、相互扶助や社会運動は集合的な方法でエンパワーメントを実

現するものである」伊藤るり（2002）。「社会運動と女性のエンパワーメント －自助組織の可能性を考える－」田中由美子、

大沢真理、伊藤るり編著『開発とジェンダー エンパワーメントの国際協力』国際協力出版会、pp.240-255 
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った意味で、同様の位置づけで解釈される。ミシン等の機材の有償譲渡を受けた卒業生は、ほ

ぼ滞りなくローンを返済しており、WDC に卒業生支援用の初期投資さえあれば、持続的に継

続し得るスキームとして確立しつつある。他方、すべての卒業生が「卒業生支援」を受けられ

るわけではなく、多くの女性たちは、WDC 卒業後の生計向上活動に必要な初期機材（ミシン、

織り機及び製粉機等）の購入やその後の材料費を自分で確保しなければならず、夫からの理解

を得る（及び購入資金を得る）ことが難しいといった課題がある。カノ州では、州商業省が協

同組合等に対してマイクロクレジット（ソフト･ローン）を提供しており、SMWA も申請手続

きを支援している。マイクロクレジットは、グループ貸付が基本となっており、個人ではアク

セスができない。しかしながら、卒業生はローンへアクセスするために協同組合を設立・加入

するといったことをほとんど行わないという報告がある。その理由には、妻がグループ活動を

行うことに対する夫のネガティブな反応、グループ活動が個人の自立発展性を阻害するのでは

ないかという不安感等が挙げられている36。また、協同組合が機能しているところでも、組織

的に行動することに自信がなく、組合への参加に積極的でない（もしくは夫の反対で参加でき

ない）といった課題が、WDC で習得した技術を使って経済規模を拡大することを妨げている

という指摘がある37。本調査団で訪問した協同組合（編物、ポマード、せっけん、伝統的編み

物、粉末コーン、ベビーセット、ビーズ細工などの製作・販売）でも、グループ化したことで

行政から得られるマイクロクレジット額が期待していた額にはるか満たない小額であったこと

や、メンバーによる月々の出資金と比較して、活動の売上額は決して高いとはいえない状況な

ど（Gwale Women Cooperative の面談票参照）、協同組合を設立して活動することの利点が必ず

しも生かされていない状態がうかがえた。 

しかしながら、途上国の貧困女性の自助組織化は、バングラデシュのグラミンバンクやイン

ドの SEWA などに代表されるように、マイクロクレジットへのアクセス、材料の共同購入や販

路拡大などの経済活動に特化した便益にとどまらず、さまざまな側面においても女性のエンパ

ワーメント向上に貢献することが多くの先行研究によって報告されている。これらのエンパワ

ーメントは、個人のエンパワーメントだけではなく、集団的行為や相互補助を通じて達成する

集団的エンパワーメントにも寄与している38。フェーズ 1 全体として協同組合の現状や参加状

況については、さまざまな課題が多いものの、WDC 生徒と非 WDC 生徒とを比較すると、WDC

生徒の方が協同組合への加入率が高いという結果が出ている39。フェーズ 1 で最も高い成果を

出した WDC の 1 つである BICHI では、WDC の生徒・卒業生が協同組合を結成・加入する数

が増加しているという報告がある40。これらの動きからも、技術が向上した女性たちは、自分

たちの能力を更に生かす機会・場として、協同組合への潜在的なニーズがあり、WDC は協同

組合への橋渡しを十分果たし得ることが推測される。 

また、集団での活動ではなく個々の経済活動を継続・発展させることに対するニーズも過去

調査から散見されることから、女性起業家育成といった分野もニーズはあると推察される。フ

ェーズ 2 では、従来の個々の潜在的能力を引き出し高めるための活動（＝個人のエンパワーメ

ントの向上に資する活動）を基本としながらも、カノ州及び新規対象州の社会的・文化的に女

                                                        
36 Women’s Empowerment Survey Report 2009, NCWD/JICA WDC Activation Project p.36 
37 JICA「ナイジェリア連邦共和国女性の生活向上のための女性センター活性化支援プロジェクト運営指導調査報告書」（2009） 
38 伊藤るり（2002） 
39 甲斐田きよみ「ナイジェリア国女性の生活向上ための女性センター活性化支援技術協力プロジェクト事業完了報告書」

（2010） 
40 同上 
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性を取り巻く状況及び各種ニーズに応じて、女性たちが WDC 卒業後に行う経済活動を見据え

ながら、協同組合組織支援や女性起業育成に関する支援をプロジェクトの要素として加えるこ

とも検討することが望ましい。 

 



－49－ 

第４章 プロジェクトの基本構想 
 

４－１ プロジェクト案形成の経緯 

今次現地調査では、関係機関でのインタビュー、カノ州におけるフェーズ 1 対象及び対象外の

WDC の視察、及びワークショップを経て、プロジェクト案を作成した。フェーズ 2 の形成にあ

たっては、フェーズ 1 実施中の 2009 年 5 月に派遣された運営指導調査団のなかで協議を行い、フ

ェーズ 2 では、フェーズ 1 で策定するガイドラインにより多くのグッドプラクティスを盛り込み

ながら改訂、普及し、WDC 活性化の環境を整備することという方向性が合意された。この方向

性とフェーズ 1 の評価結果で指摘された課題を踏まえ、更にフェーズ 1 で作成したガイドライン

の内容と整合性をとることを考慮し、プロジェクト案を策定した。 

 今次調査でのプロジェクト案形成のためのワークショップについては、カノ州において、2 月

17 日と 19 日に、カノ州 SMWA と調査団とで簡単なブレーンストーミングを行った。この結果も

踏まえ、2 月 23 日に、NCWD において、NCWD とカノ州の関係者でワークショップを行った。

ワークショップの概要は以下のとおりである。 

 

（１）カノ州ブレーンストーミング 

１）日時 

2 月 17 日（水）午後 2 時から 4 時 

2 月 19 日（金）午後 0 時から 1 時 

 

２）出席者 

ナイジェリア側の出席者は以下のとおりである。 

カノ州 SMWA 女性局副局長 

 同デスクオフィサー 

NCWD 調査研修局リサーチオフィサー 

 

３）内 容 
フェーズ 1 プロジェクトにかかわった NCWD とカノ州の担当者らが、フェーズ 1 にお

ける課題について洗い出したあと、それらに対するフェーズ 2 で考えられる取り組みを挙

げた。当初の調査団スケジュールでは、「PDM 案に関する協議」とのみ記載されており、

特にワークショップ等を行う予定ではなかったこと、また時間的制約もあったことから、

出席者から適宜意見を出してもらうという形式の単純なブレーンストーミングとした。ブ

レーンストーミングで出された意見は、フリップチャートに書き出した。17 日中にフェー

ズ 2 の取り組みに関する議論が終了しなかったので、19 日に続きを行った。当初、プロジ

ェクト実施体制と投入についても討論を予定していたが、時間の制約で討論に至らなかっ

た。ブレーンストーミングで出された意見の内容は、付属資料６．別添１－１のとおり。 

 
（２）NCWD でのワークショップ 

１）日 時 
2 月 23 日（火）午前 10 時から午後 4 時 
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２）出席者 

NCWD でのワークショップの出席者は付属資料６．別添１－２のとおり。出席者を、

NCWD、カノ州の SMWA と SMLG の 2 つのグループに分けた。当初、カノ州の HOD、

WDO によるグループを 1 つ構成する予定でいたが、ワークショップ開始時までに出席者

がおらず、グループを構成するに至らなかった41。 

 
３）内 容 

それぞれのグループで、フェーズ 1 で残された課題、フェーズ 2 で取り組むべきことを

挙げてもらった。議論を効率的に進めるため、カノ州でのブレーンストーミングの結果を

踏まえ、あらかじめグループごとにいくつかの論点を日本側から提示し、その論点に沿っ

て討論を進めた。フェーズ 2 で取り組むべきことに関しては、それぞれの組織で取り組む

べきことを念頭に置き、具体的な案を出してもらうこととした。それぞれのグループで、

モデレーターはナイジェリア側が務め、必要に応じ調査団員がサポートした。討論後、プ

レゼンテーションを行い、グループ間での議論を共有した。ワークショップの結果は付属

資料６．別添１－３のとおり。また、ワークショップにあたり進め方を説明した配布資料

を付属資料６．別添１－４に添付する。 

 

なお、当初、調査団では、フェーズ 2 で対象とするのは、カノ州と新規対象州 1、2 州と考えて

いたが、現地調査における協議のなかで、ナイジェリア側から、ナイジェリアにおいては、多様

な民族・社会背景から、6 つの地政学的ゾーンに対する事業のバランスに配慮することが非常に

重要であるとして、本プロジェクトにおいても、フェーズ 2 では、6 ゾーンにおいてプロジェク

トを実施することを強く要望された。このため、日本側で可能な投入とそのなかで達成が見込め

る成果を検討したうえ、カノ州を含む 6 ゾーンから各 1 州でプロジェクトを実施する、ただし州

によって異なるアプローチで取り組み、そのための活動・投入も考慮したうえ、最大の成果を出

すことをねらったプロジェクト計画とする、という方向でプロジェクト案を検討した。 

上記ワークショップとその後の NCWD との協議を踏まえ作成したプロジェクト案について、

以下に述べる。 

 

４－２ プロジェクトの基本方針 

本プロジェクトは、フェーズ 1 で実施してきたカノ州の経験及びプロジェクトで開発したガイ

ドラインを活用し、WDC 活性化モデルを、カノ州においては更に定着・普及させ、また新たに

他州で WDC 活性化モデルを実施し、あわせて NCWD のキャパシティ・ディベロップメントを行

う。これにより、連邦レベルで WDC 活性化モデルが拡大することをめざし、さらに、WDC 活性

化モデルが採用された地域においては、WDC 活性化を通じて、世帯及びコミュニティで女性の

エンパワーメントが向上することをめざす。 

対象州は、フェーズ 1 のパイロット州であったカノ州及び他の 5 つの地政学的ゾーンから 1 州

ずつとする。ただし、フェーズ 2 で新たに対象州となる 5 州については、投入の効率性を考慮し、

2 州については、カノ州と同規模ではないにしろ、WDC 活性化を直接支援することとし、専門家

                                                        
41 午後になり、WDO 1 人が到着し、参加した。 
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の指導・巡回、機材供与を行う。残る 3 州については、フェーズ 1 で開発したガイドラインの改

訂・向上のため、グッドプラクティスを収集することを直接の目的として支援する。このため、

ガイドライン・グッドプラクティス対象州においては、専門家の支援は限定的なものにとどめ、

アブジャでのワークショップ開催や WDC に対する機材供与を中心とした小規模の投入を行う。

カノ州を含む 3 州における WDC 活性化支援と他の 3 州におけるグッドプラクティスの収集を通

じてガイドラインをよりナイジェリア国内の地域の多様性に配慮があるものに改訂・向上し、さ

らに NCWD のキャパシティ・ディベロップメントを図ることで、連邦レベルでの WDC 活性化モ

デル拡大を促進していくこととする。なお、便宜上、カノ州をカテゴリーA、WDC 活性化対象州

をカテゴリーB、ガイドライン・グッドプラクティス対象州をカテゴリーC と呼ぶこととし、PDM

に記載する。 
プロジェクトのイメージ図は付属資料３．のとおり。 

 
４－３ プロジェクトの概要 

プロジェクトの概要は以下のとおりである。PDM については、付属資料２．を参照。 
 

プロジェクト名 ナイジェリア国女性の生活向上のための女性センター活性化プロジェ

クト・フェーズ 2 

プロジェクト期間 2010 年～2014 年（4 年間） 

協力相手先機関 ナイジェリア国立女性開発センター（NCWD） 

プロジェクトディレ

クター 

国立女性開発センター長 

プロジェクトマネジ

ャー 

国立女性開発センター計画調査統計局長 

プロジェクト対象地

域 

１）カウンターパート機関のある首都アブジャ市 

２）カノ州（新規対象になる LGA/WDC はプロジェクト開始後に決定）

３）フェーズ 2 新規対象州（カノ州のある北東部を除く 5 つの各地政ゾ

ーンから 1 州ずつ。対象州及びその中での LGA はプロジェクト開

始後に決定） 

ターゲットグループ 連邦レベル：NCWD 

カノ州（カテゴリーA）：カノ州において WDC の活動に参加している女

性、SMWA/WDC/LGA 

WDC 活性化対象州（カテゴリーB）：対象州において WDC の活動に参

加している女性、SMWA/WDC 

ガイドライン・グッドプラクティス対象州（カテゴリーC）：NCWD、対

象州の SMWA/WDC 

プロジェクト目標 対象州における WDC 活性化を通じ連邦レベルで WDC 活性化モデルが

拡大する。 
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４－４ プロジェクトの枠組み 

（１）協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 

＜プロジェクト目標＞ 

対象州における WDC 活性化を通じ連邦レベルで WDC 活性化モデルが拡大する。 

＜指標＞ 
（連邦レベル） 

F-1 対象州以外で新たに女性センター活性化モデルの採用に着手した州の数 
（カテゴリーA） 

A-1 対象 WDC を活用する女性の数 
A-2 対象 WDC 利用者の満足度 

A-3 対象 WDC での女性のエンパワーメント指標 
（カテゴリーB） 

B-1 対象 WDC を活用する女性の数 
B-2 対象 WDC 利用者の満足度 

B-3 対象 WDC での女性のエンパワーメント指標 

（カテゴリーC） 

C-1 改訂版ガイドラインに採用されたグッドプラクティス及び教訓の数 

＜プロジェクト目標達成のための外部条件＞ 

 WDC 活性化のための予算が継続的に確保される 

 

プロジェクト目標は、「対象州における WDC 活性化を通じ連邦レベルで WDC 活性化モデ

ルが拡大する」とした。ここでいう「WDC 活性化モデルが拡大する」には、「対象州以外に

WDC 活性化モデルが普及すること」「カノ州（カテゴリーA）及び WDC 活性化対象州（カ

テゴリーB）において女性のエンパワーメントが向上すること」「ガイドライン・グッドプラ

クティス対象州（カテゴリーC）において活動の結果として得られたグッドプラクティス及

び教訓が改訂版ガイドラインに採用され WDC 活性化モデルを推進していくためのガイドラ

インの質が高まること」とする。これに従って、カテゴリーごとに指標を設定した。 

上記で挙げたプロジェクト目標の指標のうち、「対象州以外で新たに女性センター活性化モ

デルの採用に着手した州の数」については、プロジェクトで行う全国レベルのアドボカシー

活動やガイドライン普及セミナーを通じ、プロジェクトで開発・改良した WDC 活性化モデ

ルの採用を決定した州の数を指す。当該指標に関しては、「何をもって WDC 活性化モデルを

採用したとみなすか」という点は、WDC 活性化モデルを全面的にもしくは部分的に採用し

たか否かについて、基本的には各州への聞き取りを中心にして行う。また、詳細は更に検討

する必要があるが、新たに WDC 活性化に取り組み始めた州の活動内容、ガイドライン活動

の有無、プロジェクト実施州へのスタディツアーの実施の有無などについても聞き取り項目

に含め、プロジェクトの活動の影響、また、採用後実際にモデルを活用した活性化がどの程

度進んだかは、プロジェクト期間中には特に問わないこととした。 

また、プロジェクト目標の指標のうち、「カノ州及び WDC 活性化対象州における女性のエ

ンパワーメント」に関するものとして、「対象 WDC を活用する女性の数」「対象 WDC 利用

者の満足度」「対象 WDC での女性のエンパワーメント指標」の 3 つを設定した。これは、フ
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ェーズ 1 で作成したガイドラインの内容を踏まえたものである。カノ州においては、フェー

ズ 1 のなかで既にこれら指標に現れる変化が出ているため、新規 WDC 活性化対象州におい

ても同様に、女性のエンパワーメントに関する指標の向上をめざすべきとして、指標を設定

した。ここでいう「女性のエンパワーメント指標」とは、フェーズ 1 で定義した、経済的・

身体的・社会的・心理的・政治的の 5 つの側面からのエンパワーメント指標を指す。具体的

な指標とその目標値は、プロジェクト開始後のベースライン調査の結果により決定するもの

とする。その際、カノ州については、フェーズ 1 の結果を踏まえ、フェーズ 2 でめざすレベ

ルを設定することとする。 
 

（２）協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値 

＜上位目標＞ 

1. 女性センター活性化モデルが連邦及び州レベルでより広範に拡大される。 
2. 女性センター活性化を通じて、世帯及びコミュニティで女性のエンパワーメントが向上す

る。 

＜指標＞ 

（連邦レベル） 

F-1 対象州以外で新たに女性センター活性化モデルの採用に着手した州の数が終了時よ

りも増加する。 

（カテゴリーA） 

A-1 カノ州において WDC 活性化モデルに基づきガイドラインを活用して運営している

WDC がある LGA の数 

A-2 カノ州の対象 LGA における女性のエンパワーメント指標 

（カテゴリーB） 

B-1 対象州において WDC 活性化モデルに基づきガイドラインを活用して運営している

WDC がある LGA の数 
B-2 対象州の対象 LGA における女性のエンパワーメント指標 

（カテゴリーC） 

C-1 対象州において WDC 活性化モデルに基づきガイドラインを活用して運営している

WDC がある LGA の数 
C-2 対象州の対象 LGA における女性のエンパワーメント指標 

＜上位目標達成のための外部条件＞ 

・女性センター活性化に関する国・州レベルの方針が変わらない。 

・NCWD がプロジェクトの成果を対象州外に普及する。 

・SMWA/LGA/WDC がプロジェクトの成果を州内の対象外 LGA/WDC に普及する。 

＜上位目標を持続するための外部条件＞ 
 コミュニティにおける治安・経済状況が著しく悪化しない。 

 

上位目標は、WDC 活性化モデルの「面的な広がり」と女性のエンパワーメントの「質的

な高まり」の両方を含むべきと考え、2 つを設定した。「面的な広がり」を測る指標について

は、連邦レベルで「対象州以外で新たに女性センター活性化モデルの採用に着手した州の数」、
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州レベルではカテゴリーA、B、C とも、「対象州において WDC 活性化モデルに基づきガイ

ドラインを活用して運営している WDC がある LGA の数」とし、「質的な高まり」として、

対象州レベルで「対象州の対象 LGA における女性のエンパワーメント指標」を設定した。

連邦レベルの「対象州以外で新たに女性センター活性化モデルの採用に着手した州の数」は、

フェーズ 2 での対象州以外に WDC 活性化モデルが普及したことを測るものである。プロジ

ェクト目標でも同様の指標があるが、プロジェクト終了時より多くの州が採用することをめ

ざす。また、対象州では、フェーズ 2 期間で対象とした LGA 以外に WDC 活性化モデルが普

及していくこと、対象州の対象 LGA における女性のエンパワーメント指標が引き続き向上

していくことを測る指標を設定した。具体的な指標と目標値は、プロジェクト目標における

エンパワーメント指標と同様、プロジェクト開始後のベースライン調査の結果を踏まえるこ

ととするが、プロジェクト目標より高いレベルでの指標の達成をめざしている。 

プロジェクト目標レベルでは、ガイドライン・グッドプラクティス対象州では、女性のエ

ンパワーメント指標の向上まではめざしていなかったが、上位目標（プロジェクト終了後 3

～5 年後）では、エンパワーメント指標の向上をめざすものとする。普及の観点からは、フ

ェーズ 2 対象州以外で WDC 活性化モデルを採用したところでも、採用後の活動期間によっ

ては、女性のエンパワーメント指標の向上が見られることも想定されるが、指標の入手可能

性を考慮し、上位目標についてもプロジェクト期間中からのデータがある対象州及び対象

LGA に関する指標をとることとする。 

なお、上位目標の 1 つである「女性センター活性化モデルの連邦・州レベルでの普及」に

ついては、フェーズ 2 の期間中は、対象州以外の州については、アドボカシーやガイドライ

ン普及セミナー等の活動程度しか予定していないため、これを達成するための外部条件とし

て、「NCWD がプロジェクトの成果を対象州以外に普及する」を入れた。同様に州レベルに

おいても、指標である「対象州においてガイドラインを活用して運営している LGA の数」

が増えるためには、「対象州が成果を対象 WDC 以外に普及する」ことを外部条件としている。 

 

（３）成果（アウトプット）と活動 

アウトプット 1 連邦及び州レベルにおいて、各 WDCs 活性化に必要な連邦、州、LGA のネ

ットワークが強化される。 
（指標） 

1-1 WDCs 活性化に関する連邦、州、LGA の役割と責任に関する認知度

1-2 NCWD でのワークショップ・セミナーへの地方からの参加者数 

1-3 ガイドラインの理解度、活用度 

（活動） 

1-1 NCWD が全国女性評議会にて WDCs 活性化の重要性を啓発する。 

1-2 NCWD が WDCs 活性化に関係する州並びに関連主要機関に対する研

修・ワークショップ・技術的助言・アドボカシー活動を実施する。

1-3 NCWD がガイドラインの活用に関する研修・ワークショップを開催

する。 
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アウトプット 2 カノ州（カテゴリーA）において女性センター活性化モデルが定着する。

（指標） 
2-1 カノ州の SMWA、SMLG、LGAs/WDOs（フェーズ 1 対象及びフェー

ズ 1 対象外の両方）の女性センター活性化に関する役割と責任に関

する理解度（インタビュー） 

2-2 カノ州の WDCs のサービスの質（①WDC のカリキュラム、②WDC
講師･指導者、③活動内容、④機材、⑤作業資機材） 

2-3 カノ州の WDC 校長及び地域住民の意識・行動変容が確認される。

（①WDC に通う女性の夫の WDC に対する考え方、②コミュニティ

関係者の WDC に対する考え方、③非 WDC 生の考え方） 
2-4 カノ州の WDCs の管理・運営能力（記録・ファイリング、会計、計

画立案管理） 
2-5 WDCs-LGA 及び WDCs-SMWA の連携（予算措置の変化、人事、定

期的な報告とフィードバックの回数） 
（活動） 

2-1 カノ州における WDCs 活性化のための詳細実施計画を作成し、関係

機関（SMLG、LGAs/HODs）の合意を得る。（SMWA） 

2-2 WDC のサービスの質を向上させる活動を行う。（講師の技術研修、

活動の多様化、卒業生支援）（SMWA/NCWD） 

2-3 WDC に対するコミュニティの肯定的な認識を醸成するための活動

を行う。（対象地域の地元有力者に対するアドボカシー活動及び住

民に対する啓発活動）（SMWA/NCWD） 

2-4 WDC の運営体制を向上させるための活動を行う。（WDO・校長に対

するマネジメント研修、報告・フィードバックシステムの強化等）

（SMWA/NCWD） 

2-5 WDC を取り巻く関係機関の連携を強化するための活動を実施する。

（定期会議の開催、WDOs-SMWA 及び WDOs-LGA-SMLG の関係構

築、金融機関等との連携構築）（SMWA） 
2-6 定期的にモニタリングを実施する。（SMWA） 

（2-1～2-6 を繰り返すことにより女性センター活性化モデルの定着を図

る） 

アウトプット 3 WDC 活性化対象州（カテゴリーB）において女性センター活性化モデルが

機能する。 

（指標） 

3-1 対象州の SMWA、SMLG、LGA/WDO の女性センター活性化に関す

る役割と責任に関する理解度（インタビュー） 

3-2 対象州の WDCs のサービスの質（①WDC のカリキュラム、②WDC
講師･指導者、③活動内容、④機材、⑤作業資機材） 

3-3 対象州の WDC 校長及び地域住民の意識・行動変容が確認される。 
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3-4 対象州の WDCs の管理・運営能力（記録・ファイリング、会計、計

画立案管理） 
3-5 WDCs-LGA 及び WDCs-SMWA の連携（予算措置の変化、人事、定

期的な報告とフィードバックの回数） 
（活動） 

3-1 対象州を選定するための情報収集を行う。（Project） 
3-2 3-1 を基に協議のうえ、対象州を 2 州選定する。（Project） 

3-3 対象州と協議のうえ、対象 LGA/WDC を選定する。（各州 3LGAs 程

度）（Project） 

3-4 対象地域においてベースライン調査を実施する。（SMWA/NCWD） 
3-5 3-4 に基づき、同州における WDCs 活性化に係る詳細実施計画を策

定し、関係機関（SMLG、LGA/HODs）の合意を得る。（SMWA） 
3-6 WDC のサービスの質を向上させる活動を行う。（講師の技術研修、

活動の多様化、卒業生支援）（SMWA/NCWD） 
3-7 WDC に対するコミュニティの肯定的な認識を醸成するための活

動を行う。（SMWA が対象地域の地元有力者に対するアドボカシー

活動及び住民に対する啓発活動）（SMWA/NCWD） 

3-8 WDC の運営体制を向上させるための活動を行う。（WDO・校長に対

するマネジメント研修、報告・フィードバックシステムの強化等）

（SMWA/NCWD） 

3-9 WDC を取り巻く関係機関の連携を強化するための活動を実施する。

（定期会議の開催、WDOs-SMWA 及び WDOs-LGA-SMLG の関係構

築、金融機関等との連携構築）（SMWA） 

3-10 カノ州へのスタディツアー等を行う。（SMWA） 

3-11 定期的なモニタリング調査を行う。（SMWA） 

アウトプット 4 ガイドライン向けグッドプラクティス収集対象州（カテゴリーC）におい

てガイドラインを活用して WDC における活動が促進される。 
（指標） 

4-1 対象州の SMWA、SMLG、LGA/WDO の女性センター活性化に関す

る役割と責任に関する理解度（インタビュー） 

4-2 WDC 機能の向上の度合い 

（具体的な指標は活動 4-4 における活動計画に基づき設定する。その

際、適用可能なものは、アウトプット 3 の指標を参考にする） 
4-3 グッドプラクティス及び教訓の収集数 

（活動） 
4-1 対象州を選択するための情報収集を行う。（3-1 と同様） 

4-2 4-1 を基に協議のうえ、対象州を 3 州選定する。 
4-3 対象州と協議のうえ、対象 LGA/WDC を選定する。（各州 3 つの LGA）

4-4 4-1 で収集した情報に基づいて WDC 活性化のための実施計画を策定

し関係機関（SMLG、LGAs/HODs）の合意を得る。（SMWA/NCWD）
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4-5 4-4 で策定した実施計画及びガイドラインに基づいて活動を実施す

る。（SMWA/NCWD） 
4-6 活動を行う過程でグッドプラクティス及び教訓を収集する。

（SMWA/NCWD）） 

アウトプット 5 NCWD/SMWA の女性センター活性化を促進する機能が向上する。  
（指標） 

5-1 NCWD/SMWA の職員の能力の向上 
5-2 調査機能：WDCs 活性化と女性のエンパワーメントの関係を実証す

るデータの蓄積量（報告書数） 
5-3 モニタリング機能：定期的なモニタリングの回数、レポートの質 

5-4 研修機能：研修の実施回数、研修受講者（SMWA）からの満足度 
5-5 改訂したガイドラインの配布及び内容の普及状況 

※定量的な指標については、2011 年度実施予定のベースライン調査結果

に基づき設定 

（活動） 

5-1 NCWD がカノ州及び対象州の活動から、WDCs 活性化に関するデー

タや情報を収集・蓄積・分析する。 

5-2 NCWD が対象州及び他の州において SMWA 職員を対象にした WDCs

活性化のための研修を行う。 

5-3 NCWD がカノ州及び対象州の WDCs 活性化に向けた各種活動のモニ

タリングを行う。 

5-4 NCWD がカノ州及び対象州の経験に基づき、ガイドラインを改訂す

る。 

5-5 プロジェクトで NCWD/SMWA の職員に対する研修を実施する。 

＜アウトプット達成のための外部条件＞ 

（研修を受けた関係機関の担当者が離職しないこと） 

 

アウトプットは 5 つ設定した。アウトプット 1 は、プロジェクト後の展開も見据え、対象

州以外の州も含んだ各州に対し、WDC 活性化のためのネットワーク強化を図るもの、アウ

トプット 2 は、カテゴリーA のカノ州に対するもの、アウトプット 3 はカテゴリーB の WDC

活性化対象州に関するもの、アウトプット 4 はカテゴリーC のガイドライン・グッドプラク

ティス対象州に関するもの、アウトプット 5 は、NCWD 及び対象州の SMWA のキャパシテ

ィ・ディベロップメントに関するものである。 

アウトプット 1 は、WDC 活性化のためのネットワーク強化を図るものであるが、各州に

おいて具体的に関係機関の連携を強化するところまでをめざしたものではなく、将来的な

WDC 活性化モデルの普及に必要な関係機関の連携の重要性について、各州の認識を高める

のが、主な目的である。また、ガイドライン改訂後にガイドラインの普及セミナーを行うこ

とも計画しており、ガイドライン普及セミナー等を通じ、対象州以外の州が WDC 活性化モ

デルの採用に着手することをめざしている。 
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アウトプット 2 は、カノ州でのフェーズ 1 対象 LGA 以外の LGA への WDC 活性化モデル

の普及に関するものである。基本的な普及方法としては、各年 6～7 程度の新たな LGA を選

定し、フェーズ 1 同様の支援を行っていく。ただし、フェーズ 1 の経験とガイドラインを活

用し、フェーズ 1 より少ない投入・期間で成果を上げることをねらっている。PDM の活動案

は、ガイドラインを踏まえ策定したが、具体的には詳細実施計画（活動 2－1）に基づき計画・

実施する。 
アウトプット 3 は、WDC 活性化対象州で、カノ州同様の活動を行うものである。プロジ

ェクト開始後に、1 年ほどかけて情報収集をし、対象州の選定を行うため、対象州選定後の

実質的な活動は、2 年程度になると思われる。対象州における対象 LGA の選定と具体的な活

動は、プロジェクト開始後に収集した情報とガイドラインを参照しながら行うが、カノ州の

経験とガイドラインを活用し、効率的に進めることが可能と考えられる。 

アウトプット 4 は、ガイドライン・グッドプラクティス対象州で行うもので、対象州の選

定と具体的な活動については、プロジェクト開始後に行う。本アウトプットは、ガイドライ

ンを拡充するためのグッドプラクティス収集が主目的ではあるが、グッドプラクティスとし

て適切かどうかを見極める必要があることから、アウトプットレベルでは、関係者の認識の

向上や WDC 機能の向上に関する成果が出ているかを見る指標を設定している。具体的な指

標と目標値の設定については、対象州・LGA が選定されたあと、具体的活動を決定する際に

設定するものとする。 

アウトプット 5 は、NCWD 及び SMWA のキャパシティ・ディベロップメントとして、NCWD

職員及び SMWA 職員の能力強化を図るとともに、NCWD の研修能力、モニタリング能力等

の向上をめざす。また、ガイドラインの改訂を行う。指標の具体的な目標値については、プ

ロジェクト開始時点での NCWD の実情を調査したうえ、設定することとする。 

外部条件については、NCWD と合意した PDM には特に記載されていないが、アウトプッ

ト達成のためには、研修を受けた関係機関の担当者が離職しないことが望ましい。 

なお、活動に関しては、実施主体を明確にしそれぞれの実施主体が責任をもって遂行でき

るよう、PDM の各活動の終わりに、主たる実施機関を入れた。また、プロジェクト開始後に

NCWD、州レベルでの具体的な活動を検討する際には、今般調査で開催したワークショップ

での討論において実践できそうな活動が提案されているので、参照されたい（付属資料６．

別添１－２）。 

 
４－５ プロジェクトの実施体制 

基本的にフェーズ 1 の実施体制を踏襲するものとする。プロジェクトディレクターは NCWD

センター長（Director General）とし、実務レベルの責任者となるプロジェクトマネジャーを NCWD

計画調査統計局長とする。NCWD 計画調査統計局職員 1 名がプロジェクトコーディネーターとし

て、プロジェクト業務全般の調整を行う。その他 NCWD からは、計画調査統計局を中心にカウ

ンターパートを任命する。NCWD では、研修局、財務・不動産部門とも緊密に連絡をとりながら

プロジェクトの運営にあたる意向である。カノ州においては、フェーズ 1 と同様、SMWA の女性

局が主たるカウンターパートとなり、WDC を管轄する LGA 及び SMLG と緊密に連携をとりなが

ら進める。新規対象州についても、カノ州同様、SMWA のカウンターパートが、SMLG、LGA、

WDC と緊密に連携をとりながら、プロジェクト運営にあたることとなる。 
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４－６ 投 入 

４－６－１ 日本側投入 
日本側投入は、以下を想定している。 

 長期専門家 2 人 
 短期専門家 

 本邦研修 
 第三国研修 

 現地研修 
 機材（車両、WDC 用機材） 

 ローカルコスト負担 
長期専門家は、首都アブジャに常駐し、対象州においては出張ベースで活動を行うこととす

る。本邦研修は、NCWD のカウンターパートについては、フェーズ 1 で本邦研修に参加してい

ない者を優先することとし、新規対象州からもカテゴリーB を中心に、適切なカウンターパー

トを本邦において研修する。また、必要に応じ、ジェンダーに関する案件を実施している第三

国における研修を検討する。機材については、モニタリング用の車両を供与することを検討す

るほか、WDC 向けの機材を供与する。WDC 用機材は、ミシン、編み機等、職業訓練用の機材

を想定しているが、具体的には、プロジェクト開始後、関係者の協議のうえ選定する。WDC

用の機材の選定にあたっては、投入による裨益効果を考慮し、将来的に WDC の活動を活性化

させるための「エントリー・ポイント」となり得るような機材を検討する。特に、ガイドライ

ン・グッドプラクティス対象州については、機材供与が主な投入となるため、機材の選定につ

いては、WDC 全体の活性化につながるような効果的な機材選定を行う必要がある。 

 

４－６－２ ナイジェリア側投入 

ナイジェリア側投入は、以下を想定している。 

 カウンターパートの配置 

プロジェクトディレクター 
プロジェクトマネジャー 

プロジェクトコーディネーター 

カウンターパート（NCWA、SMWA） 

 専門家執務室の提供（NCWD、カノ州、WDC 活性化対象州） 
 プロジェクト運営費 

 ナイジェリア側カウンターパート、研修参加者の交通費 

 

カウンターパートについては、前項「プロジェクトの実施体制」で述べたとおり、フェーズ

1 と同様、NCWD のセンター長をプロジェクトディレクターとする体制をとる。州においては、

SMWA を中心に、SMLG、LGA、WDC にカウンターパートを配置する。フェーズ 1 では、SMLG
に JICA デスクオフィサーが配置されており、JICA デスクオフィサーが効果的に調整機能を行

えば、SMWA と SMLG の円滑なコミュニケーションが促進されるとの報告があった。フェーズ

2 においても、SMLG に適切な JICA デスクオフィサーを配置することの検討が望まれる。プロ

ジェクト運営費、ナイジェリア側カウンターパート・研修参加者の交通費については、フェー
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ズ 1 以上のナイジェリア側からの投入を予定している。 

 
４－７ コストシェアリング 

フェーズ 1 においては、カウンターパートの出張費（交通費、宿泊日当）や研修参加者の交通

費等についても、JICA 側が負担することが多かった。フェーズ 2 では、プロジェクト終了後の自

立発展性を考慮し、ナイジェリア側の負担を増やしていくことを検討する。具体的には、プロジ

ェクト初年度から徐々にナイジェリア側の負担分を増加させていく、ナイジェリア側でカウンタ

ーパートファンドを申請し確保する、等である。特に、カウンターパートの交通費・宿泊日当、

研修に必要な費用（茶菓、ランチ、教材等）は可能な限り、ナイジェリア側で負担していくこと

を検討する。プロジェクト期間は 4 年を想定しており、ナイジェリア側の予算措置の手続きには

時間を要することを考慮し42、プロジェクト初年度より、プロジェクト終了後の予算措置を見据

えたコストシェアリングの検討を、日本側・ナイジェリア側双方で行うことが必要である。 
 

                                                        
42 ナイジェリアの会計年度は、1 月から翌年 12 月までであるが、現地調査の聞き取りによれば、例えば、カノ州 SMWA でカ

ウンターパートファンドの申請を行うためには、前年の 9 月ごろまでに書類を提出する必要がある。 
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第５章 プロジェクトの総合的実施妥当性 
 

５－１ 評価 5 項目の評価結果 

５－１－１ 妥当性 

ナイジェリア政府の政策、わが国の対ナイジェリア支援方針、ナイジェリアのニーズに照ら

し、プロジェクト実施の妥当性は高い。プロジェクトの計画内容も妥当であるといえる。 

 
（１）ナイジェリアの政策との整合性 

現ヤラドゥア政権は、重点分野として 7 ポイント・アジェンダ（電力・エネルギー、安

全、土地改革、食糧安全保障、教育、富の創出、交通とインフラストラクチャー）を挙げ

ているが、プロジェクトで活性化に取り組もうとしている WDC は、女性の識字教育、職

業訓練を通じた女性の収入創出活動に取り組んでおり、教育、富の創出と関連している。 

ナイジェリアの 2020 年までの長期開発計画である Vision2020 でジェンダー平等と女性

のエンパワーメント推進のための方策として挙げられている項目の中に、ナショナル・ジ

ェンダー・マシーナリーの能力強化、雇用・土地・融資・生産財への女性のアクセスの拡

大、女性起業家による組合参加・設立の推進、職業・起業技能の開発、伝統的・宗教的・

文化的障壁に対する啓発、等が含まれている。これらは、プロジェクトの計画内容と合致

している。 

国家ジェンダー政策では、政策全体がめざすべきものとして、ナイジェリアにおけるジ

ェンダー平等と持続可能な人的・経済的開発の推進を挙げており、そのための具体的政策

目標として 7 項目挙げている。その中に、政治的・社会的・経済的生活における平等の推

進、経済的機会を活用するための女性の能力開発の手段としての女性に適したプロジェク

トの推進、が含まれている。 

以上のことから、プロジェクト計画は、ジェンダー平等に関するナイジェリアの政策、

方針に合致している。 

 

（２）わが国対ナイジェリア支援方針との整合性 
外務省の「ODA 国別データブック（2008）」では、ナイジェリアに対する ODA につい

て、（A）農業・農村開発（（イ）保健医療、（ロ）基礎教育、（ハ）農業）及び（B）（（ニ）

水供給、（ホ）地方電化）を重点分野としたうえで、分野横断的視点として、ジェンダー

を重視していくこととし、女性のエンパワーメントを主眼とした技術協力を実施していく

方針である。 

「JICA 国別事業実施計画」でも、「ODA 国別データブック（2008）」同様の援助重点分

野を挙げたうえ、ジェンダーに関しては、各分野の案件形成においてジェンダー主流化を

推進し、女性を含む弱者のエンパワーメントに資する協力を実施すること、としている。

また、現在実施中の案件については引き続き支援していく方針である。 

以上の点から、女性のエンパワーメントをめざした本プロジェクトの実施は、わが国の

対ナイジェリア ODA 方針、JICA 事業実施方針に合致しているといえる。 
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（３）ナイジェリアのニーズとの整合性 

WDC 活性化のニーズは高いといえる。ナイジェリア国において、WDC は、女性が集ま

って職業訓練などの活動を行い女性同士のネットワークの形成等ができる数少ない機関

であるが、NCWD による調査等によれば、その多くは適切に運営されておらず、女性のニ

ーズに十分こたえていないのが現状である。フェーズ 1 によって、カノ州で対象とした

WDC では成果が見られたものの、その成果は対象 WDC にとどまっており、カノ州の対象

外 LGA、他州での WDC には普及されていない。WDC で適切な活動を実施し、その成果

を普及していくことが求められている。 
また、NCWD を支援している他援助機関は調査時点で JICA 以外になく、今次調査を行

ったカノ州においても、WDC 活性化を直接支援しているドナーはない。この点からも、

JICA が WDC 支援を行うことのニーズは高い。 

なお、今次調査のドナー機関の聞き取りでは、WDC で現在行われている活動には、女

性の生計向上やエンパワーメントにつながらないものが多いのではないかというコメン

トが複数の機関から聞かれた。ただし、こうした機関では、あわせて「そのため WDC で

実施するプログラムを見直し適切な実行力のある活動を選択することが必要」としており、

WDC が女性のエンパワーメントに十分な機能を果たしていない現状があるなかで、適切

な活動を実施することで WDC の実効性を向上させることが重要と考えられる。 

 

（４）プロジェクトデザインの妥当性 

プロジェクトは、WDC 活性化に関係しているさまざまなステークホルダーを巻き込む

計画になっており、各関係機関の役割や機能に合致した適切なものである。WDC 活性化

は NCWD のマンデートとなっており、NCWD を核にして WDC 活性化モデルの普及を図

っていく計画は妥当である。また、州レベルにおいては、SMWA を中心に、WDC を管轄

している LGA や LGA に予算配分を行う SMLG の関与を促進しようとしている。 

普及の仕組みを確立するために、カノ州（カテゴリーA）、WDC 活性化対象州（カテゴ

リーB）、ガイドライン・グッドプラクティス対象州（カテゴリーC）の 3 つの役割の州を

設定し、それぞれ違った側面からのアプローチを試みている。カノ州及び WDC 活性化対

象州では、WDC 活性化を深め、州内で WDC 活性化モデルを普及し、あわせてガイドライ

ン・グッドプラクティス対象州の経験を活用し、連邦レベルで、ガイドラインを改訂し、

全国に普及する計画となっている。 
6 ゾーンから対象州を選定することは、地理的・社会的多様性に富むナイジェリアで、

さまざまな違いを尊重しながら活動を実施し、その結果をガイドライン等に組み込み普及

していくという観点から適切であるといえる。また、農業、教育等他のセクターと異なり、

WDC を支援するドナーが他にいないため、JICA が地政学的バランスに考慮のうえ、6 ゾ

ーンを支援することは適切である。 

 

５－１－２ 有効性 

有効性は見込める。 
プロジェクト目標である「対象州における WDC 活性化を通じ連邦レベルで WDC 活性化モ

デルが拡大する」が達成されるためには、対象州の WDC 活性化と、連邦レベルでの WDC 活
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性化モデルの普及がなされる必要がある。プロジェクトの計画では、カノ州での WDC 活性化

の深化と普及（アウトプット 2）、新規対象州での WDC 活性化（アウトプット 3）、及び、ガイ

ドライン・グッドプラクティスの収集によるガイドラインの改訂（アウトプット 4）、普及のた

めの対象外州も含めた全国レベルのアドボカシー活動（アウトプット 4）、及びこれらをすべて

統括する NCWD の能力強化（アウトプット 5）が設定されており、プロジェクト目標を達成で

きる計画になっているといえる。 
フェーズ 1 で作成したガイドラインについては、フェーズ 2 での対象州での経験、特にガイ

ドライン・グッドプラクティス対象州の経験を加えることで、より汎用性のあるものになり、

全国レベルでの適用がより容易なものになると考えられる。また、ガイドライン普及セミナー

等、普及のための方策が検討されている。 
プロジェクト目標の指標は、WDC 活性化の程度を測るものと、普及の程度を測るものの両

方が適切に設定されている。また、NCWD、カノ州、WDC 活性化対象州、ガイドライン・グ

ッドプラクティス対象州、それぞれの指標が設定されており、異なるアプローチで取り組むプ

ロジェクトの目標を測る指標として適切に設定されているといえる。指標及びその目標値の設

定にあたっては、ガイドラインを参照することとしているが、フェーズ 1 からの継続性がある

こと、また関係者に共有されていることの点から、適切であるといえる。指標については、具

体的なエンパワーメント指標や目標値等をプロジェクト後のベースライン調査等の情報収集後

に設定することとなっており、4 年間の予定であるプロジェクト期間を考慮すると、プロジェ

クト開始後、半年から 1 年程度を目途に設定する必要があると思われる。 

 

５－１－３ 効率性 

プロジェクトは効率的な実施が見込まれる。 

限られた投入で、アウトプットを発現できるプロジェクトのデザインになっているといえる。

カノ州では、フェーズ 1 の経験を活用し、多くの WDC で活性化のための活動を実施すること

になっている。また、新たな WDC 活性化対象州でも、カノ州の経験及びフェーズ 1 のガイド

ラインを活用することで、フェーズ 1 のカノ州におけるときよりも短時間で成果を上げること

を想定している。 

大規模な機材の投入は予定していない。供与機材は、WDC で使用する職業訓練用の機材（ミ

シン等）が中心であり、例えば、裁縫コースであれば、単価が 1 万円程度のミシンを 1 カ所の

WDC に十数台納入すれば、十分な活動が可能になる。機材供与で活性化された活動を軸に、

参加者をより多く集める、売上を伸ばす43、等の波及効果が見込めるので、核になる事業を適

切に選定しそれに必要な機材を供与すれば、効率的な活動ができると考えられる。 

長期専門家は、対象州が増えることを考慮し、フェーズ 1 より多い 2 人を予定している。2

人が必要に応じ、一緒にまたは手分けして対象州を訪問することで、6 州での効率的な活動を

行うことを想定している。また、必要に応じ必要な期間、短期専門家を投入する。ガイドライ

ン・グッドプラクティス対象州は、必要最低限規模の機材供与を中心とした投入を行うことに

なっているため、専門家が巡回する頻度・滞在期間は他の対象州より少なくなることが予想さ

れるが、実施体制、活動計画、機材の選定等につき、訪問中に関係機関と集中して協議するこ

                                                        
43 聞き取りをした WDC では、WDC で研修中に作成した製品の売上は WDC に入り、運営資金になるとのことであった。 
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とで、効率的な事業実施が期待できる。ただし、機材供与が投入の中心になるため、機材の選

定は、裨益効果を十分考慮のうえ、適切に行うことが重要である。 
研修については、本邦研修のほか、第三国研修を検討している。候補地は、ジェンダー平等

に関するプロジェクトを実施しているアジアや、社会・経済状況が類似しているアフリカの近

隣諸国である。類似の経験を有する第三国で研修を行うことにより、本邦研修より少ない費用

でより効果を上げることが可能になると考えられる。 
JICA ナイジェリア事務所では、「一村一品運動促進支援プロジェクト（2010 年 2 月～2011 年

11 月）」を実施しており、カノ州が対象州の 1 つになっている。現地調査時点では、具体的な

計画はなかったものの、協議のうえ連携した活動を行えば、相乗効果が期待できる。 

 
５－１－４ インパクト 

プロジェクトは、以下のようなインパクトの発現が見込まれる。 
上位目標は、プロジェクト目標が達成されたあと、ナイジェリア側で活動を継続することが

できれば、達成が見込まれる。カノ州においては、フェーズ 1 期間中に既に女性のエンパワー

メントの発現が認められており、カノ州及び WDC 活性化対象州では、エンパワーメント指標

の向上が期待できる。また、プロジェクト期間中に SMWA、SMLG、LGA、WDC の連携の仕

組みを強化することで、州内の対象外 LGA への活動の広がりが見込まれる。 

上位目標の指標は、プロジェクト目標同様、活動の内容にあわせ、カノ州、WDC 活性化対

象州、ガイドライン・グッドプラクティス対象州、それぞれに設定している。活動の内容を考

慮しつつ、全体として上位目標の達成度を測ることのできる指標になっているといえる。 

外部条件としては、プロジェクト期間中には、対象州における活動と NCWD におけるキャ

パシティ・ディベロップメントが中心となり、対象州での対象外 LGA、対象州以外での活動は、

あまりできないことから、プロジェクト終了後にプロジェクトで直接支援する州及び州内の

LGA 以外への普及をナイジェリア側で行うこととしている。 

マイナスの影響として、対象州に選定されなかった州から不満が上がる可能性が考えられる。

当初、調査団では、カノ州と新規対象州 2 州程度を想定していたが、ナイジェリア側の強い要

求により、カノ州を含め 6 ゾーンから 1 州ずつ対象とすることとなった。各ゾーンから 1 州ず

つとしたことは、政治的・社会的配慮として、選定されなかった州からの不満をある程度軽減

できることと考えられる。各ゾーンでの対象州を選定するにあたっては、選定基準を明確にす

ることで、不満が出ないように極力配慮する。さらに、全国レベルのアドボカシー、ガイドラ

イン普及セミナー等を行うことで、直接専門家や機材の投入を行わない州にもプロジェクトの

成果が裨益することとなる。また、こうした経緯を各州に十分に説明することとする。 

 

５－１－５ 自立発展性 

プロジェクトによる裨益効果は、特に財政面での自立発展性を考慮することで、相手国政府

によりプロジェクト終了後も継続されるものと現時点では見込まれる。 
政策的な継続性は見込まれる。現政権で策定している Vision2020 は、2020 年までの政策を示

したものであり、プロジェクト期間終了後も一定期間は有効である。WDC 活性化をマンデー

トとする NCWD の役割も、継続すると考えられる。 

技術面では、NCWD とカノ州 SMWA では、既にフェーズ 1 で、核になる職員の能力がかな
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り向上しており、フェーズ 2 を実施することで、職員のキャパシティは更に向上し、プロジェ

クト終了後に、ナイジェリア側だけで事業を実施していくことが可能になると考えられる。新

規対象州においては、職員の初期の能力レベルやコミットメントが不明であるため、現時点で

は明言できないが、カノ州の経験を活用することで、職員の能力強化は可能であると考えられ

る。また、持続可能な能力の強化を図るために、新規対象州は、モチベーションの高い州を選

定することが重要になる。 
技術面での自立発展性を高めるためには、NCWD や州の職員に対しては、ガイドラインをよ

り使いやすく分かりやすいよう改訂し、プロジェクト終了後に、新しい職員や、対象州外の職

員にも、プロジェクトの成果を普及しやすくすることが重要になろう。WDC 利用者に対して

は、機材のメンテナンス、卒業生への機材の貸与や譲渡の仕組みをつくること、組合の設立や

融資へのアクセスを支援すること、等が活動の継続の鍵になると考えられ、こうした仕組みを

プロジェクト期間中に構築することが有効と考えられる。 
財政面での自立発展性に関しては、フェーズ 1 終了時には、プロジェクト運営経費のほとん

どを JICA 側が拠出していたことが指摘されており、プロジェクト開始時から、自立発展性の

仕組みを検討することが必要である。カウンターパートの交通費や宿泊日当、研修参加者の費

用、その他プロジェクト運営費等に関し、ナイジェリア側負担分を徐々に増加させることは一

案である。カウンターパートファンドを確保するため、申請を確実・適切に行うこと、必要に

応じ専門家がそれを支援することも有効と思われる。プロジェクト終了後の活動の継続には、

可能であれば、プロジェクトで行っているモニタリングや研修などの活動を、徐々にナイジェ

リア側の通常予算のなかに組み込んでいく44ことが有効と考えられ、プロジェクト開始時から

ナイジェリア側と検討することも一案である。 

 

５－２ 結 論 

以上の評価結果から、プロジェクトの実施は適切であり、プロジェクトの計画は妥当で、便益

が見込めるものと判断する。ただし、プロジェクト終了後の自立発展性に向けて、プロジェクト

開始時から、ナイジェリア側の財源確保のための方策に取り組むことが必要である。 
 

                                                        
44 例えば、NCWD で実施している既存のマネジメント研修のなかに、ガイドラインに関する項目を組み込むことで、通常予

算で行う活動のなかにプロジェクトの活動を組み込むことが可能になると考えられる。 
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第６章 団長所感 
 

女性センター活性化計画フェーズ 1 においては、カノ州の 44WDC 中、6 カ所をパイロットと

し、活性化を図ってきた。これまでの各種の運営指導調査、中間評価調査、終了時評価調査や専

門家の報告書等からも分かるように、6WDC の活性化は成功しているといえる。プロジェクト目

標と密接にかかわるガイドラインに関しては、終了時評価調査時点で整備されておらず、完成が

危惧されたが、プロジェクト終了前に完成した。 
フェーズ 2 においては、カノ州のその他の WDC、また他州への展開を予定している。対象州

に関しては、ナイジェリア側の政治的な強い要望を踏まえ、カノ州以外の 5 州について、地政学

的ゾーンから 1 州ずつをプロジェクト実施中に選定することになった。WDC の数も、カノ州に

ついては最終的に残るセンター、その他の州については各州 3 カ所程度となることが想定されて

いる。 

長期専門家をフェーズ 1 に比べて増加させる計画であるとはいえ、1 年の間に訪問可能な回数、

治安情勢、2011 年に大統領選挙及び地方選挙が予定されていることなどを考慮すると、5 州につ

いて同程度の支援をすることは難しく、濃淡をつけざるを得ない。よって、カテゴリーB（2 州）

については WDC へ機材供与等の直接支援を行うこととし、カテゴリーC（3 州）は NCWD 等に

よるアドボカシー活動等によりガイドラインの活用状況やグッドプラクティスの発現状況を確認

する対象州と考える。異なるアプローチをとるので、カテゴリーC は B に比べ、WDC 当たりの

投入量は少なくなる。このことについて、カテゴリーC に選ばれた州から（投入量が少ないとい

う理由で）不満が出ないよう、また B/C とカノ州との投入差についても不満が出ないよう、選定

クライテリアを明確にする必要がある。なお、対象州の選定に関しては、NCP（援助機関のナイ

ジェリア側窓口）も関心を示している。関係省庁の利害対立を最小化するためにも、選定クライ

テリアの明確化は望ましい。さらには、治安情勢により支援不可能な州もあり得ることはナイジ

ェリア側によく理解してもらう必要がある。 

州の自治が強いナイジェリアにおいて、また WDC が行政機構上、SMWA ではなく LGA の傘

下にあるという状況のなかでは、行政メカニズムを強化することにより WDC 活性化モデルを普

及していくというアプローチは困難が予想される。活性化している WDC の数を増やし、その状

況を連邦レベルで広報していくことを通じ、ボトムアップで他州にも広めていくアプローチの方

が、手間はかかるが効率的と思われる。本調査で詳しく分析されているように、NCWD は WDC

を活性化するマンデートを有しているわけではなく、また NCWD に配布される予算はフェーズ 1

の経験から逼迫しており、フェーズ 2 においても大幅な増を期待するのは難しい。このため、

NCWD の役割としては、WDC の活性化に州及び LGA の関心をもたせるための、アドボカシー活

動といったところが期待される。 

カノ州及び 6WDC が位置する LGA は、WDC の活動の効果を認識し、州・LGA 自身が予算を

つけて WDC を増設するなどの措置を講じてきた。州により財政基盤には格差があるものの、州

レベルであればローカルコスト負担が期待できる。WDC が全国的に活性化していくためには、

簡単で構わないので各州の女性の状況のベースライン調査を行い、それに基づいて WDC 活性化

ニーズを把握することが望ましい。結果として、センターごとに当該コミュニティで果たす役割

が異なってくる可能性もあり、そういったプラクティスがガイドラインの改善に反映されること

により、WDC の活動が一層活性化される。フェーズ 2 の実施により、そういった正のスパイラ
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ルが生まれることを期待したい。 

 
 



 



 

付 属 資 料 

１．協議議事録（M/M） 
２．PDM 

３．フェーズ 2 イメージ 
４．面談票 

５．組織図 

６．参考（PCM ワークショップ結果） 

 



 

 

 



－71－

１．協議議事録（M/M）



－72－



－73－



－74－



－75－



－76－



－77－



－78－



－79－



－80－



－81－



－82－



－83－



－84－



－85－



－86－



－87－



－88－



－89－



－90－



－91－



－92－



－93－



－94－



－95－



－96－



－97－



－98－



－99－

2
4

20
10

20
14

A
B

2
C

3
: 

 N
C

W
D

B
2

C
3

SM
W

A
W

D
C

N
C

W
D

A
W

D
C

SM
W

A
W

D
C

B
W

D
C

W
D

C
SM

W
A

W
D

C
C

N
C

W
D

SM
W

A
/W

D
C

/L
G

A
 

: N
o.

  
  

  
  

20
10

3
12

1. 2.

F-
1

A
A

-1
W

D
C

W
D

C
LG

A
A

-2
LG

A

B
B

-1
W

D
C

W
D

C
LG

A
B

-2
LG

A

C
C

-1
W

D
C

W
D

C
LG

A
C

-2
LG

A

F-
1 

N
C

W
D

/S
M

W
A

A
-1

 N
C

W
D

/S
M

W
A

/L
G

A
/W

D
C

A
-2

 S
M

W
A

/L
G

A
/W

D
C

B
-1

 N
C

W
D

/S
M

W
A

/L
G

A
/W

D
C

B
-2

 S
M

W
A

/L
G

A
/W

D
C

C
-1

 N
C

W
D

/S
M

W
A

/L
G

A
/W

D
C

C
-2

 S
M

W
A

/L
G

A
/W

D
C

２．PDM



－100－

W
D

C
W

D
C

F-
1

A
A

-1
 W

D
C

A
-2

W
D

C
A

-3
W

D
C B

B
-1

W
D

C
B

-2
W

D
C

B
-3

W
D

C C
C

-1

F-
1 

N
C

W
D

/S
M

W
A

A
-1

 S
M

W
A

/L
G

A
/W

D
C

A
-2

 S
M

W
A

 /L
G

A
/W

D
C

A
-3

 S
M

W
A

 /L
G

A
/W

D
C

B
-1

 S
M

W
A

/L
G

A
/W

D
C

B
-2

 S
M

W
A

 /L
G

A
/W

D
C

B
-3

 S
M

W
A

 /L
G

A
/W

D
C

C
-1

N
C

W
D

SM
W

A
/L

G
A

/W
D

C

LG
A

/W
D

C

1.
W

D
C

LG
A

2.
  

1-
1 

W
D

C
LG

A

1-
2 

N
C

W
D

1-
3

2-
1

SM
W

A
SM

LG
LG

A
/W

D
O

1
1

2-
2

W
D

C
W

D
C

W
D

C

2-
3

W
D

C
W

D
C

W
D

C
W

D
C

W
D

C
2-

4
W

D
C

2-
5 

W
D

C
-L

G
A

W
D

C
-S

M
W

A

1-
1

1-
2 

N
C

W
D

/S
M

W
A

1-
3 

N
C

W
D

/S
M

W
A

2-
1

2-
2 

SM
W

A
/W

D
C

/L
G

A

2-
3 

SM
W

A
/W

D
C

2-
4 

SM
W

A
/ 

W
D

C
/L

G
A

2-
5 

SM
W

A
/W

D
C

/L
G

A

W
D

C



－101－

3.
 

W
D

C

4.
  

W
D

C

5.
  

N
C

W
D

/S
M

W
A

3-
1

SM
W

A
SM

LG
LG

A
/W

D
O

3-
2

W
D

C
W

D
C

W
D

C

3-
3

W
D

C

3-
4

W
D

C

3-
5 

W
D

C
-L

G
A

W
D

C
-S

M
W

A

4-
1

SM
W

A
SM

LG
LG

A
/W

D
O

4-
2

W
D

C
4-

4
3

4
4-

3

5-
1 

N
C

W
D

/S
M

W
A

5-
2

W
D

C

5-
3

5-
4

SM
W

A

5-
5

20
11

3-
1

3-
2 

SM
W

A
/W

D
C

/L
G

A

3-
3 

SM
W

A
/W

D
C

3-
4 

SM
W

A
/ 

W
D

C
/L

G
A

3-
5 

SM
W

A
/W

D
C

/L
G

A

4-
1

4-
2 

SM
W

A
/W

D
C

/L
G

A

4-
3 

N
C

W
D

SM
W

A
/W

D
C

/L
G

A

5-
1

5-
2 

N
C

W
D

5-
3 

N
C

W
D

5-
4 

N
C

W
D

5-
5



－102－

1-
1 

N
C

W
D

W
D

C
s

1-
2 

N
C

W
D

W
D

C

1-
3 

N
C

W
D

2-
1

W
D

C
SM

LG
LG

A
/H

O
D

SM
W

A
2-

2 
W

D
C

SM
W

A
/N

C
W

D
2-

3 
W

D
C

SM
W

A
/N

C
W

D
2-

4 
W

D
C

W
D

O

SM
W

A
/N

C
W

D
2-

5 
W

D
C

W
D

O
s-

SM
W

A
W

D
O

s-
LG

A
-S

M
LG SM

W
A

2-
6

SM
W

A
2-

1
2-

6

3-
1

Pr
oj

ec
t

3-
2 

3-
1

2
Pr

oj
ec

t
3-

3
LG

A
/W

D
C

3L
G

A
Pr

oj
ec

t

1.
(1

)
D

G
 o

f N
C

W
D

(2
)

(3
)

(4
)

N
C

W
A

SM
W

A

2.
(1

)
N

C
W

D
B

2

3.

1.
(1

)
(2

)
2.

(
)

3. 4. 5. 6.



－103－

3-
4

SM
W

A
/N

C
W

D
3-

5 
3-

4
W

D
C

SM
LG

LG
A

/H
O

D
s

SM
W

A
3-

6 
W

D
C

SM
W

A
/N

C
W

D
3-

7 
W

D
C

SM
W

A

SM
W

A
/N

C
W

D
3-

8 
W

D
C

W
D

O

SM
W

A
/N

C
W

D
3-

9 
W

D
C

W
D

O
s-

SM
W

A
W

D
O

s-
LG

A
-S

M
LG SM

W
A

3-
10

SM
W

A
3-

11
 

SM
W

A

4-
1

3-
1

4-
2 

4-
1

3
4-

3
LG

A
/W

D
C

3L
G

A
4-

4 
4-

1
W

D
C

SM
LG

LG
A

s/
H

O
D

s
SM

W
A

/N
C

W
D

4-
5 

4-
4

SM
W

A
/N

C
W

D
4-

6
SM

W
A

/N
C

W
D



－104－

5-
1 

N
C

W
D

W
D

C

5-
2 

N
C

W
D

SM
W

A
W

D
C

s

5-
3 

N
C

W
D

W
D

C

5-
4 

N
C

W
D

5-
5

N
C

W
D

/S
M

W
A

FM
W

A
: F

ed
er

al
 M

in
is

try
 o

f W
om

en
 A

ffa
irs

 a
nd

 S
oc

ia
l D

ev
el

op
m

en
t

LG
A

: L
oc

al
 G

ov
er

nm
en

t A
ut

ho
rit

y
N

C
W

D
: N

at
io

na
l C

en
te

r f
or

 W
om

en
 D

ev
el

op
m

en
t

SM
W

A
: S

ta
te

 M
in

is
try

 o
f W

om
en

 A
ffa

irs
 a

nd
 S

oc
ia

l D
ev

el
op

m
en

t
W

D
C

: W
om

en
 D

ev
el

op
m

en
t C

en
te

r

W
D

C
W

D
C

W
D

C
W

D
C

W
D

C
W

D
C

5
3

A
W

D
C

B
W

D
C

C
W

D
C



－105－

20
10

年
20

11
年

20
12

年
20

13
年

・全
国
女
性
評
議
会
や

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
フ
ォ
ー
ラ

ム
開
催

・ゾ
ー
ン
ご
と
に
国

立
女

性
開
発
セ
ン
タ
ー
（

N
C

W
D
）
が
出
向
き
ワ

ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

・州
ご
と
に
ア
ク
シ
ョ
ン

プ
ラ
ン
を
提
出

・北
西
部
以
外
の

5
ゾ
ー
ン
か
ら
1
州
、
各

州
３

LG
A（

仮
）を

選
び

20
11

年
半
ば
か
ら
支

援

カ
テ
ゴ
リ
ー

B 対
象
州
２
州
に
て

W
D

C
活
性
化
の
支
援

20
14

年

・W
D

O
（女

性
開
発
オ
フ
ィ
サ
ー
）を

核
と
し

た
セ
ン
タ
ー
活
性
化
の
仕
組
み
づ
く
り

・女
性
セ
ン
タ
ー
活
性
化
が
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン

ト
に
貢
献
す
る
こ
と
を
実
証
す
る
た
め
の
デ

ー
タ
収
集

・州
地
方
行
政
省
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
と
の

連
携

カ
ノ
州
（カ

テ
ゴ
リ
ー

A）
３
８
地

方
自

治
体

（
LG

A）
で
の

W
D

C
活
性

化
の
普

及
・
定

着

N
C

W
D
、
州
女
性
社
会
開
発
省
（S

M
W
A
）の

能
力
強
化

全
国
で
の

女
性

セ
ン

タ
ー

（
W

D
C
）
活

性
化
の

ア
ド
ボ
カ
シ
ー

カ
テ
ゴ
リ
ー

C
対
象
州
３
州
に
て
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
・グ

ッ
ド
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
支
援

３．フェーズ 2イメージ



－106－2

 1 25 13:30-15:30 

NCWD

 Mr. Omar Sadeeq Director of Department of Planning, Research and Statistics

Mr. Felix JICA

Q
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A NCWD National Center for Women’s Development Decree 1995
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 NCWD 

 Mr. George Wayeng WDC Project Coordinator
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 NCWD 

 Dr. Tyoor F. M. Terhemba Director, Department of Training and Development

WDC

776 NCWD 1

WDC

Q NCWD
A

Q TOT

A TOT 4 1 1st Degree

Q TOT

A Developing Partners

Q TOT1
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Q TOT NCWD

A NCWD
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 1 26 13:30-14:30 

FMWA

 Mrs. E. O. Adeyemi Director, Department of Women Affairs

Mrs. C. C Nyam Deputy Director of Women Affairs (Economic Service)

Mr. Femi Alaka Desk Officer, Department of Women Affairs

Mr. Felix JICA

LGA

WDC

2

 1 28 10:00-13:30 

SMWA

 Ms. Binta U. Na-Abba Director, Department of Women Affairs
Mr. Aminu Sa’ad Kuwara Deputy Director, Department of Women Affairs

Ms. Maimuna Sani Desk Officer, Department of Women Affairs

Mr. George NCWD

Administration and General Services

WDC

Q WDC
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2

Opportunity, Industrialization Gender 500
Women Specific Activities for Economic Empowerment 44LGAs
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3

1 2011

Jigawa Women’s Empowerment

Q

A

Q

A

Q

A JICA

Q

A

Q
A

Presentation of Achievements Recorded during the year under review’ Ministry of Women 

Affairs and Social Development Kano State (2009) 



－111－7

 1 29 10:00-13:30 

 Kumbotso WDC 

 Ms. Maijida Mohammed WDO

Ms. Hadiza Jafar Center Head

Mr. George NCWD

Q

A 1 1 WDO1 11 8
1 1

Q

A

Q

A 6 1 6 6 12 2
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A 1 50
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A Diploma National Centre of Education 1
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Action Plan WDC
WDO LGA 8 1

WDO



－112－8

Q
A LGA WDC LGA

Q LGA SMWA

LGA

A WDO
Q LGA 6
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Q Action Plan

A Action Plan 1 2008
Action Plan

LGA

1 WDO

29 6 2 3 1

1 1
1

 2 1 10:00-13:30 

Kano State Ministry of Local Government SMLG

 Mr. Umaru Adamu J Deputy Director of Local Government Inspection
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Ms. Halima Sani Abubakar JICA Desk Officer

Mr. Kawl Nasiru Assistant, Section II (AGS) Department

Mr. George NCWD

Kano State 3 Year of Shekarau Administration’ 2006

Q

A Hon. Commissioner 6
Administration & General Services Local Government Inspection Promotion & 

Discipline Recruit, Training & Retirement Planning, Research & Statistics Agricultural Services

Q

A 1

PHC 2

3 6 8

2 3 LGA Kano Municipal 

Council- 6 Rano Zone-6 Tudun Wada Zone-4 Dambatta Zone-6 Wudil Zone-6 Bichi Zone-6
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Q Imam Wali Local Government Staff 
Development Centre

A
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Hon. Commissioner

 2 2 10:30-11:30 

Kano SMWA & SD, Gyadi-Gyadi Women Vocational 

Training Center

 Ms. Binta Musa Tofa SMWA & SD Training Unit

Ms. Hajana Shehu Minjibiz Principal Gyadi-Gyadi Women Vocational Center

Mr. George NCWD

WDC

Q

A Gyadi-Gyadi Women Vocational Center 
Q 1987 Better Life Programme

A 1979 Ministry of Rural Community Development Home 

Economics Unit 1980

1987 FMWA
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Q
A Principal 1 Vice Principal 1 Senior Mistress head of teachers

1 Clerk 1 Store Officer 1 Teaching Staff 13

4

Q
A oversight

Q

A LGA 2 88

100
DWA LGA LGA

LGA

Q TOT

A LGA LGA

Q SMWA & SD

A DWA Ms. Binta

Q

A

Q DWA

A

Q

A Agency for Mass Education National Directorate Employment

Kano Agricultural Development Agency
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Ministry of Education

Q NCWD
A WDC NCWD

SMWA

Q

A 6 1

Q

A 1 7 8 6

2 6
Q 1 6

A LGA 1 LGA
3

17 1 6 2

LGA 3 LGA

3

2 1 3 2

1 2

Q DWA

A

Q LGA
TOT

A LGA LGA

6 TOT
6
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 2 2 13:00-13:50 

 Dawakin Tofa WDC 

 Ms. Nafi Mahammad Yakaseer WDO

Ms. Amida Sanll Head of Center

Mr. George NCWD

WDC

LGA

Q

A WDO 1 11

4 Vocational Skill Certificate

Q

A WDO Bichi WDC

WDO

Q

A 3 4

cooking

Q

A 6 2 6

Q

A 6

Q

A

Q
A 6 Certificate

Q Certificate
6

A

Q

A 72 30
35

30
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2
2

Q
A LGA 2

Q

A WDO

Q
A LGA

Q
A LGA

WDC

Q WDC

A 1 Bichi WDC 2

LGA

Q LGA

A Chairman Vice Chairman Director Personnel Management Secretary Chief 

Personnel Officer Staff Officer 5 Head of Department

Personnel Community Development Agricultural Medical Works 5

Deputy Head Sectional Head Community Development

Women Affairs Social Development Self-help 3

Q Community Development
A Social Development Extension Worker

Q Extension Worker

A Social Work

1 1 3 2

2 2
1
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 2 8 13:00-14:30 

 NCWD 

 Mr. George Wayeng WDC Project Coordinator

Mr. Omar Sadeeq Director of Department of Planning, Research and Statistics

Mr. George Mr. Sadeeq Mr. Sadeeq Mr. George

Mr. 

George

Q NCWD WDC FMWA

A NCWD

FMWA SMWA advice NCWD

SMWA platform NCWD SMWA WDC

WDC SMWA

FMWA NCWD NCWD FMWA SMWA

collaborate WDC NCWD NCWD

WDC National Assembly

Q 1

A FMWA NCWD

FMWA SMWA NCWD

FMWA FMWA Director

FMWA Good

Practice

2

Q 2

A WDC

LGA NCWD

2 WDC 6
WDC

6 NCWD PRS
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Q JICA 6 1

A

Q NCWD

A NCWD JICA

Q WDC

A 7

WDC
WDC 7

WDC 7

 2 8 18:30-20:00 

DFID

 Ms. Jummai Bappah Social Development Adviser

JICA

DFID

DFID 2 4 12

UNICEF

WDC

WDC DFID-funded
DFID-funded

DFID
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 2 9 11:30-12:30 

UNIFEM

 Ms. Kemi Ndieli Programme Coordinator, Gender and HIV&AIDS 1

Mr. Felix JICA

UNIFEM

Q UNIFEM

A

HIV/AIDS /
Gender-based violence 4

2011

NEEDS

SEEDS engender

Vision2020

LGA

5

HIV/AIDS NACA SACA

gender responsive
NACA

2

LGA
one-stop-shop

DV DV
DV

FMWA SMWA

Q FMWA SMWA

A
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FMWA

FMWA NCWD
practical skill strategic skill

Q LGA

A LGA

JICA

Q

A strategic skill

Q

Q FMWA

FMWA

 2 10 13:30-14:00 

 ActionAid 

 Ms. Adanma Maduako Women’s Rights Adviser

ActionAid
Q ActionAid Country Strategy Paper 

2009-2013 National Gender Policy

A National Gender Policy Strategic Implementation Framework and Plan

5

FMWA

FMWA

ActionAid National Gender Policy

FMWA

FMWA
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JICA

Q WDC

A WDC

Q JICA

A

 2 11 10:30-11:00 

UNFPA

 Ms. Hannatu Yaro 

UNFPA

Q UNFPA

A UNFPA 2012 RH

3

Gender-based Violence GBV 2

FCT 12
sensitization GBV

GBV GBV

RH

12 300 FMWA NPC

UNFPA

NPC

JICA

Q WDC

A WDC
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Q JICA

A

 2 11 11:30-12:30 

 NCWD 

 Mr. Omar Sadeeq Director of Department of Planning, Research and Statistics

Mr. Felix JICA

Q

A FMWA NCWD 2009 12

NCWD

FMWA SMWA LGA

WDC adaptation

Mr. Sadeeq

2009 supplementary budget

WDC 2

3 WDC WDO HOD

LGA

2010 3 NCWD

2007

2008

NCWD

Q NCWD NCWD
JICA

A NCWD JICA

NCWD

NCWD
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2

Q 2 6 1
A NCWD 6 1

6 1

 2 11 15:45-16:30 

Association of Local Governments of Nigeria ALGON
National Secretary 

 Mr. Chris Ohuabunwa Director, Technical Services

Mrs. Evan Enekwe Director, International Relations

Mr. Felix JICA

ALGON

Q ALGON

LGA

A ALGON 2001 10 Secretary to the Government 

of the Federation 774 LGA

LGA LGA
LGA

LGA

1 FCT 37
LGA

LGA

Q

A

LGA
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LGA

1

LGA

1

Q
A

2004

Q NGO

LGA
A ALGON

LGA NGO

Q JICA NCWD WDC 3 WDC LGA

LGA

ALGON LGA

A 774LGA LGA

ALGON

WDC LGA

Q

A

 2 12 10:00-12:00 

 SMWA 

 Ms. Binta U. Na-Abba Director, Dept. of Women Affairs

Mr. Anwalu Gudaura Director, Dept. Administration and General Services

Mr. Aminu Sa’ad  Kurawa Deputy Director, Department of Women Affairs

Ms. Maimuna Sani Desk Officer, Department of Women Affairs

Ms. Jummai NCWD

9 JICA
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Ms. Maimuna

2
2

2

2010

1 C/P 2011
2011 C/P 2010 9

2 WDC

Ms. Maimuna

Q
WDC

A SMWA WDC
SMWA Department of Women Affairs Training Women 

Development Women Organization 3

WDC SMWA

Q NCWD

A NCWD NCWD LGA

1 LGA

LGA SMWA

LGA sensitization

WDC SMWA
NCWD

Q

A

WDC
adaptation

HIV
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SMLG LGA

Q SMLG LGA

A SMLG

JCC WDC LGA SMLG

SMLG SMLG WDC
LGA 1,000 WDC

WDC LGA 2 SMLG LGA

2

Q 2 Director

A C/P C/P
C/P

Honorable Commissioner

Q WDC SMWA

A WDC SMWA

NCWD PRS WDC

SMWD NCWD adaptation

SMWA WDO HOD WDC

NCWD

Q NCWD NCWD

A 2008 LGA 3

Mr. Anwalu

Q
A 12 14

30 100
8

NCWD
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WDC

Q 2 1 WDC SMWA

A 1 WDC

20 WDC WDC

6

WDC WDO WDO SMWA

Deputy Director

 2 15 12:00-13:00 

 NCWD 

 Mr. Omar Sadeeq Director of Department of Planning, Research and Statistics

JICA

replicate

23 PCM

NCWD 17 FMWA 2 2 6 NPC

NPC PCM

M/M M/M

NCWD WDC

6 2 12 3LGA 3WDC

1 2

C/P
2008 2009 C/P WDC

C/P C/P

C/P

C/P 1 C/P

C/P
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Q C/P

A

MDGs

NCWD MDGs MDGs
WDC

3

Q

A
6 WDC

Gaya WDC
WDC 13WDCs

WDC

SMWA

LGA

Q 44WDCs

A 44LGA 1 6WDC

2 6 12WDC

WDC LGA

Q WDC NCWD

A Mr. Sadeeq NCWD

WDC LGA

SMWA WDC

LGA Funding Structure

Q LGA WDC
A WDC mean

WDC WDC
WDC WDC

WDC WDC

WDC Advantage

Q Voters’ Education WDC
A WDC

Q
A LGA NCWD

LGA 500
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45 50 MDGs

Q

A

Q

A

 2 15 9:30-10:30 

 Gwale WDC 

 Ms. Duduwa Yohoya Center Head

Ms. Khudila Imam WDO

Ms. Rabi Moha Deputy WDO

Ms. Jummai NCWD Ms. Maimuna SMWA

SMWA 20 1997 2

WDC

Q WDC

A 30 5

25

Ministry of Education for Mass

WDC LGA LGA

Q

A 320 200

WDC

9 9

Basic 1 Basic 2 Advanced 1 Advanced 2 4
6

WDC

JICA

Q JICA WDC

A



－133－29

Q
A JICA JICA

4

WDO

WDC

Q WDC
A WDC 3 1 SMWA

SMWA WDC

SMWA 44

WDC LGA WDO HOD
WDO HOD HOD WDC

HOD WDO LGA

Q WDC

A LGA 100 WDC

10 WDC

4 1 15 30

WDC 9
1

SMWA

WDC

 2 15 11:30-12:30 

 Dambatta WDC 

 Ms. Aisha Sabo Idris Center Head
Ms. Liez Fatima Osman WDO
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Ms. Jummai NCWD Ms. Maimuna SMWA

Gwale 50 LGA

Multi-purpose 

Women Centre Ms. Maimuna WDC Multi-purpose Center Model Women 

Center Women Class 3 Multi-purpose Center 4
WDO

Ms. Maimuna WDO

WDC

Q
A 1992 WDC SMWA SMLG WDC LGA

WDO 15

12

Q

A 50 66 50

50

Q

A WDC JICA

LGA imprest 5,000

5,000 3 1

200 WDC

Q LGA
A HOD 2

HOD
Q

A
WDC

Q

A WDO 3
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WDC

Q WDC
A WDC SMWA

WDC anti-natal clinic PATHS

Partnership for Transforming Health Systems DFID

PATHS LGA LGA
1

WDC
4 JICA

Office of Special Adviser

4

WDO

WDO

HOD SMWA

NCWD

NCWD NGO

 2 16 11:30-12:30 

 SMWA  

 Ms. Maimuna Kabir Khalil Commissioner

JICA

JICA Commissioner
Permanent Secretary

1 2

1

1 WDC JICA
SMWA

WDC
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1

WDC
LGA LGA

WDC

JICA WDC

1 38LGA 

SMWA 38LGA WDC

SMWA C/P

1 1 1

SMWA 2

LGA

M/M

Multi-purposed center

12

1,000

4 JICA

 2 16 12:30-13:30 

 SMWA 

 Ms. Binta Director, Dept. of Women Affairs) 
Mr. Aminu Sa’ad Kurawa Deputy Director, Department of Women Affairs

Ms. Jummai NCWD
JICA

Q 1
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Q Jummai 2 finance support
A 1

2

1 1

Jummai

JICA

WDC

WDC

Deputy Director

Binta

Q 38LGA SMWA

A 5 38LGA WDC 6 7

WDC 1 1

Q 5 4

A 4 1 WDC

Q WDO SMWA LGA

A

SMWA WDO 10 WDO

SMWA WDO
WDC WDO LGA

SMWA

SMWA WDO WDO

WDO SMWA SMWA
WDO LGA

SMWA WDO SMWA
WDO TOR WDC

SMWA WDO
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WDO

Q WDO LGA SMWA

A LGA 1

LGA WDO SMWA

Q WDC
A

 2 17 10:00-12:00 

 Gezawa WDC 

 Ms. Maiji Wdda Budayi WDO

Ms. Zaina Adamu Center Head

Ms. Jumai NCWD Ms. Maimuna

SMWA JICA

2

1 1 Ms. Maimuna WDO

SMWA

WDO WDO

2003 WDO 7 LGA WDC

WDO LGA Center Head WDC

Ms. Maimuna

WDO
Q WDO

A SMWA LGA SMWA

LGA WDC

WDC

2003 JICA

LGA JICA
LGA

JICA WDC

Q JICA
A JICA
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2007 2

JICA
WDC 2009 2

Q

A CMC

6 1
WDC

Q
A 45 1

2009 1 150

Q

A JICA

2 4,000 4 5,000 1 6,000

20 4 Special 

Advisor

Q

A

Q

A

Q
A

WDC

Q

A WDC WDC
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3 LGA LGA

Q

A

JICA 44
LGA 2 9

9
WDC

LGA SMWA

4 5,000

Better Life Program WDC
WDC

WDC

Ms. Maimuna WDC Multi-purpose Center Model Women Center Women Class

3 Multi-purpose Center

Model Women Center Women Class

WDC Model Women Center

Multi-purpose Center

Q SMWA WDO
A

Q

A

Ms. Jummai LGA

Ms. Maimuna LGA NCWD
SMWA

Q

A 2

SMWA 1

Ms. Maimuna
Q LGA

A imprest
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 2 17 11:30-12:00 

 Gezawa LGA 

 Mr. Abdullah Yahaya Kara Chairman of Gezawa LGA

Ms. Jummai NCWD Ms. Maimuna

SMWA JICA

Director of Personnel Management

Ms. Maimuna 2

Gezawa WDC Chairman

Chairman JICA NCWD SMWA JICA Gezawa 
WDC

WDC

1 6 WDC Gezawa 

WDC LGA

Gezawa WDC

Chairman

WDC

JICA
Gezawa

Chairman WDC WDC

WDC 1

Gezawa 7

JICA

 2 17 14:00-14:15 

SMLG
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 Mr. Abdul Malik Yakubu Permanent Secretary, SMLG

Director of Training and Recruit 
Director of Agriculture 

Director of LGA Inspection 

Ms. Jummai NCWD Ms. Maimuna
SMWA JICA

Ms. Jummai 2

Permanent Secretary PS JICA

SMLG LGA

2 1 Good Practice LGA

SMWA 1 6 7 WDC

4

PS

SMLG 1 6 7 WDC

2010

2 1 WDC

WDC SMLG

2010
PS 3 3 1

PS SMLG JICA senior person

PS UNICEF DFID
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 2 18 9:00-9:30

 SMLG 

 Ms. Halima Sani Abubakar JICA Desk Officer, SMLG

Ms. Jummai NCWD Ms. Maimuna
SMWA JICA

17 18

JICA SMLG SMWA WDO

Q JICA Desk Officer

A 2009 7

Q WDC

A LGA LGA

WDC

JICA

LGA

Q WDO SMLG

A WDO LGA WDO

LGA

Ms. Maimuna Gaya WDC

JICA
Gaya

Q SMWA WDC

SMLG WDC

Maimuna DFID

DFID

Ms. Halima SMLG

Q SMWA

WDC WDC
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Ms. Maimuna SMWA WDC 1
WDC 3 4

Q LGA

A LGA LGA
/ LGA

Q WDO SMLG

A WDO HOD SMLG Local Government Inspection Department

Local Government Inspection Department
PS

Q

A SMLG Administration Department JICA Desk 

Officer Department of Local Government Inspection

Local Government Inspection 

1 JICA SMLG

2

1 PCM PS

 2 18 10:30-11:30 

 Dawakin Kudu WDC 

 Mr. Abdllazak Adamu HOD
Mr. Tijyani Abdulkadir Community Development Officer

Mr. Alkasim Muhd Tdiwa Social Welfare Officer

Ms. Harira Da’u WDO

Ms. Karimatsu Idris

Ms. Jummai NCWD Ms. Maimuna

SMWA JICA

Dawakin Kudu WDC 1992 Multi-purpose Center 32
6
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WDC LGA 14

5,000 1

Multi-purpose Center

1

Q

A

Q WDO
A SMWA LGA SMWA 2

Q WDO LGA SMWA

A LGA

Q LGA imprest

A imprest LGA 5,000 1

Q

A WDC

Q

A WDC

HOD WDC

HOD WDC WDC

JICA 1 WDC 6 WDC

Ms. Maimuna WDC
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HOD WDC

Ms. Maimuna

WDC

HOD

Ms. Maimuna WDC

HOD

Q Community Development Officer Gaya Community Development Department

Gaya JICA

Community Development Officer WDC

Gaya WDC

Q

A

 2 18 11:30-12:15 

 Wudil LGA 

 Ms. Mariana Buktar HOD
Ms. Hamisu Abdu WDO

Mr. Musa Adamu Darki Chairman, LGA

Director

LGA Secretary 

Ms. Jummai NCWD Ms. Maimuna

SMWA JICA

LGA HOD Wudil WDC WDO WDC
HOD LGA
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2 HOD WDO

HOD HOD

HOD

HOD 2 HOD 1 27 HOD 1

Q WDC LGA WDC

A LGA WDC 1 HOD WDC
WDC

Q

A WDC WDO WDC

WDO HOD Ms. Jummai JICA
LGA HOD

HOD WDC
1 6

WDC

Q WDC WDC

A WDC

LGA tertiary education 3

Q

A 6 6

HOD

Q HOD

A 40 2 14 12

13 WDO 7 8 WDO National

Education Certificate 6+6+3 WDO degree

44 2 2 3 Diploma

 2 18 12:30-13:30 

 Wudil WDC 

 Ms. Hamisu Abdu WDO

Ms. Maryam Ado Head of Center
Deputy Center Head Arabic teacher 2 Agency 2
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1 3 20

Ms. Jummai NCWD Ms. Maimuna

SMWA JICA

LGA WDC

8 11

9 4 WDC
20 7

Ms. Jummai WDC girls’ class

UNICEF

Q WDC

A 6

Ms. Maimuna

Q

A

Q WDC

A WDC
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 2 19 10:30-11:30 

 Gwale Women Multi-purpose Cooperative 

 Ms. ja Saini Vice president

Ms. Aisha Muktar Treasure Secretary

Ms. Razika Muktar Member Treasurer Secretary

Ms. Jummai NCWD Ms. Maimuna
SMWA Ms. Khudila Imam Gwale WDO JICA

WDC WDO WDC WDO

2 1

Q

A

Q

A 30 100

Q

A Agricultural Cooperative 

Bank 4 1

Q WDC

A 6

SALFAT
Q

A
Q

A 1997 LGA 1

4

Q

A 1 500 1,000
13
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6,000

Q WDC

A WDC

Q
A Ministry of Commerce

Q
A FMWA

45

Q
A

10 20

HOD

Q

A

Ms. Maimuna SMWA

3

2

16
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６．参考（PCM ワークショップ結果）
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